
 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置の趣旨等を記載した書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島大学大学院先進理工系科学研究科 
 

 

 

 

 



 

目     次 
Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 .................................................................................................. 1 

１ 設置の背景及び必要性 ............................................................................................... 1 
(1) 背景 ....................................................................................................................... 1 
(2) 設置の必要性 ......................................................................................................... 2 

２ 基本理念 .................................................................................................................... 5 
３ 研究科・専攻等の特色 ............................................................................................... 6 

(1) 研究科・専攻の特色 .............................................................................................. 6 
(2) 学位プログラムの特色 ........................................................................................... 9 

1) 数学プログラム ................................................................................................... 9 
2) 物理学プログラム ............................................................................................... 9 
3) 地球惑星システム学プログラム .......................................................................... 9 
4) 基礎化学プログラム ............................................................................................ 9 
5) 応用化学プログラム .......................................................................................... 10 
6) 化学工学プログラム .......................................................................................... 10 
7) 電気システム制御プログラム ............................................................................ 10 
8) 機械工学プログラム .......................................................................................... 10 
9) 輸送・環境システムプログラム ........................................................................ 11 
10) 建築学プログラム ........................................................................................... 11 
11) 社会基盤環境工学プログラム .......................................................................... 11 
12) 情報科学プログラム ........................................................................................ 12 
13) 量子物質科学プログラム ................................................................................. 12 
14) 理工学融合プログラム .................................................................................... 12 

４ 教育研究上の目的 .................................................................................................... 13 
(1) 研究対象とする主たる学問分野........................................................................... 13 
(2) 養成する人材像 ................................................................................................... 13 

1) 博士課程前期 .................................................................................................... 13 
各プログラムで養成する人材像（博士課程前期） ................................................. 13 

ア 数学プログラム ............................................................................................. 13 
イ 物理学プログラム ......................................................................................... 13 
ウ 地球惑星システム学プログラム .................................................................... 13 
エ 基礎化学プログラム ...................................................................................... 14 
オ 応用化学プログラム ...................................................................................... 14 
カ 化学工学プログラム ...................................................................................... 14 
キ 電気システム制御プログラム ........................................................................ 14 
ク 機械工学プログラム ...................................................................................... 14 
ケ 輸送・環境システムプログラム .................................................................... 14 



 

コ 建築学プログラム ......................................................................................... 15 
サ 社会基盤環境工学プログラム ........................................................................ 15 
シ 情報科学プログラム ...................................................................................... 15 
ス 量子物質科学プログラム ............................................................................... 15 
セ 理工学融合プログラム .................................................................................. 15 

2)博士課程後期 ...................................................................................................... 15 
各プログラムで養成する人材像（博士課程後期） ................................................. 16 

ア 数学プログラム ............................................................................................. 16 
イ 物理学プログラム ......................................................................................... 16 
ウ 地球惑星システム学プログラム .................................................................... 16 
エ 基礎化学プログラム ...................................................................................... 16 
オ 応用化学プログラム ...................................................................................... 16 
カ 化学工学プログラム ...................................................................................... 17 
キ 電気システム制御プログラム ........................................................................ 17 
ク 機械工学プログラム ...................................................................................... 17 
ケ 輸送・環境システムプログラム .................................................................... 17 
コ 建築学プログラム ......................................................................................... 17 
サ 社会基盤環境工学プログラム ........................................................................ 17 
シ 情報科学プログラム ...................................................................................... 18 
ス 量子物質科学プログラム ............................................................................... 18 
セ 理工学融合プログラム .................................................................................. 18 

(3) ディプロマ・ポリシー ......................................................................................... 18 
1) 博士課程前期 .................................................................................................... 18 
2) 博士課程後期 .................................................................................................... 19 

(4) 修了後の具体的進路 ............................................................................................ 19 
Ⅱ 研究科・専攻等の名称及び学位の名称 ........................................................................ 20 

１ 研究科・専攻の名称及び学位の名称 ........................................................................ 20 
２ プログラムの名称及び学位の名称 ........................................................................... 22 

(1) 数学プログラム ................................................................................................... 22 
(2) 物理学プログラム ................................................................................................ 22 
(3) 地球惑星システム学プログラム........................................................................... 23 
(4) 基礎化学プログラム ............................................................................................ 23 
(5) 応用化学プログラム ............................................................................................ 23 
(6) 化学工学プログラム ............................................................................................ 23 
(7) 電気システム制御プログラム .............................................................................. 24 
(8) 機械工学プログラム ............................................................................................ 24 
(9) 輸送・環境システムプログラム........................................................................... 24 
(10) 建築学プログラム .............................................................................................. 24 



 

(11) 社会基盤環境工学プログラム ............................................................................ 25 
(12) 情報科学プログラム .......................................................................................... 25 
(13) 量子物質科学プログラム ................................................................................... 25 
(14) 理工学融合プログラム ....................................................................................... 25 

３ 学位の専攻分野の決定時期と方法 ........................................................................... 26 
(1) 博士課程前期 ....................................................................................................... 27 
(2) 博士課程後期 ....................................................................................................... 28 

Ⅲ 教育課程の編成の考え方及び特色 ............................................................................... 29 
１ 教育課程編成の考え方及び特色 ............................................................................... 29 

(1) 教育課程編成の基本的な考え方及び特色 ............................................................ 29 
1) 大学院共通科目 ................................................................................................. 29 

ア 博士課程前期 ................................................................................................ 29 
イ 博士課程後期 ................................................................................................ 30 

2) 研究科共通科目 ................................................................................................. 30 
ア 博士課程前期 ................................................................................................ 30 
イ 博士課程後期 ................................................................................................ 30 

3) プログラム専門科目 .......................................................................................... 31 
ア 数学プログラム ............................................................................................. 31 
イ 物理学プログラム ......................................................................................... 31 
ウ 地球惑星システム学プログラム .................................................................... 32 
エ 基礎化学プログラム ...................................................................................... 33 
オ 応用化学プログラム ...................................................................................... 34 
カ 化学工学プログラム ...................................................................................... 35 
キ 電気システム制御プログラム ........................................................................ 36 
ク 機械工学プログラム ...................................................................................... 36 
ケ 輸送・環境システムプログラム .................................................................... 37 
コ 建築学プログラム ......................................................................................... 38 
サ 社会基盤環境工学プログラム ........................................................................ 38 
シ 情報科学プログラム ...................................................................................... 39 
ス 量子物質科学プログラム ............................................................................... 40 
セ 理工学融合プログラム .................................................................................. 40 

２ カリキュラム・ポリシー ......................................................................................... 41 
(1) 博士課程前期 ....................................................................................................... 41 
(2) 博士課程後期 ....................................................................................................... 42 

３ 学生受入の時期等 .................................................................................................... 42 
Ⅳ 教員組織の編成の考え方及び特色 ............................................................................... 43 

１ 教員組織編成の考え方 ............................................................................................. 43 
２ 教育上主要と認める授業科目の教員配置状況 .......................................................... 43 



 

３ 教員の負担............................................................................................................... 43 
４ 教員組織の研究分野 ................................................................................................ 44 
５ 教員の年齢構成 ....................................................................................................... 44 

Ⅴ 教育方法，履修指導方法,研究指導の方法及び修了要件 .............................................. 44 
１ 教育方法と履修指導 ................................................................................................ 44 

(1) 大学院共通科目・研究科共通科目の実施体制 ..................................................... 44 
(2) 複数指導体制 ....................................................................................................... 44 
(3) 学位プログラムの決定 ......................................................................................... 45 
(4) 転学位プログラム ................................................................................................ 45 

２ 研究指導科目「特別研究」の単位の考え方 ............................................................. 46 
３ 修了要件及び履修方法 ............................................................................................. 46 

(1) 先進理工系科学専攻博士課程前期 ....................................................................... 46 
1) 数学プログラム ................................................................................................. 46 
2) 物理学プログラム ............................................................................................. 47 
3) 地球惑星システム学プログラム ........................................................................ 47 
4) 基礎化学プログラム .......................................................................................... 48 
5) 応用化学プログラム .......................................................................................... 48 
6) 化学工学プログラム .......................................................................................... 49 
7) 電気システム制御プログラム ............................................................................ 49 
8) 機械工学プログラム .......................................................................................... 50 
9) 輸送・環境システムプログラム ........................................................................ 50 
10) 建築学プログラム ........................................................................................... 51 
11) 社会基盤環境工学プログラム .......................................................................... 51 
12) 情報科学プログラム ........................................................................................ 52 
13) 量子物質科学プログラム ................................................................................. 53 
14) 理工学融合プログラム .................................................................................... 53 

(2) 先進理工系科学専攻博士課程後期 ....................................................................... 54 
４ 早期修了 .................................................................................................................. 54 
５ 修了までのスケジュール及び履修モデル ................................................................. 54 

(1) 修了までのスケジュール ..................................................................................... 54 
(2) 履修モデル .......................................................................................................... 54 

６ 学位論文審査体制，学位論文の公表方法 ................................................................. 54 
(1) 修士学位 .............................................................................................................. 54 
(2) 博士学位 .............................................................................................................. 55 

７ 博士論文研究基礎力審査 ......................................................................................... 55 
８ 研究の倫理審査体制 ................................................................................................ 56 

Ⅵ 施設，設備等の整備計画 ............................................................................................. 57 
１ 校地，運動場の整備計画 ......................................................................................... 57 



 

２ 校舎等施設の整備計画 ............................................................................................. 57 
３ 図書 ......................................................................................................................... 58 

Ⅶ 基礎となる学部との関係 ............................................................................................. 58 
Ⅷ 入学者選抜の概要 ....................................................................................................... 59 

１ アドミッション・ポリシー ...................................................................................... 59 
(1) 博士課程前期 ....................................................................................................... 59 
(2) 博士課程後期 ....................................................................................................... 59 

２ 入学者選抜の方法 .................................................................................................... 60 
(1) 先進理工系科学専攻博士課程前期 ....................................................................... 60 

1) 推薦入試 .......................................................................................................... 60 
2) 一般選抜 .......................................................................................................... 60 
3) 社会人特別選抜 ............................................................................................... 60 
4) フェニックス特別選抜 .................................................................................... 60 
5) 外国人留学生特別選抜 .................................................................................... 61 
6) 学部３年次生特別選抜 .................................................................................... 61 
7) その他特別選抜 ............................................................................................... 61 

(2) 先進理工系科学専攻博士課程後期 ....................................................................... 61 
1) 一般選抜 .......................................................................................................... 61 
2) 社会人特別選抜 ............................................................................................... 61 
3) フェニックス特別選抜 .................................................................................... 62 
4) 外国人留学生特別選抜 .................................................................................... 62 
5) その他特別選抜 ............................................................................................... 62 

Ⅸ 取得可能な資格 ........................................................................................................... 62 
１ 取得できる資格について ........................................................................................ 62 
２ 受験資格が取得できる資格について ...................................................................... 63 

Ⅹ 大学院設置基準第 2 条の 2 又は 14 条による教育方法の実施 ..................................... 63 
１ 修業年限 .................................................................................................................. 63 
２ 履修指導及び研究指導の方法 .................................................................................. 63 
３ 授業の実施方法 ....................................................................................................... 63 
４ 教員の負担の程度 .................................................................................................... 63 
５ 図書館・情報処理施設等の利用方法 ........................................................................ 64 
６ 社会人特別選抜の実施 ............................................................................................. 64 
７ 必要とされる分野である理由 .................................................................................. 64 
８ 教員組織の整備状況 ................................................................................................ 64 

ⅩⅠ多様なメディアを高度に利用して，授業を教室以外で行う場合 ............................... 64 
１ 実施方法・実施場所 ............................................................................................... 65 
２ 本学規則について .................................................................................................. 65 

(1) 広島大学大学院規則 ............................................................................................ 65 



 

(2) 広島大学通則 ....................................................................................................... 65 
ⅩⅡ 管理運営 .................................................................................................................. 65 

１ 学長による研究科長指名 ......................................................................................... 65 
２ 教授会等の研究科管理運営組織 ............................................................................... 66 

ⅩⅢ 自己点検・評価 ....................................................................................................... 67 
１ 自己点検･評価の取組 ............................................................................................... 67 

ⅩⅣ 認証評価 .................................................................................................................. 67 
１ 大学全体の取組（先進理工系科学研究科） ........................................................... 67 

ⅩⅤ 情報の公表............................................................................................................... 68 
(1) 大学公式 Web サイトを活用した情報提供 ......................................................... 68 
(2) 教育研究活動等の状況に関する情報提供 ........................................................... 68 
(3) 大学運営情報 ..................................................................................................... 68 
(4) その他公表情報 ................................................................................................. 69 

ⅩⅥ 教育内容等の改善のための組織的な研修等 ............................................................. 69 
１ 全学的な取組 ........................................................................................................... 69 
２ 本研究科の取組 ....................................................................................................... 69 

 
 



1 
 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 
１ 設置の背景及び必要性 
(1) 背景 

21世紀の世界は，情報通信技術の発展等により，急速にボーダーレス化しており，

2015年9月の国連サミットにおいて，世界全体で地球規模の問題・地域の課題解決に

取り組むSDGs「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」が採択され

た。SDGsは，国連加盟193か国が，2016年～2030年の15年間で達成するために掲げた

17のグローバル目標と169のターゲット(達成基準)からなるが，日本においても，

SDGsに対して，国家的に取り組むことが宣言されている。第５期科学技術基本計画

(2016年1月22日）においては，「人々に豊かさをもたらす『超スマート社会』を未来

社会の姿として共有し，その実現に向けた一連の取組を更に深化させつつ『Society 5.0』
として強力に推進し，世界に先駆けて超スマート社会を実現していく」方針を打ち出

し，さらに，未来投資戦略2018（2018年6月15日）においては，「第４次産業革命技

術の社会実装を通じ社会課題の解決を目指す『Society 5.0』の実現は，SDGsの達成に

向けた道筋の一つ」であり，「『Society 5.0』を国際的に展開していくことは，我が

国独自の取組として，世界におけるSDGsの達成に寄与する」としている。 
しかし，SDGsは非常に広範囲の目標であり，個々の課題は多数のSDGsに関連し，

一つのSDGsの達成のためには多くの課題解決が必要となる。この問題に取り組むた

めには多くの学術領域の協働と社会との強い連携が不可欠であり，学際的

(interdisciplinary)な研究に加えて超学際的(transdisciplinary)な研究が不可欠である。 
このような背景の下，教育の分野では持続可能な開発のための教育(Education for 

Sustainable Development, ESD)が推進されており，地球規模での社会の問題への視野

を持ちつつ，地域の課題とも向き合える教育，つまり国内外における社会との協働

関係を強めた教育と人材育成の方向性が求められている。なかでも，「より高度な

専門教育を行う大学・大学院において，健全な『市民』のマインドをもった『専門家』

を養成するための ESD をこれまで以上に積極的に行っていくこと」と，さらには，

「若い世代の『専門家』たちが大学や研究機関のなかに留まるのではなく，市民社会

や産業界と学術機関との間を活発に行き来することを可能にするような，キャリア形

成を支援していくこと」が必要とされている。（「持続可能な開発目標(SDGs)の達成

に向けて日本の学術界が果たすべき役割」日本学術会議環境学委員会，2017年9月29
日） 

今後の高等教育においては，「近年，産業界においても，新しい事業開発や国際化

の進展の中で，いわゆるジェネラリストではなく，高度な専門知識を持ちつつ普遍的

な見方のできる能力と具体的な業務の専門化に対応できる専門的なスキル・知識の双

方の人材育成が求められている。加えて，学術研究においても産業社会においても，

分野を超えた専門知の組合せが必要とされる時代であり，一般教育・共通教育におい

ても従来の学部・研究科等の組織の枠を超えた幅広い分野からなる文理横断的なカリ

キュラムが必要となるとともに，専門教育においても従来の専攻を超えた幅広くかつ
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深いレベルの教育が求められる。」（「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン

（答申）」中央教育審議会，平成30年11月26日） 
一方，イノベーション創出の必要性がますます高まっている中，「理工系人材は，

大学を含む研究機関，国際機関や行政，産業界などの様々な分野で活躍することが期

待されており，特に産業界においては，イノベーション創出に欠くことができない存

在として，人材需要が高まっている状況」であり，「理工系人材の質的充実・量的確

保に向け，戦略的に人材育成に取り組んでいく必要がある」とされている。（「理工

系人材育成に関する産学官行動計画」理工系人材育成に関する産学官円卓会議，2016
年8月） 
以上のような背景から，今の日本においては，先進的で高度に専門的な能力を基盤

とするとともに，境界領域などについての学際的知識を有し，グローカルな社会の課

題を発見した上，他者と協働して社会課題の解決に貢献できる人材が求められており，

理学・工学の最高学府（大学院）においては，基礎・基盤的な教育研究を礎に，科学

的論理性を追求する思考力を常に高め前進すると同時に，立ちはだかる課題に自ら取

り組み自ら解決し，イノベーション創出につなげることができる人材を養成する必要

がある。 
 

(2) 設置の必要性 
 広島大学においては，2017年4月に新長期ビジョン「SPLENDOR (Sustainable Peace 
Leader Enhancement by Nurturing Development of Research) PLAN 2017」を策定・公表

した。このビジョンにおいて，「これまで以上に，人間，社会，文化，食料，環境，

自然の持続性に関連する全ての既存の学問領域を包含し，平和の構築に限りなくチ

ャレンジし，働きかける新しい平和科学の理念『持続可能な発展を導く科学』の創

生を目指した活動を展開し，100年後にも世界で光り輝く大学としての責務を果たす」

ことを宣言し，大学院教育の改革に取り組んでいる。SDGs及びSociety5.0の考え方を

基盤とした目標である。 
2018年6月には，学内の研究者を組織化して，SDGs・FE（Future Earth）ネットワ

ーク拠点を立ち上げ，研究ネットワークの構築を開始した。また，2016年から検討

してきた大学院再編においても，2019年の統合生命科学研究科・医系科学研究科の

設置に伴い，大学院共通科目に科目区分として「持続可能な発展科目」を設け，SDGs
に関する授業科目を全大学院生の必修としている。さらに，「キャリア開発・デー

タリテラシー科目」の科目区分も設け必修とし，急速に変化する社会情勢に対して

将来をにらんだ大学院再編を行って，人材育成に取り組んでいる。 
これまでにも広島大学では，大学院課程教育において，分野融合型の教育を推進

し，深い専門性と幅広い教養・視野を兼ね備えた人材の育成に取り組んできた。平

成６年度設置の国際協力研究科では，国際機関と連携した英語で完結する教育プロ

グラムや海外インターンシップを推進することにより，環境，平和，教育をキーワ

ードとして，途上国が抱える諸課題に対して，複眼的・国際的視野で課題を発見・
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分析・解決できる能力，英語により交渉等を行うコミュニケーション能力を有する

研究者及び高度専門職業人を育成してきた。さらに，平成10年度設置の先端物質科

学研究科では，理学と工学の融合分野において，先見性に富む諸研究を遂行すると

ともに，学際的かつ総合的な教育を行い，新たな視点から問題の本質に立ち向かう

ことのできる高度な専門技術者と創造的な若手研究者を育成してきた。平成18年度

設置の総合科学研究科では，総合科学部における文理複数の学問分野にまたがる学

際的教育研究を基礎として，個々の研究の深い専門性に加え，文理の枠にとらわれ

ず，人間・環境・文明等に関わる複合的な諸課題を分析・解決する能力を兼ね備え

た研究者及び高度専門職業人を育成してきた。また，本学で現在実施している二つ

の博士課程教育リーディングプログラムにおいては，複数分野にまたがるコースワ

ーク等を取り入れ，分野融合型の博士課程教育を実践している。 
一方，多くの研究科では，継続的に専門性の高い人材を輩出してきており，これ

まで日本の科学技術立国に大きな貢献を果たしてきたが，いわゆるタコつぼ型教育

から脱却できていないという現状もある。学部から進学する場合には卒業研究に携

わる時期から，大学院入学生においては博士課程前期の最初から，教育研究の内容

が学生の所属する研究室の狭い専門分野に閉じられがちで，他の研究室，他の専門

分野に目を向けさせることは少ない。このような状況では，大学院生が，他の専門

分野との相対化に基づいて自分の研究活動・学修活動の学術的位置づけについて，

俯瞰的に認識することは難しい。 
専門分野間の壁の高さ・厚さは，研究面での阻害因ともなっている。文部科学省

の研究大学強化促進事業への申請時に，本学における研究体制の問題点の一つとし

て，複数の研究分野にまたがる大型の研究プロジェクトが少ないという現状を認識

した。それを解決するために，事業採択後，学内で10の自立型研究拠点と23のイン

キュベーション研究拠点を選定し（平成30年5月22日現在），戦略的に分野融合型研

究の組織化を行ってきたが，それが大学院教育につながっているとは言えない。 
大学院では，理学研究科，工学研究科，先端物質科学研究科，総合科学研究科及

び国際協力研究科において，理学系や工学系の教員がそれぞれの専門性に基づいた

教育と研究を進め，特に，先端物質科学研究科においては，理学系と工学系の融合

を図ってきた。さらに，博士課程教育リーディングプログラムとして推進している

「放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム」と「たおやか

で平和な共生社会創生プログラム」においては，前者には理学系の，後者には工学

系の教員がそれぞれ深く関与し，分野融合やラボローテーションを実施してきてい

る。しかし，これらの効果は，取組に教員が参画している研究室だけに限られがち

であり，その意義が既存の研究科における教育に十分に波及しているとは言えない。 
本学が，社会の課題解決に貢献するイノベーション創出人材を輩出する組織となる

ためには，多様な研究手法や異分野の研究者による研究の着眼点に学生達が日常的

に触れることができ，学生自らが新しい問題意識を持ち，新たな発想ができるよう

な環境を提供するような大学院をつくることが必要であると結論した。 
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大学院の再編にあたり，広島大学では，今後必要とされる人材育成という視点か

ら，教育組織の在り方について根底から検討した。広島大学では，2018年度現在，

11の研究科がそれぞれのミッションに基づく教育研究を行っており，特に専門分野

に関する深い専門性を備えた研究者の育成に関しては，大きな成果を挙げてきた。

しかし，専門分野における教育研究を重視するあまり，研究科や専攻という教育組

織の細分化が，時代が要請する人材育成を阻害する要因となりつつあった。解決す

べき課題の多様化，複雑化，高度化に対応するためには，一層深い専門性に加えて，

学士課程教育では達成できない幅広い教養と俯瞰的・多角的視野を持つ人材を育成

する必要がある。また，ミッションとして掲げた「持続可能な発展を導く科学」と

しての平和科学を創生し，実践する世界的な教育研究拠点を構築するためには，従

来の研究科の枠を超えて，学際的，分野横断的教育研究を行うことのできる新しい

大学院が必要である。そのため，現在の11研究科を，価値観―研究者が主として関

心を向ける現象（人間や社会 vs. 生物・生命 vs. 自然の原理）や社会とのかかわり

方（例えば，新しい価値・思想・文化・教育の創造 vs. 生命現象の理解の進展によ

る新薬や治療法の開発 vs. 持続続可能な社会を支える新技術の開発）―を共有する

分野を大きくまとめて，人文・社会科学系，生命科学系，理学・工学系，医学系の4
研究科に統合再編する。このうち，生命科学系の統合生命科学研究科と医学系の医

系科学研究科は，2019年4月に設置している。 
研究科を構成する分野を拡げることにより，専門分野間の垣根が低くなり，他分

野との連携，融合が進む。それにより，教育研究の内容が狭い専門分野に閉じられ

がちで，大学の研究職以外に将来のキャリアパスが見えにくいという現状を打破し，

大学院学生が自分の専門以外の知識にふれ，異なるものの見方があることを知り，

研究テーマや進路の選択が柔軟に行える教育の場となることが期待される。学部学

生にとっては，学部と大学院が1対1対応する，いわゆる煙突型構造よりも，専門分

野の拡大の可能性が実感しやすい。また，学生が研究テーマや専門領域の変更を希

望する場合，希望先が異なる専攻や研究科である場合，収容定員等，学生の関心や

能力以外の問題で，所属の変更に支障が生じる場合がある。変更希望が生じる可能

性が高い分野をできるだけ広く括っておけば，この問題を避けることができる。 
これまでの先端物質科学研究科における理学と工学の融合分野における先進的な

諸研究，学際的かつ総合的な教育を行ってきた実績，総合科学研究科における文理

複数の学問分野にまたがる学際的教育研究を基礎とした複合的な社会の諸課題を分

析・解決する能力を兼ね備えた研究者及び高度専門職業人の育成実績，国際協力研

究科における途上国が抱える諸課題に対して，複眼的・国際的視野で課題を発見・

分析・解決できる能力，英語により交渉等を行うコミュニケーション能力を有する

研究者及び高度専門職業人の育成実績，博士課程教育リーディングプログラムの実

績を，本研究科で展開し，在籍するすべての大学院生に対して，タコつぼ型教育か

らの脱却を目指す。また，絶えず研究領域が新設・融合され，学んだ最先端の内容
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が数年で陳腐化する自然科学分野に適応し，かつ他の研究分野とも融合・連携しな

がら，多年にわたってイノベーションを創出しうる人材を育成するためには， 
(1) 先進的で深い専門性と共に， 
(2) 情報から物理・化学などの幅広い領域に対する基礎知識と理解力， 
(3) 理工系以外の学問領域とも積極的に分野融合を進める姿勢と学際的な視点を

修得し， 
(4) 国際性を身に付け， 
(5) 実社会における様々な諸課題を解決できる能力 
を涵養できる新たな教育システムの構築が必要である。 

このような背景及び必要性を踏まえて，本学の理学・工学系の専攻を有機的に統

合し，多様な社会的要求に応えるための柔軟な教育研究組織として，新たな理学・

工学系の研究科を設置する。 
 
新研究科に関連する分野は，日本学術会議の分野別委員会の名称を参考にすると，

「環境学」「数理科学」「物理学」「地球惑星科学」「情報学」「化学」「総合工

学」「機械工学」「電気電子工学」「土木工学・建築学」及び「材料工学」となる。 
広島大学の教員組織である学術院のユニットのうち，これらの分野と関連の深い

ユニットは，「数学」「情報学」「地球科学・環境学」「素粒子・宇宙物理・天文

学」「物性物理」「基礎化学」「応用化学・化学工学」「機械・総合工学」「電気

電子・システム工学」及び「社会基盤・建築学」である。ほとんどのユニットでは，

同一ユニットに属する教員が異なる複数の研究科において教育研究に携わっており，

それを一研究科に集約し，研究科の垣根を取り払った教育研究組織による学位プロ

グラムを提供することで，既存の学問分野に加えて，専門分野以外への関心を深め，

他分野の専門家と価値を共有しつつ，協働してその実現に取り組むことのできる人

材の育成を目指した教育研究を行う。 
従来の研究科の枠を超えた様々な領域の学生が共通の場で学ぶことによって，学

生の視野が広がり，専門領域の枠を超えて相互にコミュニケーションをとる意欲と

能力が培われることが期待される。 
 

２ 基本理念 
新研究科では，先述の社会的背景及び本学の従来型教育の問題点を踏まえ，学生が

自らの専門分野における知識や能力を深めるだけでなく，多分野への融合的理解や，

地域社会・国際社会に貢献するための基盤となる能力を身に付けさせることを教育上

の目的とする。 
すなわち， 
(1) 理学，工学及び情報科学分野における先進的で高度な知識と専門技術（専門性） 
(2) 異分野に対する理解力と，それらを融合・連携させる応用力と実践力，課題発見

能力（学際性） 
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(3) グローバル化に対応した異文化・宗教を尊重する持続可能で平和な国際共生社会

の実現に貢献する能力（国際性） 
(4) 学問分野と実社会の関連を意識し，必要に応じて多分野の専門家とチームを組み，

その一員あるいはリーダーとして，社会の課題解決に取り組む行動力（社会実践

能力） 
  を身に付けた人材を育成する。 

そのため，従来型の専門性を高める教育とともに，既存の研究科・専攻を超えた枠

組みの下で学際的視野を持ち，社会的要請を意識した先進的アプローチによる教育研

究を実践することで，社会課題の解決に貢献することを目指す。 
 

３ 研究科・専攻等の特色 
(1) 研究科・専攻の特色 

新研究科は，本学の既存の理学・工学系の研究科・専攻（総合科学研究科総合科学

専攻（物理系，環境系，情報系），理学研究科 数学専攻，物理科学専攻，化学専攻，

地球惑星システム学専攻，先端物質科学研究科 量子物質科学専攻，半導体集積科学

専攻，工学研究科全専攻（機械システム工学専攻，機械物理工学専攻，システムサイ

バネティクス専攻，情報工学専攻，化学工学専攻，応用化学専攻，社会基盤環境工学

専攻，輸送・環境システム専攻，建築学専攻），国際協力研究科開発科学専攻（開発

技術系））を再編・統合した，理学・工学系の研究科であり，柔軟な教育研究組織と

して１専攻（先進理工系科学専攻）14学位プログラムで構成する。 

新研究科は，未知の学理の探求から今後の技術革新及び科学イノベーションを中心

として担う人材を養成する理学・工学系の研究科であり，高度な知識と専門技術（専

門性）の担保が人材育成の基盤であることから，幅広い分野の専門基盤を涵養する学

位プログラムとして，理学系の(1) 数学プログラム，(2) 物理学プログラム，(3) 地

球惑星システム学プログラム，(4) 基礎化学プログラムを，工学系の(5) 応用化学プ

ログラム，(6) 化学工学プログラム，(7) 電気システム制御プログラム，(8) 機械工

学プログラム，(9) 輸送・環境システムプログラム，(10)建築学プログラム，(11)社

会基盤環境工学プログラム，そして，理学・工学を含む様々な専門領域において必要

とされるデータ・情報の処理分析能力と，その土台となるインフォマティクスに関す

る知識とスキルを体系的・統合的に育成し，社会的要請に応える学位プログラムとし

て， (12)情報科学プログラムを置く。さらに，物質基礎科学，物性物理学と電子工

学を横断的に学ぶことも可能な (13)量子物質科学プログラムを設けるとともに，理

学・工学領域における専門分野を基盤としながら，国内外で顕在化する複合的に絡み

合う社会的ニーズや課題に対して，自然指向型，人間指向型の俯瞰的視野に立って既

存の学問体系を横断・融合する教育研究を実践し，日本人学生と留学生が分野の垣根

を超えてアプローチする (14)理工学融合プログラムを設ける。 

また，先進理工系科学専攻に加えて，同専攻理工学融合プログラムを母体として，

環境の持続可能性に対して，環境学を基盤にし，学際的な視点や多元的なアプローチ
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で研究や実務を遂行できる能力とともに，大学・研究機関，政府・国際機関，民間企

業，NGOs等において，他者と協働できる高いコミュニケーション能力を有し，国際的

な労働市場で高いエンプロイアビリティを発揮できる人材を養成する国際連携理工

学専攻の設置を構想している。 

本研究科では，複数の研究科において教育研究に携わっている教員を一研究科に集

約し，研究科の垣根を取り払った教育研究組織とすることで，既存の学問分野に加え

て，専門とする分野以外への関心を深め，他分野の専門家と価値を共有しつつ，協働

してその実現に取り組むことのできる人材の育成を目指した教育研究を行う。この教

育研究を実現するため，育成する人材像とディプロマ・ポリシーを明確にし，カリキ

ュラム・ポリシーに沿って学位取得を目指す学生の学修の視点から体系的に編成され

た学位プログラム制を導入し，従来の研究科の枠を超えた様々な領域の学生が共通の

場で学ぶことによって，学生の視野が広がり，専門領域の枠を超えて相互にコミュニ

ケーションをとる意欲と能力が培われることが期待される。 

学位プログラムは以下の種類で構成する。 

 

・ 分野専門型学位プログラム 
専門分野を深く掘り下げた実際の先端的・学際的教育研究を行うとともに，学生が

他の分野も視野に入れることにより，専門分野以外への関心を深め，他分野の専門家

と価値を共有しつつ，協働してその実現に取り組む能力を身に付ける学位プログラム。 
 

・ 分野横断型学位プログラム 
理学から工学に渡る複数の相関的な専門分野で構成する。その各専門分野を深く掘

り下げ，分野専門型学位プログラムと同様の能力を身に付けるとともに，学生の指向

に従い，理学から工学に渡る複数の分野を横断的に学修することで，関連分野におけ

る学際的な研究テーマを設定して実施する能力を身に付けることも可能な学位プログ

ラム。 
 

・ 融合型学位プログラム 
SDGs 等の世界目標や自然科学的視点から解決すべき国内外の課題を理解し，学問

分野の垣根を超えたアプローチが必要な研究テーマを設定して，その解決を目指す。

中核となる専門分野に関する深い知識と方法論を獲得することで専門性を獲得する

とともに，研究テーマへの取組を通じて，多角的・多面的視点及び他分野の専門家と

積極的に協働して問題を解決する能力を身に付ける学位プログラム。 
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先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻 構成図  
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地質

岩石

鉱物

地球環境

物質循環

地震

高温高圧物性
機能性分子

反応設計

環境調和型ﾌﾟﾛｾｽ

触媒 光材料

ナノ材料
有機・無機

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ材料
高分子材料

ｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽﾃﾞﾊﾞｲｽ

化学プロセス

熱・物質移動

分離工学

微粒子プロセス

化工物性

材料プロセス

反応工学

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾛｾｽ

計測制御工学

知能ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ ｼｽﾃﾑ工学

生体工学 電力工学

電気・回路工学

工業数学

材料力学 機械力学

流体力学 熱力学

機械材料科学

制御工学 ｴﾈﾙｷﾞｰ工学

ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ 知能機械ｼｽﾃﾑ

航空宇宙工学

量子ﾋﾞｰﾑ工学

加工学

輸送ｼｽﾃﾑ工学

船舶工学 海洋工学

環境・自然ｴﾈﾙｷﾞｰ工学

建築意匠 建築・地域計画

建築環境 建築構造

建築材料 建築防災

土木構造・材料

土木・交通計画

水工学

土木環境工学

地盤工学

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ

情報処理ｿﾌﾄｳｪｱ

人工知能

数理情報

データ解析

ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ

情報ｼｽﾃﾑ環境

ＩｏＴ

強相関電子系物理固体物理

磁性物理 低温物理

計算物理 高ｴﾈﾙｷﾞｰ物理

ﾋﾞｰﾑ物理 加速器科学

電子物性工学

量子ﾃﾞﾊﾞｲｽ 半導体

集積回路・ｼｽﾃﾑ

光・電磁波工学
ﾅﾉｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

分子・ﾊﾞｲｵﾃﾞﾊﾞｲｽ

都市・交通

環境化学

エネルギー

自然環境

自然災害

リスク管理

環境生態

分野専門型学位
プログラム

理学系
数学プログラム，物理学プログラム，
地球惑星システム学プログラム，
基礎化学プログラム

工学系

応用化学プログラム，化学工学プログラム，
電気システム制御プログラム，機械工学プログラ
ム，輸送・環境システムプログラム，建築学プロ
グラム，社会基盤環境工学プログラム，情報科学
プログラム

分野横断型学位プログラム 量子物質科学プログラム

融合型学位プログラム 理工学融合プログラム
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(2) 学位プログラムの特色 
1) 数学プログラム 
本プログラムでは，数学の専門教育を通して数学体系の美しさを学ばせ，現代の

研究に触れて研究に対する興味と動機を深め，海外の文献の購読や国内外との交流

を通して国際性を育む。また，数学における高度な研究能力及び専門能力と幅広い

学識とともに，専門知識の応用，分析，評価，さらには，それらを統合して創造で

きる能力を身に付けさせることを目的とする。 

数学及びその関連分野の将来の発展を担う研究者，産業界や他の科学分野に生じ

る課題を数理的に分析できる研究者，現代数学の本質を理解し，それを反映した教

育を行える教育者，ならびに論理的で緻密な思考力及び自由な発想力・創造力を兼

ね備え，数学者等と連携して課題解決に取り組むことのできる技術者を養成する。 

 

2) 物理学プログラム 
本プログラムは，物理学の幅広い専門的知識と論理的思考力を備えて，宇宙物理

学・天文学及び素粒子・原子核物理学，また，放射光やレーザーなどの先端光源を

利用した物性物理学及び放射光科学を推進し，基礎科学の教育研究の成果を通して

広い分野で社会に貢献できる国際性に富んだ人材を育成することを目的とする。 

自然科学の基盤学問としての物理学について，宇宙物理学・天文学，素粒子・原

子核物理学，また，先端光源を利用した物性物理学と放射光科学の幅広い専門的知

識と真理を探求する手法を修得させ，広い視野と柔軟な思考力，研究・開発に携わ

る能力を備え，社会の課題解決に貢献できる研究者，教育者及び高度専門技術者を

養成する。 

 

3) 地球惑星システム学プログラム 
本プログラムは，地球惑星科学に関連する諸分野において，様々な現象をミクロ

からマクロの空間スケールで見渡してシステムとして捉えたうえで，基礎的観点と

社会的観点の双方から問題を発見し，その解決に取り組むことを目的とする。 

地球惑星科学に関連する基礎的又は応用的な諸分野において，国際的に通用する

専門知識と研究能力を身に付けたうえで，広い視野を持って社会に貢献できる研究

者，教育者及び高度専門技術者を養成する。 

 

4) 基礎化学プログラム 
本プログラムは，物理化学・有機化学・無機化学に関する専門知識を体系化して

修得させ，基礎化学の知識基盤を確立するとともに，分子の構造や化学反応に関す

る普遍的な法則や基本原理の解明を目指した研究活動を通して，課題探究能力及び

問題解決能力を高め，真理探究への感性及び総合的判断力を培う。また，最先端の

研究に触れ，学際的な研究への応用と，社会の課題解決に取り組む能力を身に付け

た人材の育成を目的とする。 
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基礎化学に関する専門知識と実験技術を有し，幅広い視野を持って，社会の課題

解決に貢献できる研究者及び高度専門技術者，あるいは，基礎化学に関する専門的

知識及び識見を有し，普遍的な化学の法則や基本原理を未来へ継承することができ

る教育者を養成する。 

 

5) 応用化学プログラム 
本プログラムは，環境に配慮した機能性材料や物質を分子レベルで，設計・解析

開発しうる人材の育成を目的として，地球環境に調和した材料の開発という社会的

要請の下で，物質の原子・分子レベルでの設計・解析を行い，化学的な手法を駆使

して新しい機能性物質や新エネルギーの創製に取り組むことを目的とする。 

物質の物性・構造・反応性等の分子レベルでの解析，及び機能性新物質の設計・

開発を通じて新しい化学システムに結びつける能力を有するとともに環境に安全な

分子・反応の設計から環境調和型プロセスの開発に至る化学的なアプローチを通じ

て社会に貢献できる研究者及び高度専門技術者を養成する。 

 

6) 化学工学プログラム 
本プログラムは，物質とエネルギーの移動・変換・循環に関する知識と技術を基

盤とし，新規機能性物質の創製や高効率な製造・分離・リサイクルプロセスの開発

などを通して，環境・エネルギー・資源問題を解決した持続可能な循環型社会の発

展に貢献することを目的とする。 

化学及び化学工学に関わる知識をベースとして，ローカル及びグローバルな視点

からの課題発見と問題解決能力を身に付け，次世代の化学産業を始めとする製造業

の発展を担える高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 

7) 電気システム制御プログラム 
本プログラムは，電気エネルギー系統制御や情報処理など，高度情報化の進む現

代社会において，社会を支える重要な基盤技術であるさまざまな実システムを対象

とした方法論の開発を通じ，グローバルな視点で人間社会との融和及び地球環境と

の調和に貢献することを目的とする。 

大規模・複雑化したシステム，人間と有機的に統合されたシステム等，社会を支

えるさまざまな実システムを，システム工学の観点から効果的に運用するための幅

広い基礎知識及び最新の技術・応用に関する専門知識を修得し，高度な技術を先導

できる高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 

8) 機械工学プログラム 
本プログラムは，機械工学に関する先進的で高度な研究推進し，学際的視野とリ

ーダーシップを持って課題解決に取り組むとともに，その成果を社会に還元して，

豊かで持続可能な国際共生社会作りに貢献することを目的とする。 



11 
 

機械工学に関する専門的知識とその工学的応用に関する幅広い知識と教養を有し，

狭い専門性にとらわれない広い視野を持って，グローバルな視点から次世代機械技

術の設計・製造，及び新時代の機械システムの最適化，高機能化，知能化の研究開

発を遂行できる研究者及び高度専門技術者を養成する。 

 

9) 輸送・環境システムプログラム 
本プログラムは，輸送機器や物流システムならびに環境関連分野に関わる技術的

問題に対して，地球環境という広範な視点から総合的に問題解決を図り，人類の持

続可能な発展に資する技術を開発・構築するとともに，それを担う技術者や研究者

を育成することで広く国際社会に貢献することを目的とする。 

輸送システム工学や環境システム工学に関する基礎から応用までの幅広い知識を

ベースに，人工物である輸送機器等と自然環境とが調和した共生システムを構築・

創造でき，他の専門分野との融合的理解を実現しながら総合的に社会の課題解決に

取り組むことのできる高度専門技術者及び先進的な研究を遂行できる研究者を養成

する。 

 

10) 建築学プログラム 
本プログラムは，人間の生活に身近な建築とその集合体である都市の安全性や快

適性を合理的に実現・持続していく建築生産技術の開発及びこのような建築生産活

動を支える技術者や研究者の育成を通して，国内外における人々の生活や社会の発

展に貢献することを目的とする。 

建築物の計画，構造，意匠，環境，材料，生産及び都市計画に関する専門知識と

それらを統合する実践的能力を持ち，建築物の使用者や社会のニーズに応えるため

の技術開発や各種活動を，国内外において実施できる高度専門技術者及び研究者を

養成する。 

 

11) 社会基盤環境工学プログラム 
本プログラムは，社会基盤施設の設計・管理，地震や水害等の自然災害の軽減，

自然環境の保全・再生，地球環境問題の解決に貢献する技術の開発及びそれを担う

技術者や研究者の育成を通して，安全・安心・快適な国土・地域の形成に貢献する

ことを目的とする。 

土木工学を基盤とする構造工学，防災工学，土木環境学に関する幅広い知識と問

題解決能力を有し，国や地域の社会基盤の整備・維持，防災を担う中核的技術系行

政官，高い技術力とマネジメント能力をもとに国内外の社会基盤の課題に総合的に

対応できる建設技術者，自然環境の保全・再生技術の新産業分野を拓く環境技術者

等の高度専門技術者及び研究者を養成する。 
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12) 情報科学プログラム 
本プログラムは，インフォマティクスとデータサイエンスに関する高度な技術の

研究・開発を通して，社会の情報化に貢献するとともに，新領域及び学際領域に挑

戦を続け，国際競争を勝ち抜くことのできる人材を育成することで，社会に貢献す

ることを目的とする。 

インフォマティクスとデータサイエンスの知識とスキルを土台として，先端的研

究・開発の場において高度な技術を社会的・学際的課題に対して実践する能力を備

えるとともに，チームの一員として研究・開発を推進できる優れた資質を持つ国際

色豊かな高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 

13) 量子物質科学プログラム 
本プログラムは，物質基礎科学，物性物理学を含む物理学分野から電子工学分野

までの教育研究を行う。すなわち，新しい量子現象を示す物質の創成，その内部状

態及び外場との相互作用を，物理学を基礎とした実験・理論によって明らかにする。

また，物性物理学を基礎とする物性工学と電子・光デバイスから集積システムに渡

る電子工学を発展させる。これらの教育研究を通じて，社会の課題解決に貢献でき

る人材を育成するとともに，優れた研究成果を発信することによって，国際社会・

地域社会に貢献することを目的とする。 

物質基礎科学，物性物理学，物性工学，電子工学の専門知識を身に付け，またこ

れらを，社会が求める新しい機能を有する物質・材料・デバイス・システムの創成・

設計・実現に応用することで，国際社会や地域社会に貢献できる研究者，教育者及

び高度専門技術者を養成する。 

 

14) 理工学融合プログラム 
本プログラムは，自然環境・自然災害，総合物理，情報システム環境，開発技術

などの中核となる専門分野を基盤としながら，俯瞰的視野に立って既存の学問体系

を横断・融合することにより，「知識集約型社会」の新たな価値を生み出すことがで

きる人材の育成を目的とする。そのため，自然指向型思考の観点から，環境問題や

資源・エネルギー問題を視野に入れた環境リスクや，物質・生命から生態系に至る

要素・システムの科学，情報技術やメディアと人間の共生システムについての情報

環境等に関する専門知識と研究手法を修得させ，自然科学や情報科学等に関する理

解と洞察を基盤として社会に貢献できる能力を身に付けさせる。一方，人間指向型

の観点からは，都市開発,地域づくり,産業振興及び環境保全などの発展途上国の開

発課題に対し，人間指向型技術開発のための理論と分析手法を研究することで，グ

ローバルに持続可能な開発に資する能力を身に付けさせる。 

さらに，多分野の高度専門職業人と協働して国内外でイノベーションを実現する

ための，多分野の日本人学生と留学生が学修する融合型学位プログラムとする。 

自然指向型，人間指向型の視点を理解し，自然環境・自然災害，総合物理，情報
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システム環境，開発技術などの中核となる専門分野及び関連分野の研究能力と専門

知識・技能及び学際的な視野を身に付けた研究者，教育者，あるいは多様な文化の

理解力とグローバルな洞察力を基盤にした俯瞰的な視野と問題解決能力を有する行

政官及び高度専門職業人を養成する。 

 

４ 教育研究上の目的 
(1) 研究対象とする主たる学問分野 

先進理工系科学研究科では，「環境学」「数理科学」「物理学」「地球惑星科学」

「情報学」「化学」「総合工学」「機械工学」「電気電子工学」「土木工学・建築

学」及び「材料工学」とそれらに関連する学際分野，融合分野が，研究対象とする

主な学問分野である。 

 

(2) 養成する人材像 
1) 博士課程前期 

先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，専門分野における知識や能力を

深めるだけではなく，国際性や学際性，社会実践能力を養う教育を行う。これによ

り，幅広く深い教養とともに，理学，工学又は情報科学及びこれらに関連する研究

領域において，高度な専門性を核としながら，多分野との融合的理解力を身に付け，

社会の課題解決に取り組むことのできる人材を養成する。 
 

各プログラムで養成する人材像（博士課程前期） 
ア 数学プログラム 

数学において，その専門分野における高度な研究能力及び専門能力を修得し，

数学における幅広い学識を有し，専門知識の応用，分析，評価ができ，さらにそ

れらを統合して創造できる能力を備えた研究者及び教育者並びに数学者等と連携

して課題解決に取り組むことのできる技術者を養成する。また，産業界や他の科

学分野に生じる数理的課題に取り組むことのできる高度な専門的能力を修得した

研究者を養成する。 
 

イ 物理学プログラム 

自然科学の基盤学問としての物理学について，宇宙物理学・天文学，素粒子・

原子核物理学，また，先端光源を利用した物性物理学と放射光科学の幅広い専門

的知識と真理を探求する手法を修得し，広い視野と柔軟な思考力，研究・開発に

携わる能力を備え，社会の課題解決に貢献できる研究者，教育者及び高度専門技

術者を養成する。 
 

ウ 地球惑星システム学プログラム 

地球惑星科学に関連する基礎的又は応用的な諸分野において，国際的に通用す
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る専門知識と研究能力を身に付けたうえで，広い視野を持って社会に貢献できる

研究者，教育者及び高度専門技術者を養成する。 
 

エ 基礎化学プログラム 

基礎化学に関する専門知識と実験技術を有し，幅広い視野を持って先端的研究

を推進し，社会の課題解決に貢献できる研究者及び高度専門技術者を養成する。

また，基礎化学に関する専門的知識及び識見を有し，普遍的な化学の法則や基本

原理を未来へ継承することができる教育者を養成する。 
 

オ 応用化学プログラム 

物質の物性・構造・反応性等の分子レベルでの解析，及び機能性新物質の設計・

開発を通じて新しい化学システムに結びつける能力と広い分野への理解力を有す

るとともに，環境に安全な分子・反応の設計から環境調和型プロセスの開発に至

る化学的なアプローチを通じて社会に貢献できる研究者及び高度専門技術者を養

成する。 
 

カ 化学工学プログラム 

化学及び化学工学に関わる知識をベースとして，ローカル及びグローバルな視

点からの課題発見と問題解決能力を身に付け，次世代の化学産業を始めとする製

造業の発展を担える高度専門技術者及び研究者を養成する。 
 

キ 電気システム制御プログラム 

大規模・複雑化したシステム，人間と有機的に統合されたシステム等，社会を

支えるさまざまな実システムを，システム工学の観点から効果的に運用するため

の幅広い基礎知識及び最新の技術・応用に関する専門知識を修得し，高度な技術

を先導できる高度専門技術者及び研究者を養成する。 
 

ク 機械工学プログラム 

機械工学に関する専門的知識とその工学的応用に関する幅広い知識と教養を有

し，狭い専門性にとらわれない広い視野を持って，グローバルな視点から次世代

機械技術の設計・製造，及び新時代の機械システムの最適化，高機能化，知能化

の研究開発を遂行できる研究者及び高度専門技術者を養成する。 
 

ケ 輸送・環境システムプログラム 

輸送システム工学や環境システム工学に関する基礎から応用までの幅広い知識

をベースに，人工物である輸送機器等と自然環境とが調和した共生システムを構

築・創造でき，他の専門分野との融合的理解を実現しながら総合的に社会の課題

解決に取り組むことのできる高度専門技術者及び先進的な研究を遂行できる研究
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者を養成する。 
 

コ 建築学プログラム 

建築物の計画，構造，意匠，環境，材料，生産及び都市計画に関する専門知識

とそれらを統合する実践的能力を持ち，建築物の使用者や社会のニーズに応える

ための技術開発や各種活動を，国内外において実施できる高度専門技術者及び研

究者を養成する。 
 

サ 社会基盤環境工学プログラム 

社会基盤環境工学に関する幅広い知識と高い倫理観，使命感を有し，国内外の

社会基盤の整備・維持，防災，環境保全を先導できる技術系行政官，高いマネジ

メント能力とグローバルな視点をもとに国内外の社会基盤の課題解決に対応でき

る高度専門技術者，及び，社会基盤の整備，防災，地球・地域環境の保全に資す

る最先端技術の開発を担う研究者を養成する。 

 

シ 情報科学プログラム 

インフォマティクスとデータサイエンスの知識とスキルを土台として，先端的

研究・開発の場において高度な技術を社会的・学際的課題に対して実践する能力

を備えるとともに，チームの一員として研究・開発を推進できる優れた資質を持

つ国際色豊かな高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 

ス 量子物質科学プログラム 

物質基礎科学，物性物理学，物性工学，電子工学の専門知識を身に付け，また

これらを，社会が求める新しい機能を有する物質・材料・デバイス・システムの

創成・設計・実現に応用することで，国際社会や地域社会に貢献できる研究者，

教育者及び高度専門技術者を養成する。 

 

セ 理工学融合プログラム 

自然指向型，人間指向型の視点を理解し，国内はもとより国際舞台で活躍する

ことのできる，自然環境・自然災害，総合物理，情報システム環境，開発技術な

どの中核となる専門分野及び関連分野の研究能力と専門知識・技能及び学際的な

視野を身に付けた研究者，教育者，あるいは多様な文化の理解力とグローバルな

洞察力を基盤にした俯瞰的な視野と問題解決能力を有する行政官及び高度専門職

業人を養成する。 
 

2)博士課程後期 
先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，専門分野における卓越した知識

や能力，さらに，国際性や学際性，社会実践能力を養う教育を行う。これにより，
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幅広く深い教養とともに，理学，工学又は情報科学及びこれらに関連する研究領域

において，高度な専門性を核としながら，多分野との融合的理解力を身に付け，次

世代のリーダーとして世界水準の学術研究の推進やイノベーションの創出を担う

人材を養成する。 
 

各プログラムで養成する人材像（博士課程後期） 
ア 数学プログラム 

数学において，その専門分野における卓越した研究能力及び専門能力を修得し，

数学における幅広い学識を有し，専門知識の応用，分析，評価ができ，さらにそ

れらを統合して創造できる能力を備えた研究者及び教育者並びに数学者等と連携

して課題解決に取り組むことのできる技術者を養成する。また，国際的な視野に

立った学識を備え，数学分野における研究を自立して遂行でき，産業界や他の科

学分野に生じる数理的課題に取り組むことのできる高度な専門的能力を修得した

研究者を養成する。 
 

イ 物理学プログラム 

自然科学の基盤学問としての物理学について，宇宙物理学・天文学，素粒子・

原子核物理学，また，先端光源を利用した物性物理学と放射光科学の幅広い専門

的知識と真理を探求する手法を修得し，広い視野と柔軟な思考力，国際的な舞台

で研究・開発に携わる卓越した能力を備え，社会の課題解決に貢献できる研究者，

教育者及び高度専門技術者を養成する。 
 

ウ 地球惑星システム学プログラム 

地球惑星科学に関連する基礎的又は応用的な諸分野において，国際的に通用す

る高度な専門知識と卓越した研究能力を身に付けたうえで，広い視野を持って社

会に貢献できる研究者，教育者及び高度専門技術者を養成する。 
 

エ 基礎化学プログラム 

基礎化学に関する高度な専門知識と実験技術を有し，グローバルな問題を見通

す幅広い視野を持って先端的研究を推進し，社会の課題解決に貢献できる研究

者・高度専門技術者を養成する。また，基礎化学に関する高度な専門的知識及び

識見を有し，普遍的な化学の法則や基本原理を未来へ継承することができる教育

者を養成する。 
 

オ 応用化学プログラム 

新しい機能性物質や新エネルギーの創製能力と広い分野への理解力をベースと

して，より高い視点から社会の課題を解決できる実践的な研究開発能力や独自の

研究計画の策定能力や国際性を身に付けた，指導者としても活躍できる研究者及
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び高度専門技術者を養成する。 
 

カ 化学工学プログラム 

化学及び化学工学に関わる高度な知識をベースとして，ローカル及びグローバ

ルな視点からの課題発見と問題解決能力を身に付け，国際的に活躍できる次世代

の化学産業を始めとする製造業の発展を担える高度専門技術者及び研究者を養成

する。 
 

キ 電気システム制御プログラム 

大規模・複雑化したシステム，人間と有機的に統合されたシステム等，社会を

支えるさまざまな実システムを，システム工学の観点から数理学的基礎に基づい

て解析，設計，制御及び運用するための新しい方法論の開発を担い，人類が未経

験の課題に対してもグローバルな視点を持って分野横断的・組織的に対応できる

高度専門技術者，研究者及び教育者を養成する。 
 

ク 機械工学プログラム 

機械工学に関する高度な専門的知識とその工学的応用に関する幅広い知識と教

養を有し，狭い専門性にとらわれない広い視野を持って，グローバルな視点から

次世代機械技術の設計・製造，及び新時代の機械システムの最適化，高機能化，

知能化の先進的で高度な研究開発を先導できる研究者及び高度専門技術者を養成

する。 
 

ケ 輸送・環境システムプログラム 

輸送システム工学や環境システム工学に関する基礎から応用までの幅広い知識

をベースに，人工物である輸送機器等と自然環境とが調和した共生システムを構

築・創造でき，他の専門分野との融合的理解を実現しながら総合的に社会の課題

解決に取り組むことのできる高度専門技術者及び最先端の研究を遂行できる研究

者を養成する。 
 

コ 建築学プログラム 

建築物の計画，構造，意匠，環境，材料，生産及び都市計画に関する専門知識

とそれらを統合する実践的能力を持ち，建築物の使用者や社会のニーズに応える

ための技術開発や各種活動を，国内外において指導者的立場で実施できる高度専

門技術者，研究者及び教育者を養成する。 
 

サ 社会基盤環境工学プログラム 

社会基盤環境工学に関する幅広い知識と問題解決能力を有し，国や地域の社会

基盤の整備・維持，防災を担う中核的技術系行政官，高い技術力とマネジメント
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能力をもとに国内外の社会基盤の課題に総合的に対応できる建設技術者，自然環

境の保全・再生技術の新産業分野を拓く環境技術者等の高度専門技術者及び研究

者と，社会基盤環境工学の分野において，高い使命感のもとに，地球環境保全に

向けて期待される新たな専門性の創造，個別具体的な課題の発見と解決，国際的

先端科学技術の発展への貢献ができる研究者及び教育者を養成する。 

 

シ 情報科学プログラム 

インフォマティクスとデータサイエンスの知識とスキルを土台として，先端的

研究・開発の場において高度な技術を社会的・学際的課題に対して実践する能力

を備えるとともに，リーダーシップをとって研究・開発を推進できる優れた資質

を持つ国際色豊かな高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 

ス 量子物質科学プログラム 

物質基礎科学，物性物理学，物性工学，電子工学の専門知識を身に付け，また，

これらを社会が求める新しい機能を有する物質・材料・デバイス・システムの創

成・設計・実現に応用することで，国際社会や地域社会に貢献できる創造的な研

究者，教育者及び高度専門技術者を養成する。 

 

セ 理工学融合プログラム 

自然指向型，人間指向型の視点を理解し，国内はもとより国際舞台で活躍する

ことのできる，自然環境・自然災害，総合物理，情報システム環境，開発技術な

どの中核となる専門分野及び関連分野の研究能力と専門知識・技能及び学際的な

視野を身に付け新たな学術を切り拓く研究者，教育者，あるいは多様な文化の理

解力とグローバルな洞察力を基盤にした俯瞰的な視野と問題解決能力を有する国

際水準の行政官及び高度専門職業人を養成する。 
 

(3) ディプロマ・ポリシー 
1) 博士課程前期 

先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位を修得し，研究指導を受け，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文

研究基礎力審査に合格した学生に，研究テーマ及び専門領域に応じて「修士（理学），

修士（工学），修士（情報科学），修士（国際協力学），修士（学術）」のいずれかの

学位を授与する。 

① 理学，工学又は情報科学及びこれらの関連分野や融合分野における先進的で

高度な研究力と専門技術を有している。 

② 上記の研究領域において，深い専門性と共に，異分野に対する理解力を有し，

それらを融合・連携させる応用力と実践力，課題発見能力を有している。 

③ 多分野の専門家と協働して，「持続可能な発展を導く科学」の創出や技術の社
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会実装などにより，社会の課題解決に取り組む能力を有している。 

④ 科学的論理性と研究倫理の理解，異分野への情報発信能力，国際的・学際的

なコミュニケーション能力を有している。 

 
各プログラムのディプロマ・ポリシーは，「各学位プログラムで養成する人材像及

び３つのポリシー（資料１）」を参照 
 

2) 博士課程後期 
先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位を修得し，研究指導を受け，博士論文の審査及び最終試験に合格した学

生に，研究テーマ及び専門領域に応じて「博士（理学），博士（工学），博士（情報

科学），博士（国際協力学），博士（学術）」のいずれかの学位を授与する。 

① 理学，工学又は情報科学及びこれらの関連分野や融合分野における先進的で

卓越した研究力と専門技術を有し，学術成果を国内外に発信する能力を有して

いる。 

② 上記の研究領域において，深い専門性と共に，学際的視野と社会実践能力を

兼ね備え，異分野を融合・連携させた課題発見能力及び問題解決能力を有して

いる。 

③ 多分野の専門家と協働して，「持続可能な発展を導く科学」の創出や技術の社

会実装などにより，社会の課題解決を先導する能力を有している。 

④ 科学的論理性と高潔な研究者倫理，異分野への情報発信能力，国際的・学際

的な高度なコミュニケーション能力を有している。 

 

各プログラムのディプロマ・ポリシーは，「各学位プログラムで養成する人材像及

び３つのポリシー（資料１）」を参照 

 

(4) 修了後の具体的進路 
    先進理工系科学専攻博士課程前期では，大学院進学，情報処理技術者，化学技術

者，機械技術者，電気技術者，建築・土木・測量技術者，ＭＲ，国際協力機関，中

学校・高等学校の教員，企業の総合職，団体等の管理的職員等を主要な進路先とし

て想定している。 
    先進理工系科学専攻博士課程後期では，研究者，情報処理技術者，化学技術者，

機械技術者，電気技術者，建築・土木・測量技術者，大学･大学院大学の教員，国際

協力機関，団体等の管理的職員を主要な進路先として想定している。 
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Ⅱ 研究科・専攻等の名称及び学位の名称 
１ 研究科・専攻の名称及び学位の名称 
本研究科及び専攻の名称並びに英語名称は，次のとおりとする。 
 
○ 研究科名称：先進理工系科学研究科 
（Graduate School of Advanced Science and Engineering ） 
 
○ 専攻名称：先進理工系科学専攻 
（Division of Advanced Science and Engineering ） 
 
本研究科は，理学・工学系分野において，学生が自らの専門分野における知識や能

力を深めるだけでなく，多分野への融合的理解や，地域社会・国際社会に貢献するた

めの基盤となる能力を身に付けさせることを教育上の目的とし，特に今後の技術革新

及び科学イノベーションを中心として担う人材や，世界水準の学術研究を牽引するよ

うな次世代のリーダーを養成する。つまり，高度な専門性を核とし，幅広い領域への

視野と異分野への情報発信能力及びコミュニケーション能力を有する人材の育成を通

して，理工系分野の先端科学とそれに基づく広範な応用技術の教育研究拠点を目指す

研究科となることから，「先進」を名称に用いることが適切と判断した。金沢大学（大

学院先進予防医学研究科”Graduate School of Advanced Preventive Medical Sciences”）及

び早稲田大学（大学院先進理工学研究科”Graduate School of Advanced Science and 
Engineering”）等においても，世界レベルでの先端的な研究を推進する研究科の名称と

して「先進」が用いられている。「先端・先進」としての英語名称の「Advanced」は

国内外の多くの学術組織で使用されている。 
また，先述の目的を達成するため，本研究科は理学・工学における幅広い基盤分野

と融合分野の専門性を高めるプログラム，今日の社会において様々な分野で求められ

る情報科学に関する知識とスキルを体系的・統合的に涵養するプログラム，物理学と

工学の専門分野を横断的に学ぶことが可能なプログラム，理学・工学領域における専

門分野を基盤としながら，複合的に絡み合う社会的ニーズや課題に対して俯瞰的視野

に立って解決策を探るプログラムなど，14 の多様なプログラムで構成している。従来

の理学・工学を基礎としながら，情報科学や，より社会課題解決を意識した理工学融

合の教育研究を推進することから，「理工系科学研究科」と表現する。「系」を用い

た研究科名称は，東京大学（大学院工学系研究科，大学院情報理工学系研究科），大

阪大学（大学院医学系研究科）等で既に使用されている。 
さらに，国内の既存の組織名称において，千葉大学（大学院融合理工学府先進理化

学専攻”Division of Advanced Science and Engineering”），早稲田大学（理工学術院先進

理工学研究科 “Graduate School of Advanced Science and Engineering”）等，同様の意味で

「Advanced Science and Engineering」が名称に使用されており，本研究科の名称を「先

進理工系科学研究科（Graduate School of Advanced Science and Engineering）」 とする
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ことについて，国際通用性は担保されていると考える。 
本研究科・専攻において授与する学位は以下のとおりとする。 

 

＜博士課程前期＞ 

授与する学位 学位プログラム 

修士（理学） 
（Master of Science） 

数学プログラム 
物理学プログラム 
地球惑星システム学プログラム 
基礎化学プログラム 
量子物質科学プログラム 

修士（工学） 
（Master of Engineering） 

応用化学プログラム 
化学工学プログラム 
電気システム制御プログラム 
機械工学プログラム 
輸送・環境システムプログラム 
建築学プログラム 
社会基盤環境工学プログラム 
量子物質科学プログラム 
理工学融合プログラム 

修士（情報科学）  
（Master of Informatics and 
Data Science） 

情報科学プログラム 

修士（国際協力学） 
（ Master of International 
Cooperation Studies） 

理工学融合プログラム 

修士（学術） 
（Master of Philosophy） 

量子物質科学プログラム 
理工学融合プログラム 

 

＜博士課程後期＞ 

授与する学位 学位プログラム 

博士（理学） 
（ Doctor of Philosophy in 
Science） 

数学プログラム 
物理学プログラム 
地球惑星システム学プログラム 
基礎化学プログラム 
量子物質科学プログラム 

博士（工学） 
（ Doctor of Philosophy in 
Engineering） 

応用化学プログラム 
化学工学プログラム 
電気システム制御プログラム 
機械工学プログラム 
輸送・環境システムプログラム 
建築学プログラム 
社会基盤環境工学プログラム 
量子物質科学プログラム 
理工学融合プログラム 

博士（情報科学）  
（ Doctor of Philosophy in 
Informatics and Data Science） 

情報科学プログラム 

博士（国際協力学） 
（ Doctor of Philosophy in 
International Cooperation 
Studies） 

理工学融合プログラム 
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博士（学術） 
（Doctor of Philosophy） 

量子物質科学プログラム 
理工学融合プログラム 

 

本専攻を構成する学位分野は，理学関係，工学関係となる。本専攻では，既存の

学問分野に加えて，専門とする分野以外への関心を深め，他分野の専門家と価値を

共有しつつ，協力してその実現に取り組むことのできる人材の育成を目指した教育

研究を行うため，学位プログラム制としている。 
    学位に付記する専攻分野の名称，理学，工学，情報科学，国際協力学，学術は既

に他大学でも使用されている名称である。 
英文名称は，「学士の学位に付記する専攻分野の名称の在り方について（日本学術

会議 大学教育の分野別質保証委員会（平成 26 年（2014 年）9 月 17 日））の表記

方法（「英国や米国の学位は原則として，『①（学位のレベル）of ②（分野）』，もし

くは『①（学位のレベル）of ②（分野）in ③（下位の専門）』という階層的な表記

方法により，学位のレベル及び学位取得者が軸足をおいて学んだ学問分野と，必要

に応じて下位の専門が明示される仕組みになっており，国内外で一定の通用性が確

保されている。」）に則り設定しているため，国際通用性は担保されていると考える。 

 

２ プログラムの名称及び学位の名称 
(1) 数学プログラム 

本プログラムは，数学の専門教育を通して数学体系の美しさを学ばせるとともに，

数学の研究に対する興味と動機を深め，論理的で緻密な思考力及び自由な発想力・

想像力を育む。さらに，社会に生じる課題に数理的に取り組む素養を身に付けさせ

る教育研究を行うことから，「数学プログラム（Mathematics Program）」とする。 
代数数理，多様幾何，確率統計，数理解析，総合数理などの数学分野を教育研究

の対象とすることから，学位分野は理学関係であり，授与する学位は「修士（理学）

（Master of Science）」「博士（理学）（Doctor of Philosophy in Science）」とする。 

 
(2) 物理学プログラム 

本プログラムは，自然科学の基盤学問としての物理学について，宇宙物理学・天

文学，素粒子・原子核物理学，また，先端光源を利用した物性物理学と放射光科学

の幅広い専門的知識と真理を探求する手法についての教育研究を行うことから，「物

理学プログラム（Physics Program）」とする。 
宇宙物理学・天文学，素粒子・原子核物理学，物性物理学，放射光科学などを教

育研究の対象とすることから，学位分野は理学関係であり，授与する学位は「修士

（理学）（Master of Science）」「博士（理学）（Doctor of Philosophy in Science）」
とする。 
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(3) 地球惑星システム学プログラム 
本プログラムは，地球惑星科学に関連する諸分野において，様々な現象をミクロ

からマクロの空間スケールで見渡してシステムとして捉えたうえで，基礎的観点と

社会的観点の双方から問題を発見し，その解決に取り組む教育研究を行うことから，

「地球惑星システム学プログラム（Earth and Planetary Systems Science 
Program）」とする。 

地球惑星物理学，地球惑星化学及び地球惑星物質学などの地球惑星科学を教育研

究の対象とすることから，授与する学位は「修士（理学）（Master of Science）」「博

士（理学）（Doctor of Philosophy in Science）」とする。 
 

(4) 基礎化学プログラム 
本プログラムは，物理化学，有機化学及び無機化学に関する専門知識を体系化し

て修得させ，基礎化学の知識基盤を確立するとともに，分子の構造や化学反応に関

する普遍的な法則や基本原理の解明に取り組む教育研究を行うことから，「基礎化学

プログラム（Basic Chemistry Program）」とする。 
物理化学，有機化学及び無機化学などの基礎化学を教育研究の対象とすることか

ら，学位分野は理学関係であり，授与する学位は「修士（理学）（Master of Science）」
「博士（理学）（Doctor of Philosophy in Science）」とする。 

 
(5) 応用化学プログラム 

本プログラムは，地球環境に調和した材料の開発という社会的要請の下で，物質

の原子・分子レベルでの設計・解析を行い，化学的な手法を駆使して新しい機能性

物質や新エネルギーの創製に取り組む教育研究を行うことから，「応用化学プログラ

ム（Applied Chemistry Program）」とする。 
有機高分子材料化学，無機ハイブリッド材料化学及び材料分析化学などを教育研

究の対象とすることから，学位分野は工学関係であり，授与する学位は「修士（工

学）（Master of Engineering）」「博士（工学）（Doctor of Philosophy in Engineering）」
とする。 

 
(6) 化学工学プログラム 

本プログラムは，物質とエネルギーの移動・変換・循環に関する知識と技術を基

盤とし，新規機能性物質の創製や高効率な製造・分離・リサイクルプロセスの開発

などを通して，環境・エネルギー・資源問題の解決に取り組む教育研究を行うこと

から，「化学工学プログラム（Chemical Engineering Program）」とする。 
運動量，物質，熱などの移動プロセスを取り扱う移動現象工学，化学プロセスに

おける流体及び装置材料の物性及び設計を行う化学プロセス物性・装置工学，さら

に環境・エネルギーを考慮しながら物質変換を行うグリーンプロセス工学を教育研

究の対象とすることから，学位分野は工学関係であり，授与する学位は「修士（工
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学）（Master of Engineering）」「博士（工学）（Doctor of Philosophy in Engineering）」
とする。 

 
(7) 電気システム制御プログラム 

本プログラムは，電気エネルギー系統制御や情報処理など，高度情報化の進む現

代社会において，社会を支える重要な基盤技術であるさまざまな実システムを対象

とした方法論の開発を通じ，グローバルな視点で人間社会との融和及び地球環境と

の調和に取り組む教育研究を行うことから，「電気システム制御プログラム

（Electrical, Systems, and Control Engineering Program）」とする。 
システム数理学，電気工学及びシステム工学などを教育研究の対象とすることか

ら，学位分野は工学関係であり，授与する学位は「修士（工学）（Master of 
Engineering）」「博士（工学）（Doctor of Philosophy in Engineering）」とする。 

 
(8) 機械工学プログラム 

本プログラムは，機械工学に関する専門的知識を身に付けさせるとともに，先進

的で高度な研究を推進し，次世代機械技術の設計・製造，及び新時代の機械システ

ムの最適化，高機能化，知能化といった工学的応用に取り組む教育研究を行うこと

から，「機械工学プログラム（Mechanical Engineering Program）」とする。 
機械システム工学，材料工学及びエネルギー工学などを教育研究の対象とするこ

とから，学位分野は工学関係であり，授与する学位は「修士（工学）（Master of 
Engineering）」「博士（工学）（Doctor of Philosophy in Engineering）」とする。 

 

(9) 輸送・環境システムプログラム 
本プログラムは，輸送機器や物流システムならびに環境関連分野に関わる技術的

問題に対して，地球環境という広範な視点から総合的に問題解決を図り，人類の持

続可能な発展に資する技術の開発・構築に取り組む教育研究を行うことから，「輸

送・環境システムプログラム（Transportation and Environmental Systems 
Program）」とする。 

輸送システム工学や環境システム工学などを教育研究の対象とすることから，学

位分野は工学関係であり，授与する学位は「修士（工学）（Master of Engineering）」
「博士（工学）（Doctor of Philosophy in Engineering）」とする。 

 

(10) 建築学プログラム 
本プログラムは，人間の生活に身近な建築とその集合体である都市の安全性や快

適性を合理的に実現・持続していく建築生産技術の開発のための教育研究を行うこ

とから，「建築学プログラム（Architecture Program）」とする。 
建築材料，建築構造，建築環境・設備及び都市・建築の計画と設計などを教育研

究の対象とすることから，学位分野は工学関係であり，授与する学位は「修士（工
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学）（Master of Engineering）」「博士（工学）（Doctor of Philosophy in Engineering）」
とする。 

 

(11) 社会基盤環境工学プログラム 
本プログラムは，社会基盤施設の設計・管理，地震や水害等の自然災害の軽減，

自然環境の保全・再生，地球環境問題の解決に貢献する技術の開発を通して，安全・

安心・快適な国土・地域の形成に貢献するための教育研究を行うことから，「社会基

盤環境工学プログラム（Civil and Environmental Engineering Program）」とする。 
構造工学，土木環境学及び防災工学などを教育研究の対象とすることから，学位

分野は工学関係であり，授与する学位は「修士（工学）（Master of Engineering）」
「博士（工学）（Doctor of Philosophy in Engineering）」とする。 

 
(12) 情報科学プログラム 

本プログラムは，インフォマティクスとデータサイエンスに関する高度な技術の

研究・開発を通して，社会の情報化に貢献するとともに，新領域及び学際領域に挑

戦する教育研究を行うことから，「情報科学プログラム（Informatics and Data 
Science Program）」とする。 

コンピュータ科学，インフォメーションテクノロジ，ヒューマンインタフェース，

人工知能及び情報数理などを教育研究の対象とすることから，学位分野は工学関係

であり，授与する学位は「修士（情報科学）（Master of Informatics and Data Science）」
「博士（情報科学）（Doctor of Philosophy in Informatics and Data Science）」とす

る。 
 

(13) 量子物質科学プログラム 
本プログラムは，新しい量子現象を示す物質の創成，その内部状態及び外場との

相互作用を，物質基礎科学や物性物理学を基礎とした実験・理論によって明らかに

する。また，物性物理学を基礎とする物性工学と電子・光デバイスから集積システ

ムに渡る電子工学を発展させることから，「量子物質科学プログラム（Quantum 
Matter Program）」とする。 
物質基礎科学，物性物理学，物性工学，電子工学を教育研究の対象とすることか

ら，学位分野は理学関係及び工学関係である。授与する学位は「修士（理学）（Master 
of Science）」「博士（理学）（Doctor of Philosophy in Science）」「修士（工学）（Master 
of Engineering）」「博士（工学）（Doctor of Philosophy in Engineering）」「修士（学

術）（Master of Philosophy）」「博士（学術）（Doctor of Philosophy）」とする。 
 

(14) 理工学融合プログラム 
本プログラムは，自然環境・自然災害，総合物理，情報システム環境，開発技術

などの中核となる専門分野を基盤としながら，自然指向型，人間指向型の視点に立
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ち，多分野の高度専門職業人と協働して国内外のイノベーションを実現するための，

理学・工学領域を横断・融合した教育研究を行うことから，「理工学融合プログラム

（Transdisciplinary Science and Engineering Program）」とする。 
自然指向型思考の観点からは，環境問題や資源・エネルギー問題を視野に入れた

環境リスクや，物質・生命から生態系に至る要素・システムの科学，情報技術やメ

ディアと人間の共生システムについての情報環境等に関する専門知識と研究手法を

修得させ，自然科学や情報科学等に関する理解と洞察を基盤として「知識集約型社

会」に貢献できる能力を身に付けさせる。一方，人間指向型思考の観点からは，都

市開発，地域づくり，産業振興及び環境保全などの発展途上国の開発課題に対し，

人間指向型技術開発のための理論と分析手法を研究することで，グローバルに持続

可能な開発に資する能力を身に付けさせる。 
養成する人材は，①自然科学，情報科学等に関する理解と洞察を基盤とした研究

能力と専門知識・技能及び学際的な視野を身に付けた高度専門技術者・研究者・教

育者，②国際協力学分野の研究者（国際協力学分野の教育研究に従事する教員及び

研究者。新しい学問分野をリードする研究者など），③国際協力の実践的職業人（開

発コンサルタントや開発系企業等でリーダーとして勤務する職業人。国際開発，国

際協力にかかわる専門知識や技術を取得するプロフェッショナル），④国際協力のコ

ーディネータ（国際協力機関（JICA 等）や国や地域を代表する援助機関等で勤務す

るコーディネータ）である。 
学位の専攻分野は理学関係及び工学関係であり，研究テーマや研究指導内容等に

よるが，①と②に係るものは「修士（学術）（Master of Philosophy）」「博士（学術）

(Doctor of Philosophy)」，③の国際協力に係る実践的職業人に係るものは「修士（工

学）（Master of Engineering）」「博士（工学）（Doctor of Philosophy in Engineering）」，
④の国際協力のコーディネータに係るものは「修士（国際協力学）（Master of 
International Cooperation Studies）」「博士（国際協力学）(Doctor of Philosophy in 
International Cooperation Studies)」としている。 

 

３ 学位の専攻分野の決定時期と方法 
本研究科では，既存の学問分野に加えて，専門とする分野以外への関心を深め，他

分野の専門家と価値を共有しつつ，協働してその実現に取り組むことのできる人材の

育成を目指した教育研究を行うため，学位プログラム制を導入する。学位プログラム

は，入学と同時に決定し各学生の専門分野が決定する。学位プログラムによっては，

専門分野だけではなく, 他分野に発展する学際的研究など専門分野の枠に入らない研

究も対象とした場合に，学術の学位を授与することとする。国際協力学の学位につい

ては，国際協力のコーディネータ（国際協力機関（JICA 等）や国や地域を代表する援

助機関等で勤務するコーディネータ）に係るものを授与対象にしている。 
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(1) 博士課程前期 
主指導教員の指導のもとで，履修計画，研究計画を立てると同時に，研究テーマ

等に基づき指導教員グループを編成する。各期開始時行う履修計画指導・研究計画

指導において，入学 1 か月後に発足する指導教員グループと学生で履修計画・研究

計画の作成及び確認を行い，1 年次後期開始時「研究計画概要」を提出時に，研究

テーマの妥当性を確認し取得予定学位を仮決定する。11 月（10 月入学にあっては 5
月）以降に実施する中間発表においてそれまでの研究内容を発表する。1 年次 2 月

（10 月入学にあっては 8 月）の「研究計画概要」再提出時に必要に応じて，取得予

定学位を変更し，2 年次から本格的に研究を進める。「修士論文執筆計画」を立案す

る中で，指導教員グループによる指導・助言を受け，「修士論文概要」を作成し，プ

ログラム教員会で取得予定学位が研究テーマと研究内容から適切か確認し，教授会

で受理されたのち，修士論文を作成する。修士論文発表会及び最終試験を行い，研

究成果と履修科目の内容から学位の専門分野を決定し学位を授与する。 

 

修
士
論
文
口
頭
発
表
会
・
最
終
試
験
（
学
位
の
最
終
審
査
・
決
定
）

指
導
教
員
グ
ル
ー
プ
の
決
定

「研
究
計
画
概
要
」再
提
出

（必
要
に
応
じ
学
位
の
変
更
）

「研
究
計
画
概
要
」提
出

（取
得
予
定
学
位
の
仮
決
定
）

中

間

発

表

修
士
論
文
執
筆
計
画
立
案

修
士
論
文
概
要
の
提
出
（取
得
予
定
学
位
の
確
認
）

「研
究
倫
理
教
育
」（大
学
院
生Advanced(M

)

）受
講

修
士
論
文
作
成

修
士
論
文
及
び
「修
士
論
文
要
旨
」提
出

2年次1年次

履
修
計
画
検
討
・研
究
計
画
立
案

「研
究
題
目
届
」の
提
出

「研
究
倫
理
教
育
（大
学
院
生Basic

）」受
講

入
学

修
了

4
・10
月

5
・11
月

6
・12
月

7
・1
月

8
・2
月

9
・3
月

10
・4
月

11
・5
月

12
・6
月

1
・7
月

2
・8
月

3
・9
月

4
・10
月

5
・11
月

6
・12
月

7
・1
月

8
・2
月

9
・3
月

10
・4
月

11
・5
月

12
・6
月

1
・7
月

2
・8
月

3
・9
月

4月入学
10月入学

指導教員グループ
主指導教員に加えて，研究
内容に応じて主指導教員と
は専門の異なる教員を含む
2人以上の副指導教員

履
修
計
画
指
導
・研
究
計
画
指
導

「研
究
題
目
届
」了
承

指
導
・助
言

研
究
計
画
指
導

中
間
発
表
指
導

「研
究
倫
理
受
講
証
明
書
」交
付

指
導
教
員

プ
ロ
グ
ラ
ム
教
員
会

教
授
会 「研

究
題
目
届
」承
認

「研
究
計
画
概
要
」受
理

修
士
論
文
受
理
・審
査
委
員
会
編
成

審
査
委
員
会
合
否
判
定

最
終
合
否
判
定

研
究
計
画
指
導

「研
究
計
画
概
要
」受
理

「修
士
論
文
概
要
」承
認
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(2) 博士課程後期 
主指導教員の指導のもとで，履修計画，研究計画を立てると同時に，研究テーマ

等に基づき指導教員グループを編成する。各期開始時行う履修計画指導・研究計画

指導において，入学 1 か月後に発足する指導教員グループと学生で研究計画の作成

及び確認を行い，1 年次 11 月（10 月入学にあっては 5 月）から始まる中間発表で，

それまでの研究内容を発表する。  
「研究計画概要」提出時に，取得予定学位を仮決定する。2 年次 11 月（10 月入

学にあっては 5 月）から始まる中間発表で，再度それまでの研究内容を発表し，指

導教員グループによって取得予定学位が適切か否かを判断する。2 年次後期から本

格的に研究を進め，指導教員グループによる指導・助言を受け，「博士論文概要」を

作成し，プログラム教員会で取得予定学位が研究テーマと研究内容から適切か確認

し，教授会で受理されたのち，博士論文を作成する。博士論文発表会及び最終試験

を行い，研究成果と履修科目の内容から学位の専門分野を決定し学位を授与する。 
 

 

中
間
発
表
（取
得
予
定
学
位
が
適
切
か
判
断
）

指
導
教
員
グ
ル
ー
プ
の
決
定

4
・10
月

5
・11
月

6
・12
月

7
・1
月

8
・2
月

9
・3
月

10
・4
月

11
・5
月

12
・6
月

1
・7
月

2
・8
月

3
・9
月

4
・10
月

5
・11
月

6
・12
月

7
・1
月

8
・2
月

9
・3
月

10
・4
月

11
・5
月

12
・6
月

1
・7
月

2
・8
月

3
・9
月

「研
究
計
画
概
要
」提
出

（取
得
予
定
学
位
の
仮
決
定
）

中
間
発
表

「博
士
論
文
概
要
」提
出
（取
得
予
定
学
位
の
確
認
）

「研
究
倫
理
教
育
」（大
学
院
生Advanced(D)

）受
講

「博
士
課
程
論
文
概
要
・草
稿
」提
出

「博
士
論
文
予
備
審
査
願
」提
出

2年次1年次

履
修
計
画
検
討
・研
究
計
画
立
案

「研
究
題
目
届
」提
出

「研
究
倫
理
教
育
（大
学
院
生Basic

）」受
講

指導教員グループ
主指導教員に加えて，研究
内容に応じて主指導教員と
は専門の異なる教員を含む
2人以上の副指導教員

入
学

修
了

4
・10
月

5
・11
月

6
・12
月

7
・1
月

8
・2
月

9
・3
月

10
・4
月

11
・5
月

12
・6
月

1
・7
月

2
・8
月

3
・9
月

3年次

4月入学
10月入学

履
修
計
画
検
討
・研
究
計
画
立
案

履
修
計
画
指
導
・研
究
計
画
指
導

「研
究
題
目
届
」了
承

履
修
計
画
指
導
・研
究
計
画
指
導

研
究
計
画
指
導

中
間
発
表
指
導

中
間
発
表
指
導

研
究
計
画
指
導

「研
究
倫
理
受
講
証
明
書
」交
付

指
導
教
員

プ
ロ
グ
ラ
ム
教
員
会

教
授
会

研
究
計
画
指
導

予
備
審
査
会

「博
士
論
文
」提
出

予
備
審
査

論
文
審
査

「研
究
題
目
届
」承
認

「研
究
計
画
概
要
」受
理

「博
士
論
文
概
要
」受
理

「博
士
論
文
予
備
審
査
願
」受
理
・予

備
審
査
委
員
会
編
成

予
備
審
査
合
否
判
定

博
士
論
文
受
理
・審
査
委
員
会
編
成

審
査
委
員
会
合
否
判
定

「博
士
論
文
製
本
等
」提
出

最
終
合
否
判
定

論
文
審
査
会
（公
開
）・最
終
試
験
（学
位
の
最
終
審
査
・決
定
）
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Ⅲ 教育課程の編成の考え方及び特色 
１ 教育課程編成の考え方及び特色 
(1) 教育課程編成の基本的な考え方及び特色 
先進理工系科学研究科では，理学，工学，情報科学及びこれらに関連する研究領域

において，基礎から応用までの広い分野に対する理解と，先進的で高い専門性を身に

付け，他の研究分野とも柔軟に連携し自らの専門との融合的理解を実現しながら，社

会の課題解決に貢献しうる人材を育成する。そのため 14 の学位プログラムにおいて体

系的に専門科目を開設すると同時に，「持続可能な発展を導く科学」の創出や，それに

よる社会貢献への意欲を高め，学際性や協働に必要なコミュニケーション能力，実社

会への応用力等を涵養するための大学院共通科目及び研究科共通科目を開設する。さ

らに，各学位プログラムでは，ディプロマ・ポリシーに記載の養成する能力を身に付

ける方法を設定している。 
 
各学位プログラムのディプロマ・ポリシーと教育課程等の対応は，「ディプロマ・ポ

リシーと対応科目（資料２）」を参照 

 

なお，先進理工系科学研究科では，既存の研究科においては実施困難であった次の

ような教育体制をとる。まず，異なる分野の学生が同じ場で学ぶ機会を創出する。大

学院共通科目，研究科共通科目もその目的を果たすが，それに加えて，他の学位プロ

グラムの専門科目を履修させる。  

分野専門型学位プログラム及び分野横断型学位プログラムの学生にとっては，受講

する授業がより広い領域の中でどのように位置づけられるかを知り，融合型学位プロ

グラムの学生と交流することにより，他分野への関心や異分野間コミュニケーション

への意欲が喚起されることが期待できる。 

   また，研究指導は，主指導教員と，研究内容に応じて主指導教員とは専門の異なる

教員を含む 2 人以上の副指導教員との複数指導体制とすることで，教員にも他分野と

協働で学生を教育していくというマインドを醸成する。 

具体的には，次の方針により教育課程を編成する。また，各学位プログラムについ

ては，教育本部に設置の教育質保証委員会等により評価・点検を行い，エビデンスに

基づき継続的に改善する。 
 

1) 大学院共通科目 
ア 博士課程前期 

広島大学大学院博士課程前期のディプロマ・ポリシーに従い，広い視野と社会へ

の関心や問題意識を涵養し，それぞれの専門分野が「持続可能な発展を導く科学」

としてどのような貢献が可能であるかの考察を深めるために，さらに，最近の社会

システムの進展を正しく把握し，現代社会で活躍するための基本的な知識を身に付

けるために開設する。そのために，次の 2 つのカテゴリーの大学院共通科目を開設
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し，学生は，各カテゴリーから，それぞれ 1 単位以上を選択し，履修する。 

・持続可能な発展科目 

国際的目標である「持続可能な開発目標「（Sustainable Development Goals: 
SDGs）を理解し，「持続可能な発展を導く科学」を創出する能力を身に付けさせ

る。 

・キャリア開発・データリテラシー科目 

最近の社会システムの進展を知り，また，これからの時代に必須な知識を身に

付けさせる。 

 

イ 博士課程後期 

広島大学大学院博士課程後期のディプロマ・ポリシーに従い，広い視野と社会

への関心や問題意識を涵養し，それぞれの専門分野が「持続可能な発展を導く科

学」としてどのような貢献が可能であるかの考察を深めるために，さらに，社会

のさまざまな課題に対応するための実践的な力を身に付けるために開設する。そ

のために，次の 2 つのカテゴリーの大学院共通科目を開設し，学生は，各カテゴ

リーから，それぞれ 1 単位以上を選択し，履修する。 

・持続可能な発展科目 

国際的目標である「持続可能な開発目標「（Sustainable Development Goals: 
SDGs）を理解し，「持続可能な発展を導く科学」を創出する能力を身に付けさせ

る。 

・キャリア開発・データリテラシー科目 

最近の社会システムの進展を知り，また，これからの時代に必須な知識を身に

付けさせる。 

 
2) 研究科共通科目  
ア 博士課程前期 

    研究科博士課程前期のディプロマ・ポリシーに従い，研究科博士課程前期の全

学生が共通に修得すべき科目群を置いている。国際的な研究活動や，研究成果の

国際的・学際的な情報発信のための基礎的能力を養う「国際性科目」として，「ア

カデミック・ライティングⅠ」及び「海外学術活動演習Ａ・Ｂ」を開講する。さ

らに，実社会との関連を強く意識した人材育成のために，ＰＢＬ型教育を実践す

る「社会性科目」として「未来創造思考（基礎）」，「国際標準化論」，「事業創造演

習」等の 12 科目を開講する。国際性科目については 1 単位，社会性科目について

は 2 単位をそれぞれ選択必修とすることにより，共通的に求められる基盤的能力

を身に付けさせる。 

 

イ 博士課程後期 

研究科博士課程後期のディプロマ・ポリシーに従い，研究科博士課程後期の全
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学生が共通に修得すべき科目群を置いている。理工系科学領域に関連する研究分

野において，国際的な研究活動や，研究成果の国際的・学際的な情報発信のため

の実践力を養い，国際的リーダーとして，先端研究を遂行する能力を身に付けるための

「国際性科目」として「海外学術研究」と「アカデミック・ライティングⅡ」を

開講する。さらに，多分野の専門家と協働して，実際の社会の課題解決に取り組

むＰＢＬ型教育を実践する「社会性科目」として，「未来創造思考（応用）」及び

「自然科学系長期インターンシップ」等の５科目を開講し，その中から１単位を必

修とする。国際性科目，社会性科目についてそれぞれ 1 単位を選択必修とするこ

とにより，共通的に求められる基盤的能力を身に付けさせる。 

 

3) プログラム専門科目 
ア 数学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，代数，幾何，確率統計，数理解析な

どの数学分野に関わる専門知識を修得させる。そのため，「代数数理基礎講義Ａ・

Ｂ」及び「代数数理特論Ａ～Ｄ」など，数学の分野ごとの基礎講義科目と特論科

目を開講する。特定の数学分野に偏らない知識を修得させるため必修科目として

「数学概論」を，また，選択科目として「総合数理基礎講義Ａ～Ｃ」を開講する。

先端的な研究成果に触れ，ディスカッションに参加させることで問題解決能力を

育むため，「位相幾何学セミナー」等の数学の分野ごとのセミナー科目を開講する。 
他の科学分野や産業との連携能力を身に付けさせるために，他の学位プログラ

ムの専門科目も履修させる。 
必修科目では，「数学概論」の他，「数学演習」，「数学特別演習Ａ・Ｂ」を開講

し，外国語論文や専門書を用いた少人数セミナーにより，論理的思考力，探求力，

プレゼンテーション能力，課題解決能力，国際性等を涵養する。 
博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した各数学

分野，及び異分野融合領域に関わる専門知識，及び実践的研究能力を高度化する

ために，必修科目として「数学特別研究」を開講する。 
 

イ 物理学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，「宇宙物理学・天文学」，「素粒子・原

子核物理学」，「物性物理学」，「放射光科学」を柱となる領域とし，これら 4 つの

領域に関わる物理学の専門知識を修得させる。博士課程前期の段階では，学生が

研究を行っている特定の専門領域だけではなく，関連する領域の幅広い知識を修

得することを目標としている。最初に，「Introductory course to advanced physics
（先端物理学概論）」という英語による必修科目を開講し，4つの領域に跨る広範

囲な物理学分野の先端的な専門知識を英語表現とともに修得するための入門的授

業を行う。「宇宙物理学・天文学」領域では，理論的な基礎を学ぶ「宇宙物理学」，

そして，観測的な基礎を学ぶ「Ｘ線ガンマ線宇宙観測」，「光赤外線宇宙観測」の
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講義を開講し，専門領域の知識を修得させる。「素粒子・原子核物理学」領域では，

理論的な基礎を学ぶ「量子場の理論」，「素粒子物理学」，「格子量子色力学」を，

また，実験的な基礎を学ぶ「クォーク物理学」，「高エネルギー物理学」を開講す

る。「物性物理学」及び「放射光科学」領域では，放射光やレーザー光を用いた物

性物理学と幅広い放射光科学の分野をそれぞれ研究対象とする。そのため，「放射

光科学」領域では，放射光科学に係る分野全体を網羅した知識を修得させるため

のオムニバス授業として物理学以外に化学や生物科学等も対象とした「放射光科

学特論」を開講する。また，放射光計測実験技術を習得させるために「放射光科

学院生実験」を開講し，学内の放射光実験施設で実験実習を行う。「物性物理学」

領域における基本的な専門知識については，「構造物性物理学」，「電子物性物理学」，

「光物性論」，「表面物理学」の 4 つの講義科目により修得させる。学んだ知識の

深化と応用能力を養うため，「物理学演習」を開講する。学内の教員では対応でき

ない話題となっている最新の研究分野の知識については，学外から講師を招聘し，

「物理学特別講義」として集中講義を行う。また，海外での研究活動は，物理学

エクスターンシップにより評価する。博士課程前期で学んだことをもとに先端的

研究を実施し，成果をまとめ発表するための必修科目として，「物理学特別研究」

を開講する。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した「宇宙

物理学・天文学」，「素粒子・原子核物理学」，「物性物理学」，「放射光科学」に関

わる物理学の専門知識，さらに実践的研究能力を高度化し，新規で最先端な研究

成果をまとめ公表するために，必修科目として「物理学特別研究」を開講する。 

 

ウ 地球惑星システム学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，地球惑星をシステムとして捉えるた

めの幅広い専門知識を修得すると同時に，地球惑星科学の特定分野の研究を行う。

教育研究の柱となる領域は(1) 地球惑星物質学，(2) 地球惑星化学，(3) 地球惑

星物理学であり，これらは研究手法の違いに基づいて分かれている。 

選択科目は，研究対象ごとに設けられた「太陽系進化論」，「地球史」，「地球ダ

イナミクス」，「断層と地震」と，高度な研究手法を修得するために設けられた「岩

石レオロジー」，「地球内部物質学」，「地球惑星物質分析法」があり，学生の興味

に応じて受講できる。異分野の内容については，他機関の研究者を招いて「地球

惑星システム学特別講義 Ａ・Ｂ」を集中的に開講する。また，国際性と社会性を

伸ばすための演習科目として，研究成果を国際学会で発表する学生に対して事前

及び事後の指導を行う「国際化演習 Ⅰ・Ⅱ」と，国内外での他機関の学生・研究

者とともに実験やフィールドワークを行う「地球惑星エクスターンシップ」を開

講する。さらに，異分野融合の観点から情報科学プログラム及び理工学融合プロ

グラムの講義を受講することを学生に推奨する。異分野から入学した学生及び他

プログラムの学生に対しては，地球惑星科学の基礎を修得させることを目的とし
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て「地球惑星システム学概説」を開講する。 

必修科目では，「地球惑星システム学特別研究」を中心に学生は各自の研究を遂

行する。All-To-All の教育理念のもと，１年次ではプログラム全教員・学生が参

加する「地球惑星システム特別演習Ａ・Ｂ」で各自の研究に関連した発表を行い，

融合領域研究に対する認識の強化と積極性の涵養をはかる。また，２年次の第１

タームでは「地球惑星ミッドターム演習」の中で中間発表を行い，最終発表につ

なげる。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した地球惑

星科学に関わる専門知識及び実践的研究能力をさらに高度化するために，必修科

目として「地球惑星システム学特別研究」を開講する。そこでは最初に学生に独

自に研究テーマと研究プランを設定させる。研究テーマとしては，３年間である

程度まとめられる一方で将来的に広がりを持つものが要求される。All-To-All の

教育理念のもと，プログラム全教員・学生が参加する中で研究テーマとその展望

について１年次に発表し，その後３年次までに中間発表を行って研究の進捗状況

を全教員が確認する。以上の過程を経て学位論文発表を行うことで，独立した研

究者として活動するための問題発見能力と問題解決能力を涵養する。 

 

エ 基礎化学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，基礎化学分野及び先端の化学研究領

域に関わる専門知識を修得させる。博士課程前期の段階では，学生が研究を行っ

ている特定の専門分野だけではなく，化学の基礎となる物理化学・無機化学・有

機化学に関する専門知識を体系化して修得し，基礎化学の知識基盤を確立するこ

とを目標としている。基礎化学プログラムでは，「物理化学概論」，「無機化学概論」，

「有機化学概論」の３科目を必修科目として開講することを特徴としている。ま

た，先端化学領域に関わる専門知識を修得するために「構造物理化学」，「固体物

性化学」，「錯体化学」，「分析化学」，「構造有機化学」，「光機能化学」，「放射線反

応化学」，「量子化学」，「反応物理化学」，「反応有機化学」，「有機典型元素化学」

の 11科目を開講する。さらに，自然科学のグローバルな問題を見通す幅広い視野

を培うために，数学プログラム，物理学プログラム，地球惑星システム学プログ

ラム，応用化学プログラム，化学工学プログラム，電気システム制御プログラム，

機械工学プログラム，輸送・環境システムプログラム，建築学プログラム，社会

基盤環境工学プログラム，情報科学プログラム，量子物質科学プログラム，理工

学融合プログラムからも選択して修得できるようにする。また他機関，民間企業

などに在籍する関連分野の先端研究者を講師とする「基礎化学特別講義」を開講

し，本プログラム，及び本研究科の専門分野にとらわれず，幅広い知識を修得さ

せる。分子の構造や化学反応に関する普遍的な法則や基本原理の解明を目指した

研究活動を通して，課題探究能力及び問題解決能力を高め，真理探究への感性及

び総合的判断力を涵養する。 
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博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した基礎化

学分野に関わる専門知識，及び実践的研究能力を高度化するために，必修科目と

して「基礎化学特別研究」を開講し，先端的な内容をテーマとする実践的研究，

及び学生自身による異分野の先端研究情報の収集・解析を通じて，融合的・独創

的な発想能力，探求力や問題解決能力を涵養する。 

 

オ 応用化学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，応用化学分野及び分野融合領域に関

わる専門知識を修得させる。博士課程前期の段階では，学生が研究を行っている

特定の専門分野だけではなく，関連分野を中心とした幅広い知識を修得すること

を目標としている。科目としては，応用化学分野の専門知識を修得させるために，

コア科目として「有機材料化学論」，「機能性色素化学論」，「高分子材料化学論」，

「高分子合成化学論」，「超分子化学論」，「無機材料化学論」，「多孔材料化学論」，

「ハイブリッド材料化学論」，「材料分析化学論」の９科目を開講する。分野融合

領域に関わる専門知識を修得するために「有機物性化学特論」，「有機反応化学特

論」，「環境高分子化学特論」，「磁気共鳴化学特論」の４科目を開講する。 

有機高分子材料化学，無機ハイブリッド材料化学，材料分析化学を主たる領域

とし，「有機材料化学論」，「機能性色素化学論」，「高分子材料化学論」，「高分子合

成化学論」，「超分子化学論」，「有機物性化学特論」，「有機反応化学特論」，「環境

高分子化学特論」は有機高分子材料化学に，「無機材料化学論」，「多孔材料化学論」，

「ハイブリッド材料化学論」は無機ハイブリッド材料化学に，「材料分析化学論」，

「磁気共鳴化学特論」は材料分析化学に関連している。 

そして，さらに広範な化学研究領域におけるサイエンス，テクノロジー及びエ

ンジニアリングを修得させるために，数学プログラム，物理学プログラム，地球

惑星システム学プログラム，基礎化学プログラム，化学工学プログラム，電気シ

ステム制御プログラム，機械工学プログラム，輸送・環境システムプログラム，

建築学プログラム，社会基盤環境工学プログラム，情報科学プログラム，量子物

質科学プログラム，理工学融合プログラムからも選択して修得できるようにする。

また他機関，民間企業などに在籍する関連分野の先端研究者を講師とする「応用

化学特別講義Ａ～Ｄ」を開講し，本プログラム，及び本研究科の専門分野にとら

われず，幅広い知識を修得させる。さらに，専門領域の高い能力に加え，広い視

野と柔軟な思考能力，倫理や国際的視点をもった企画能力，コミュニケーション

能力を修得させるために「ディベート実践演習」を開講する。 

必修科目では，「応用化学特別研究」を開講し，先端的な内容をテーマとする実

践的研究を，そして「応用化学特別演習Ａ・Ｂ」を通じて，自身の学修により自

身の専門分野にとらわれない幅広い分野の研究動向を収集・整理・発表させるこ

とで，広範囲な専門分野にまたがる独創的な発想能力，探求力や問題解決能力を

涵養する。 
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博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した応用化

学分野及び分野融合領域に関わる専門知識，並びに実践的研究能力を高度化する

ために，必修科目として「応用化学特別研究」を開講し，先端的な内容をテーマ

とする実践的研究，及び学生自身による異分野の先端研究情報の収集・解析を通

じて，融合的・独創的な発想能力，探求力や問題解決能力を涵養する。 

 

カ 化学工学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目は，化学工学の基盤となる科目群であるコ

ア科目と，専門的・先端的科目群，さらに最先端及び実践的な教育科目群で構成

する。まず，１年次において，コア科目で教育の柱である移動現象工学，化学プ

ロセス物性・装置工学，さらにはグリーンプロセス工学の基盤となる「平衡・輸

送物性」，「微粒子工学」，「物質移動」，「伝熱工学」，「流動」，及び「環境化学工学」

を修得する。さらに専門的知識の涵養のために，個別の専門的・先端的科目とし

て，「ソフトマテリアルプロセッシング特論」，「熱流体プロセス工学特論」，「複雑

流体力学」，「界面制御工学特論」を，１，２年次において開講する。博士課程前

期の段階では，学生が研究を行っている特定の専門分野だけではなく，関連分野

を中心とした幅広い知識を修得することも目標としている。他教育機関，民間企

業などに在籍する関連分野の先端研究者を講師とする「化学工学特別講義」を開

講し，本プログラム，及び本研究科の専門分野にとらわれず，幅広い知識を修得

させる。さらに，他プログラム専門科目からも履修させることで，分野の壁を超

えた専門知識を修得させる。 

さらに，広範囲な専門分野にまたがる独創的な発想能力，探求力や問題解決能

力を涵養するために，先端的な内容をテーマとする実践的研究を実施させる「化

学工学特別研究」及び自身の専門分野にとらわれない幅広い分野の研究動向を収

集・整理・発表させる「化学工学特別演習」を必修とする。「化学工学特別演習Ａ」

はグループ学習・演習として化学プロセスを設計させるものであり，大学教員の

みならず，民間企業技術者も教育活動に参加する，実社会への問題認識と応用に

関して高い教育効果を上げる。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した化学工

学プログラムの専門科目で修得した専門知識，並びに実践的研究能力を高度化す

るために，必修科目として「化学工学特別研究」を開講し，先端的な内容をテー

マとする実践的研究，及び学生自身による異分野の先端研究情報の収集・解析を

通じて，融合的・独創的な発想能力，探求力や問題解決能力を涵養する。以上の

多層的階層的なプログラム科目を通じて，化学及びプロセス工学に関わる高度な

知識と，ローカル及びグローバルな視点からの課題発見と問題解決能力を身に付

け，国際的に活躍できる次世代の化学産業を始めとする製造業の発展を担える能

力を修得することができる。 
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キ 電気システム制御プログラム 

本プログラムは，電気・電子・システム・情報・数理系学問を基礎とし，大規

模複雑システムに起因する諸問題を根本的に解決，人間にやさしい理想的なシス

テムを構築できる人材の育成を目的としている。このような人間を要素として含

む複雑システムを解析し，よりよいシステムを計画・設計するための理論や方法

論を確立するためには，人間を取りまくさまざまなシステムに起因する諸問題の

数理情報的解明と革新的なシステム工学的方法論を究明する必要がある。よって，

専門科目では複雑化するシステムの諸問題を解決するための研究開発，実システ

ムを解析・設計・制御・運用するための専門知識，技術を修得させる。 

博士課程前期の段階では，学生が研究を行っている特定の専門分野だけではな

く，関連分野を中心とした幅広い知識を修得することを目標としている。科目と

しては，問題の数理情報的解明に関するシステム数理学群「数理学Ａ〜Ｅ」を開

講している。また，電気系・システム系の専門知識を修得させるために「システ

ム計画特論」，「システム制御特論」，「社会システム工学特論」，「サイバネティク

ス工学特論」，「ハイパーヒューマン工学特論」，「電力系統工学特論」をそれぞれ

開講する。そして，実システムを扱う専門知識を修得させるために「サイバネテ

ィクス応用特論」，「スケジューリング特論」，「応用数理特論」，「信号処理特論」，

「電力システム運用特論」，「ロボティクス特論」，「生体システム特論」，「学習シ

ステム特論」，「パワーエレクトロニクス特論」を開講する。さらに，他機関，民

間企業などに在籍する関連分野の先端研究者を講師とする「電気システム制御特

別講義Ａ〜Ｅ」を開講し，本プログラムにとらわれず，幅広い知識を修得させる。 

必修科目では，「電気システム制御特別研究」を開講し，先端的な内容をテーマ

とする実践的研究を，そして「電気システム制御特別演習Ａ・Ｂ」を通じて，自

身の学習により自身の専門分野にとらわれない幅広い分野の研究動向を収集・整

理・発表させることで，広範囲な専門分野にまたがる独創的な発想能力，探求力

や問題解決能力を涵養する。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得したシステ

ム数理系・電気系・システム系の専門知識，及び異分野融合領域に関わる専門知

識，さらに実践的研究能力を高度化するために，必修科目として「電気システム

制御特別研究」を開講し，先端的な内容をテーマとした実践的研究，及び学生自

身による異分野の先端研究情報の収集・解析を通じて，融合的・独創的な発想能

力，探求力や問題解決能力を涵養する。 

 
ク 機械工学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，「機械システム工学」分野，「材料工

学」分野，「エネルギー工学」分野，及び融合領域に関わる専門知識を修得させる。

博士課程前期の段階では，学生が研究を行っている特定の専門分野だけではなく，

関連分野を中心とした幅広い知識を修得することを目標としている。科目として
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は，機械系４力学の専門知識を修得させるために「流体工学特論」，「反応気体力

学特論」，「機械力学特論」，「材料強度学特論」の４科目を開講する。融合領域に

関わる専門知識を修得するために「プラズマ工学特論」，「核エネルギー特論」及

び「量子材料工学特論」等を開講する。そして，さらに広範な機械システム領域

におけるサイエンスとテクノロジーを修得させるために，電気システム制御プロ

グラム，輸送・環境システムプログラム，物理学プログラム，基礎化学プログラ

ム，応用化学プログラムからも選択して修得できるようにする。また他機関，民

間企業などに在籍する関連分野の先端研究者を講師とする「機械工学特別講義Ａ

～Ｆ」を開講し，本プログラム，及び本研究科の専門分野にとらわれず，幅広い

知識を修得させ，独創的な発想能力，探求力や問題解決能力を涵養する。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した「機械

システム工学」分野，「材料工学」分野，「エネルギー工学」分野，及び融合領域

に関わる専門知識，並びに実践的研究能力を高度化するために，必修科目として

「機械工学特別研究」を開講し，先端的な内容をテーマとする実践的研究，及び

学生自身による異分野の先端研究情報の収集・解析を通じて，融合的・独創的な

発想能力，探求力や問題解決能力を涵養する。 

 

ケ 輸送・環境システムプログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，「輸送システム工学」分野，「環境シ

ステム工学」分野，及び異分野融合領域に関わる専門知識を修得させる。博士課

程前期の段階では，学生が研究を行っている特定の専門分野だけではなく，関連

分野を中心とした幅広い知識を修得することを目標としている。科目としては，

輸送システム工学分野の専門知識を修得させるために「海上輸送機器計画特論」，

「有限要素法特論」，「計算破壊力学特論」，「材料力学特論」，「構造計測制御特論」

の５科目を開講する。環境システム工学分野の専門知識を修得するために「数値

流体力学特論」，「輸送機器耐空・耐航性能特論」，「システム計画学特論」の３科

目を開講する。異分野融合領域に関わる専門知識を修得するために「最適設計特

論」，及び「リモートセンシング特論」の２科目を開講する。そして，広範な輸送・

環境システム研究領域における技術を修得させるために，機械工学プログラム，

電気システム制御プログラム，情報科学プログラムの専門科目などからも選択履

修できるようにする。また，「輸送・環境システムインターンシップ」を開講し，

本プログラムで修得した技術が実社会でどのように生かされているかを体得させ

ると同時に社会性や国際性を涵養する。「輸送・環境システム特別講義Ａ～Ｄ」で

は，関連分野の先端研究者を講師として幅広い知識を修得させる。 

必修科目では，「輸送・環境システム特別研究」を開講し，先端的な内容をテー

マとする実践的研究を，そして「輸送・環境システム特別演習Ａ・Ｂ」を通じて，

自身の学修により自身の専門分野にとらわれない幅広い分野の研究動向を収集・

整理・発表させることで，広範囲な専門分野にまたがる独創的な発想能力，探求
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力や問題解決能力を涵養する。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した「輸送

システム工学」分野，「環境システム工学」分野，及び異分野融合領域に関わる専

門知識，並びに実践的研究能力を高度化するために，必修科目として「輸送・環

境システム特別研究」を開講し，先端的な内容をテーマとする実践的研究，及び

学生自身による異分野の先端研究情報の収集・解析を通じて，融合的・独創的な

発想能力，探求力や問題解決能力を涵養する。 

 
コ 建築学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，「建築計画」分野，「建築構造」分野

に関わる専門知識を修得させる。科目としては，建築計画分野の専門知識を修得

させるために「建築環境設備学特論」，「建築設計学特論」，「都市環境計画特論」，

「建築企画・計画特論」，「人間環境工学特論」，「環境・建築設計 I」，「環境・建

築設計Ⅱ」を開講する。建築構造分野の専門知識を修得するために「鋼構造設計

法特論」，「鉄筋コンクリート構造特論」，「建築物性能設計法特論」，「建築構工法

特論」，「建築構造物振動特論」，「木質構造特論」，「建築都市地震工学特論」，「建

築物設計荷重演習」，「鉄筋コンクリート構造設計法演習」，「鋼構造設計法演習」

を開講する。博士課程前期の段階では，学生が研究を行っている特定の専門分野

だけではなく，関連分野を中心とした幅広い知識を修得することを目標としてい

る。また，他機関，民間企業などに在籍する関連分野の先端研究者・実務者を講

師とする「建築学特別講義Ａ～Ｅ」を開講し，本プログラム，及び本研究科の専

門分野にとらわれず，幅広い知識（異分野融合領域、実践的領域）を修得させる。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した「建築

計画」分野，「建築構造」分野，及び異分野融合領域に関わる専門知識，並びに実

践的研究能力を高度化するために，必修科目として「建築学特別研究」を開講し，

先端的な内容をテーマとする実践的研究，及び学生自身による異分野の先端研究

情報の収集・解析を通じて，融合的・独創的な発想能力，探求力や問題解決能力

を涵養する。 

 
サ 社会基盤環境工学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，３つの領域，すなわち，「社会基盤施

設の設計・管理」に関する構造工学，「自然災害の軽減」を目的とする防災工学，

「地球・地域の環境の評価と保全」に関する土木環境工学の専門知識を修得させ

る。博士課程前期では，学生が研究を行っている特定の専門分野だけではなく，

地球・地域の持続的な発展を支えるための幅広い知識を修得することを目標とし

ている。科目としては，社会基盤施設の設計・管理に関する専門知識を修得させ

るために，「地盤工学特論」，「構造力学特論」，「コンクリート構造特論」，「構造材

料学特論」を開講する。また，自然災害の軽減に関する専門知識を修得するため
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に，「Management of Natural Disasters」，「Advanced River Engineering」，「気

象学特論」を開講する。さらに，地球・地域の自然環境の保全に関わる専門知識

の修得のために，「Environmental Fluid Mechanics」，「沿岸環境工学特論」，「環

境保全工学特論」，「環境リスク制御工学特論」，「Advanced Environmental 
Systems Engineering」を，地域の持続的な発展に関わる科目として，

「Infrastructure and Regional Planning」を開講する。社会基盤環境工学は本来，

基盤的な技術を融合させて社会の持続的発展に資するように構築されているが，

博士課程前期においては，自然災害への対応や環境システムの評価に関する科目

を通して，社会基盤施設の在り方をより広い観点から理解する能力を高める。 

必修科目では，「社会基盤環境工学特別研究」を開講し，先端的な内容をテーマ

とした実践的研究能力を養成する。また，「社会基盤環境工学特別演習Ａ・Ｂ」を

通じて，自身の専門分野にとらわれない幅広い分野の研究動向を収集・整理・発

表する能力の向上を，さらに，「Advanced Technical English Writing for Civil 
and Environmental Engineering」や国際会議での発表を通して，英語によるコ

ミュニケーションだけでなく正確な英語で技術論文や文書を作成させる能力を向

上させる。それらによって，国内外で活躍できる高度技術者や研究者として必要

な実践的な問題発見・解決能力を涵養する。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した「社会

基盤施設の設計・管理」，「自然災害の軽減」，「地球・地域の環境の評価と保全」

に関わる専門知識，及び実践的研究能力を高度化するために，先端的な内容をテ

ーマとした「社会基盤環境工学特別研究」を開講し，その成果を英文論文集に掲

載させるまでの能力を修得させる。 

 
シ 情報科学プログラム 

博士課程前期のプログラム専門科目では，「インフォマティクス」分野としてコ

ンピュータ科学及びインフォメーションテクノロジ，「データサイエンス」分野と

して人工知能及び情報数理，それらの融合分野としてヒューマンインタフェース

に関わる専門知識を修得させる。博士課程前期の段階では，学生が研究を行って

いる特定の専門分野だけではなく，関連分野を中心とした幅広い知識を修得する

ことを目標としている。科目としては，コンピュータ科学の専門知識を修得する

ために「ソフトウェア工学特論」，「Advanced Parallel Architectures and 
Algorithms」など，インフォメーションテクノロジの専門知識を修得するために，

「情報セキュリティ論」，「Mobile Computing」などの科目を開講する。人工知能

の専門知識を修得させるために「Artificial and Natural Intelligence」，「Database 
Engineering」，「Data Management」，「機械学習特論」など，情報数理の専門知

識を修得させるために，「Analysis in Information Science」，「計算統計情報環境

論」などの科目を開講する。ヒューマンインタフェースの専門知識を修得するた

めに，「ヒューマンコンピュータインタラクション特論」「情報検索概論」などの
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科目を開講する。そして，さらに学際的・社会的なデータサイエンス及びインフ

ォマティクスの活用可能性を学ぶために，先進理工系科学研究科内の他プログラ

ムの履修を可能とする。 

また他機関，民間企業などに在籍する関連分野の先端研究者を講師とする「情

報科学特別講義Ａ～Ｄ」を開講し，本プログラム，及び本研究科の専門分野にと

らわれず，幅広い知識を修得させる。 

必修科目では，「情報科学特別演習Ａ・Ｂ」を通じて，自身の学修により自身の

専門分野にとらわれない幅広い分野の研究動向を収集・整理・発表させることで，

広範囲な専門分野にまたがる独創的な発想能力，探求力や問題解決能力を涵養す

る。そして「情報科学特別研究」を開講し，修得したデータサイエンス及びイン

フォマティクスの能力を活かした独創性のある問題解決を経験させる。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期までに修得した「デー

タサイエンス」分野，「インフォマティクス」分野，及び異分野融合領域に関わる

専門知識，並びに実践的研究能力を高度化するために，必修科目として「情報科

学特別研究」を開講し，先端的な内容をテーマとする実践的研究，及び学生自身

による異分野の先端研究情報の収集・解析を通じて，融合的・独創的な発想能力，

探求力や問題解決能力を涵養する。 

 
ス 量子物質科学プログラム 

本プログラムは，物質基礎科学，物性物理学を含む物理学分野から電子工学分

野までの教育研究を行い，国際社会や地域社会に貢献する研究者，教育者，高度

専門技術者等を育成する。そのため，「物質基礎科学特別講義Ａ・Ｂ」，「電子工学

特別講義Ａ・Ｂ」を開講するとともに，物質基礎科学，物性物理学，物性工学，

電子工学等に関連する専門科目群を開講する。実践力に優れた人材を育成するた

め，「物質基礎科学セミナーＡ・Ｂ」，「電子工学セミナーＡ・Ｂ」，「物質基礎科学

特別演習Ａ・Ｂ」，「電子工学特別演習Ａ・Ｂ」を開講する。さらに，異分野から

本プログラムに入学した学生に対しては，物質基礎科学を含む物理学分野から電

子工学分野までの基礎を修得させることを目的として「物質科学概論」，「エレク

トロニクス概論」を開講する。また，キャリア開発を補強する「職業教育特別講

義」を開講する。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，物質基礎科学，物性物理学，物性工

学，電子工学等に関する広範な知識と高度な研究能力，専門技術を有する人材を

育成するため，必修科目として「量子物質科学特別研究」を開講する。 

 
セ 理工学融合プログラム 

本プログラムでは，自然環境・自然災害，総合物理，情報システム環境，開発

技術などの中核となる専門分野を基盤としながら，俯瞰的視野に立って既存の学

問体系を横断・融合する教育研究を実施するため，自然指向型，人間指向型の２
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つの視点から構成されたプログラム専門科目を開設し，以下のような他のプログ

ラムにないユニークな教育・研究を遂行する。 

・ 自然指向型専門科目の例：「自然環境リスク論」，「複雑系基礎論」，「計算科

学情報環境論」 

・ 人間指向型専門科目の例：「 Regional and Urban Engineering」，

「International Environmental Cooperation Studies」，「Sustainable 
Architecture A」 

先進理工系科学研究科の他プログラムに加えて，統合生命科学研究科の生命環

境総合科学プログラムと，人間社会科学研究科の人間総合科学プログラム，国際

平和共生プログラム，国際経済開発プログラム，国際教育開発プログラムと連携

して，分野横断型のテーマに対して幅広い視点からの学際的知識や方法論を修得

させる教育を実施することで，高度な研究能力，専門知識・技能を涵養し，高い

論理的思考能力と倫理観を養成し，「知識集約型社会」の新たな価値を生み出すこ

とができ，多様性や国際性の重要性を理解し，多分野の高度専門職業人と協働し

うる視野を活用して課題発見・解決に取り組むことのできる能力の育成を行う。 

また，「理工学融合共同演習」として，講演会や研究会を企画し，多分野の最新

の知見や研究内容に直接触れる場の具現化を図る。 

学生の履修に際しては，研究テーマに応じて教育課程が編成できるよう，プロ

グラム専門科目については，必修科目の８単位以外は，他研究科を含む他プログ

ラム専門科目２単位を含めて教員の指導の下で自主編成し，深い専門性の修得と

共に，関連領域を含めた幅広い知識や方法論の体系的な修得により，研究テーマ

についての多角的視点からのアプローチや考察ができる能力を涵養する。 

博士課程後期のプログラム専門科目では，博士課程前期で修得した深い専門性

と幅広い知識を基盤とした研究を独自に推進していけるよう，必修科目として「理

工学融合特別研究」を開講する。「理工学融合特別研究」を通して，異分野の高度

専門職業人や一般の人々にも理解できるプレゼンテーション能力を育み，研究に

発展的に寄与できる議論を行える能力を育成することで，自然指向型，人間指向

型の視点から，関連分野の研究能力と専門知識・技能及び学際的な視野を身に付

け新たな学術を切り拓く実力と，多様な文化の理解力とグローバルな洞察力を基

盤にした俯瞰的な視野と問題解決する能力の涵養を図る。 

 
２ カリキュラム・ポリシー 
(1) 博士課程前期 

先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下の方針で教育課程を編成し，実施する。 
① 各学位プログラムでの専門的な知識・能力を育成するため，プログラム専門

科目を開設する。 

② 幅広く深い教養と「持続可能な発展を導く科学」の創出への意欲を育成し，
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研究科や専門領域を超えた広い視野と社会への関心や問題意識を涵養するため，

大学院共通科目を開設する。 

③ 異分野理解，学際性涵養のため，他の学位プログラムの授業科目の履修を必

修とする。 

④ 実践力にも優れた人材を養成するため，特別演習科目を開設する。 

⑤ 広範な課題発見能力や課題解決能力の涵養のため，主指導教員と，主指導教

員とは専門の異なる教員を含む２人以上の副指導教員との複数指導体制で行う

特別研究を開設する。 

⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎的能力を養うため，研究科共通科目（国際性）

を開設する。 

⑦ 社会実践能力を身に付けるため，研究科共通科目（社会性）を開設する。 

 

各プログラムのカリキュラム・ポリシーは，「各学位プログラムで養成する人材像

及び３つのポリシー（資料１）」を参照 
 

(2) 博士課程後期 
先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下の方針で教育課程を編成し，実施する。 

① 各学位プログラムでの専門的な知識・能力を育成するため，プログラム専門

科目を開設する。 

② 幅広く深い教養と「持続可能な発展を導く科学」の創出への意欲を育成し，

学際的かつ国際的な視野と社会への関心や問題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 

③ 広範な課題発見能力や課題解決能力の涵養のため，主指導教員と，主指導教

員とは専門の異なる教員を含む２人以上の副指導教員との複数指導体制で行う

特別研究を開設する。 

④ 国際的な研究活動に向けた実践的能力を養うため，研究科共通科目（国際性）

を開設する。 

⑤ 社会課題解決能力を身に付けるため，研究科共通科目（社会性）を開設する。 

 

各プログラムのカリキュラム・ポリシーは，「各学位プログラムで養成する人材像

及び３つのポリシー（資料１）」を参照 
 

３ 学生受入の時期等 
   先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，大学学部から直接進学してくる学

生だけでなく，社会人学生や海外からの留学生など多様な人材の入学を想定している。

こうした多様な学生のために，通常の 4 月入学・3 月修了に加え，10 月入学・9 月修

了を実施する。現行研究科でも，既に 10 月入学・9 月修了は実施しており，それを引
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き継ぐ形で実施する。 
   教育課程は，2 年間又は 3 年間を通じて履修する科目は研究指導科目等の個別に対

応可能な科目のみであるため，入学期に関係なく指導を受けられる体制となっており，

講義科目においては，選択の幅を広く持たせているため，10 月入学の学生が不利益を

受けることはない。 
 
 
Ⅳ 教員組織の編成の考え方及び特色 

１ 教員組織編成の考え方 
広島大学では平成 28 年度から全学的に教育研究組織と教員組織の分離を行い，教

員組織として学術院を創設し，教員は従来の学部・研究科・センター等に所属するの

ではなく，各専門領域の研究者から構成される学術院・教員ユニットに所属すること

となった。   
この学術院は「人文学」，「社会科学」，「理工学」，「生物・生命科学」及び「健

康科学」の 5 分野から構成され，各分野に所属する研究者の専門性を横串で括ること

により，教育組織横断型の教育研究活動が可能となる。  
学術院のユニットのうち，先進理工系科学研究科の分野と関連の深いユニットは，

「数学」，「情報学」，「地球科学・環境学」，「素粒子・宇宙物理・天文学」，「物

性物理」，「基礎化学」，「応用化学・化学工学」，「機械・総合工学」，「電気電

子・システム工学」及び「社会基盤・建築学」である。ほとんどのユニットでは，同

一ユニットに属する教員が異なる複数の研究科において教育研究に携わっており，そ

れを一研究科に集約し，研究科の垣根を取り払った教育研究組織による学位プログラ

ムを提供することで，既存の学問分野に加えて，専門分野以外への関心を深め，他分

野の専門家と価値を共有しつつ，協力してその実現に取り組むことのできる人材の育

成を目指した教育研究を行う。 
   本研究科・専攻の教育研究目的は，理学，工学又は情報科学及びこれらに関連する

研究領域において，広い分野に対する理解と高い専門性を身に付け，他の研究分野と

も柔軟に連携し自らの専門との融合的理解を実現しながら，社会の課題解決を実現す

る人材を育成することであり，先述した学術院のユニット分野の教授 121 人，准教授

109 人，講師 5 人，助教 79 人で構成される。 
 

２ 教育上主要と認める授業科目の教員配置状況 
本研究科・専攻のプログラム専門科目 406 科目のうち，兼任教員のみで担当する科

目は，15 科目で必要最小限にとどめており，教育上主要と認める授業科目は専任教員

の教授又は准教授が担当している。 
 

３ 教員の負担 
授業負担について，各タームで開講するインターンシップ等の科目（報告内容を評
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価）や少人数クラスで実施する科目を多く含むため，１教員の年間最大担当単位数は

80 単位であるが，複数教員共同実施科目，隔年開講科目も多く設定し，授業負担が多

くならないように配慮している。 
また，収容定員規模を考慮し，大学院共通科目や研究科共通科目については，授業

担当教員の判断により，授業形態に応じた適切な受講者数を設定するとともに，TA を

配置することで，学生の効果的な学修及び教員の負担に配慮している。 
 

４ 教員組織の研究分野 
   本研究科・専攻の教員の研究分野は，「数学」，「情報学」，「地球科学・環境学」，「素

粒子・宇宙物理・天文学」，「物性物理」，「基礎化学」，「応用化学・化学工学」，「機械・

総合工学」，「電気電子・システム工学」及び「社会基盤・建築学」である。 
 

５ 教員の年齢構成 
本研究科・専攻を担当する教員はいずれも，各授業科目や研究指導に関して，高度

な専門性に基づく十分な研究実績と能力を有している。また，広島大学職員就業規則

第 18 条で定年を 65 歳と定めているため，専任教員の年齢構成は，教授 が 40 歳
代から 60 歳代前半にかけて分布しており，准教授は 30 歳代から 60 歳代前半に分

布しているので，職位別年齢構成に偏りはない。 
   広島大学職員就業規則は，「広島大学職員就業規則（資料３）」を参照 

 
 

Ⅴ 教育方法，履修指導方法,研究指導の方法及び修了要件 
１ 教育方法と履修指導 
(1) 大学院共通科目・研究科共通科目の実施体制 

本研究科の収容定員規模を考慮し，大学院共通科目及び研究科共通科目について

は，授業形態に応じた適切な受講者数の上限（講義科目は 250 人程度，演習科目は

50 人程度を基本とする）を設定するとともに TA（QTA*）を配置し，学生の効果的

な学修及び教員の負担に配慮する。TA は，担当教員の指示の下，ディスカッション

のファシリテーターや小テスト・小レポート等の採点補助，学生の質問対応の補助，

授業の環境整備等を担う。 
なお，受講希望者が上限を超えた場合には，教育の質の担保及び教員の負担に配

慮した上で，クラスの増開設を行う。 
*QTA（Qualified Teaching Assistant）は，授業等の教育補助業務及び補助的授

業指導に従事できる者であり，QTA 資格取得研修会の受講を要件としている。 
 

(2) 複数指導体制 
・ 主指導教員に加えて，研究内容に応じて主指導教員とは専門の異なる教員を含

む 2 人以上の副指導教員で指導教員グループを構成する。 
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・ 副指導教員については，学生は入学後 1 か月以内に，主指導教員の指導に基づ

いて，副指導候補者（2 人以上）に内諾を得て教授会に届出る。副指導教員は教

授会で決定する。 
・ 科目の履修に当たっては，学生は指導教員グループに相談の上，履修科目を決

定するものとする。指導教員グループは，学生と相談しつつ，ディプロマ・ポリ

シーで設定している能力を身に付けることを踏まえた履修指導を行う。 
 

(3) 学位プログラムの決定 
    希望する学位プログラムを指定し，入学試験を受験するため，入学時に学位プロ

グラムが決定する。 

  

 

  

(4) 転学位プログラム 
    本研究科入学後，学生から転プログラムの申し出があった場合，転出元学位プロ

グラムの指導教員グループと転出先学位プログラムの主指導教員予定者が協議の上，

教授会に付議し，転学位プログラムについて承認を得る。 
転学位プログラム決定までのプロセス（2 年次前期まで） 
 

 
 

主指導教員
との相談

•主指導教員の受入承諾

•受験する試験の指示

入学試験

•指導教員が指定する入学
試験を受験

•入学時学位プログラムの
決定

副指導教員
の届出

主指導教員の指導に基づ
いて，主指導教員とは専門
の異なる教員を含む2人以

上副指導候補者に内諾を
得て届出る。

研究科代議
員会

•副指導教員の決定

指導教員グ
ループの決

定

•指導教員グループによる
指導開始

入学願書提出まで 入学後1月以内 代議員会終了後入学

学生手続

研究科手続

凡例）

転出先プログラム
の主指導予定教
員に受入相談

•主指導予定教員の受入承
諾

転出元プログラム
の指導教員グルー
プに転学位プログ

ラムの協議

•転学位プログラムについて，
承諾

•該当学生に連絡

転学位プログラ
ム届の提出

•受付後，主指導予定教員
及び指導教員グループに
事務室から連絡

研究科代議員会

•転学位プログラムの決定

転学位プログラ
ム

•転出先学位プログラムでの
指導開始

凡例）

学生手続

研究科手続

主指導予定教員手続
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２ 研究指導科目「特別研究」の単位の考え方 
   先進理工系科学研究科の博士課程前期では特別研究 4 単位，博士課程後期では特別

研究 12 単位を学位論文作成のための研究指導科目と位置づけ必修科目としている。 
 

３ 修了要件及び履修方法  
(1) 先進理工系科学専攻博士課程前期 

修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必要

な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎力審

査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 
 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・所属プログラム専門科目：18 単位以上（*理工学融合プログラムは 16 単位以上） 
    特別演習 A，B 各 2 単位，特別研究 4 単位 

は必修 
  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 

 

1) 数学プログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・数学プログラム専門科目：18 単位以上 
 数学概論 2 単位，数学演習 4 単位， 

数学特別演習Ａ 2 単位，数学特別演習Ｂ 2 単位， 

数学特別研究 4 単位 
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は必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 
 

2) 物理学プログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・物理学プログラム専門科目：18 単位以上 
 Introductory course to advanced physics 2 単位， 

物理学特別演習Ａ 2 単位，物理学特別演習Ｂ 2 単位， 

物理学特別研究 4 単位 

は必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 

 
3) 地球惑星システム学プログラム 

修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・地球惑星システム学プログラム専門科目：18 単位以上 
 地球惑星融合演習 2 単位， 

地球惑星ミッドターム演習 1 単位， 

地球惑星システム学特別演習Ａ 2 単位， 
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地球惑星システム学特別演習Ｂ 2 単位， 

地球惑星システム学特別研究 4 単位 

は必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 

 
4) 基礎化学プログラム 

修了に必要な単位数を 30単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・基礎化学プログラム専門科目：18 単位以上 
 物理化学概論 2 単位，無機化学概論 2 単位，有機化学概論 2 単

位，基礎化学特別演習Ａ 2 単位，基礎化学特別演習Ｂ 2 単位， 

基礎化学特別研究 4 単位 

は必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 

 
5) 応用化学プログラム 

修了に必要な単位数を 30単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・応用化学プログラム専門科目：18 単位以上 
 応用化学特別演習Ａ 2 単位，応用化学特別演習Ｂ 2 単位， 
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応用化学特別研究 4 単位 

は必修 

 コア科目（多孔材料化学論，有機材料化学論，無機材料化学論，

高分子合成化学論，機能性色素化学論，材料分析化学論，超分子

化学論，高分子材料化学論，ハイブリッド材料化学論） 

から 8 単位以上を選択必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 
 

6) 化学工学プログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・化学工学プログラム専門科目：18 単位以上 
 化学工学特別演習Ａ 2 単位，化学工学特別演習Ｂ 2 単位， 

化学工学特別研究 4 単位 

は必修 

 コア科目（平衡・輸送物性特論，微粒子工学論，物質移動特論，

伝熱工学特論，流動解析論，環境化学工学特論） 

から 8 単位以上を選択必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 

 

7) 電気システム制御プログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
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  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・電気システム制御プログラム専門科目：18 単位以上 
 電気システム制御特別演習Ａ 2 単位， 

電気システム制御特別演習Ｂ 2 単位， 

電気システム制御特別研究 4 単位 

は必修 

・他プログラム専門科目：2 単位以上 

 
8) 機械工学プログラム 

修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・機械工学プログラム専門科目：18 単位以上 
 機械工学特別演習Ａ 2 単位，機械工学特別演習Ｂ 2 単位， 

機械工学特別研究 4 単位 

は必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 

 

9) 輸送・環境システムプログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
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  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・輸送・環境システムプログラム専門科目：18 単位以上 
 輸送・環境システム特別演習Ａ 2 単位， 

輸送・環境システム特別演習Ｂ 2 単位， 

輸送・環境システム特別研究 4 単位 

は必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 
 

10) 建築学プログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・建築学プログラム専門科目：18 単位以上 
 建築学特別演習Ａ 2 単位，建築学特別演習Ｂ 2 単位， 

建築学特別研究 4 単位 

は必修 

 コア科目（建築環境設備学特論，建築設計学特論，都市環境計画

特論，鋼構造設計法特論，鉄筋コンクリート構造特論，建築物性

能設計法特論，建築構工法特論，建築構造物振動特論，建築企画・

計画特論，木質構造特論，人間環境工学特論） 

から 8 単位以上を選択必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 
 

11) 社会基盤環境工学プログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
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  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・社会基盤環境工学プログラム専門科目：18 単位以上 
 社会基盤環境工学特別演習Ａ 2 単位， 

社会基盤環境工学特別演習Ｂ 2 単位， 

社会基盤環境工学特別研究 4 単位 

は必修 

 コア科目（地盤工学特論，構造力学特論，コンクリート構造特論，

Management of Natural Disasters ， Environmental Fluid 
Mechanics，沿岸環境工学特論，環境保全工学特論，Infrastructure 
and Regional Planning，Advanced Technical English Writing 
for Civil and Environmental Engineering） 

から 8単位以上を選択必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 
 

12) 情報科学プログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・情報科学プログラム専門科目：18 単位以上 
 情報科学特別演習Ａ 2 単位，情報科学特別演習Ｂ 2 単位， 

情報科学特別研究 4 単位 

は必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 
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13) 量子物質科学プログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・量子物質科学プログラム専門科目：18 単位以上 
 量子物質科学特別研究 4 単位 

は必修 

 物質基礎科学特別演習Ａ又は電子工学特別演習Ａ， 

物質基礎科学特別演習Ｂ又は電子工学特別演習Ｂ， 

物質基礎科学プレゼンテーション演習又は電子工学プレゼンテー

ション演習 

はそれぞれ 2 単位を選択必修 

 物質基礎科学セミナーＡ・Ｂ及び電子工学セミナーＡ・Ｂは， 

4単位まで修了要件単位数に含めることを可とする。 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 
 

14) 理工学融合プログラム 
修了に必要な単位数を 30 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必

要な研究指導を受けた上で，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎

力審査に合格すること。 

修了要件単位数：30 単位 

 大学院共通科目：2 単位以上 
  ・持続可能な発展科目 1 単位以上 
  ・キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：3 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 2 単位以上 
 プログラム専門科目：25 単位以上 

・理工学融合プログラム専門科目：16 単位以上 
 理工学融合特別演習Ａ 2 単位，理工学融合特別演習Ｂ 2 単位， 
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理工学融合特別研究 4 単位 

は必修 

  ・他プログラム専門科目：2 単位以上 
 

(2) 先進理工系科学専攻博士課程後期 
修了に必要な単位数を 16 単位以上とし，以下のとおり，単位を修得し，かつ必要

な研究指導を受けた上で，博士論文の審査及び最終試験に合格すること。 
（各学位プログラム共通） 

修了要件単位数：16 単位 
 大学院共通科目：2 単位以上 
   持続可能な発展科目 1 単位以上 

    キャリア開発・データリテラシー科目 1 単位以上 
 研究科共通科目：2 単位以上 
  ・国際性科目 1 単位以上 
  ・社会性科目 1 単位以上 
 プログラム専門科目：12 単位（特別研究） 

 

４ 早期修了 
  本研究科では早期修了を博士課程前期及び博士課程後期に導入する。当該課程に１

年以上在学し，研究科教授会が優れた研究業績を上げたと認める者について認定する。 

 

５ 修了までのスケジュール及び履修モデル 
(1) 修了までのスケジュール 

「修了までのスケジュール（資料４）」を参照 
(2) 履修モデル 

        「履修モデル（資料５）」を参照 
 

６ 学位論文審査体制，学位論文の公表方法 
(1) 修士学位 
先進理工系科学研究科博士課程前期では，ディプロマ・ポリシーに示す能力を身に

付け，所定の単位数を修得し，修士論文の審査及び最終試験又は博士論文研究基礎力

審査に合格した学生に，研究テーマ及び専門領域に応じて「修士（理学），修士（工学），

修士（情報科学），修士（国際協力学），修士（学術）」のいずれかの学位を授与する。 
① 指導体制：主指導教員に加えて，研究内容に応じて主指導教員とは専門の異な

る教員を含む 2 人以上の副指導教員で指導教員グループを構成する。 
② 中間発表：修士論文について，研究計画に関する発表を公開で行う。 
③ 成果発表：学位プログラムごとに設定する基準を満たした学生に対して，修士

論文の発表を公開で行う。指導グループはその内容等に基づき，修士論文提出の
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可否を判断する。 
④ 修士論文が提出された場合，主査 1 人と 2 人以上の副査で構成する審査委員会

を設置する。主査及び副査は研究科教授会で選出する。副査のうち 1 人以上は他

プログラム又は他研究科の教員とし，他大学や研究機関及び企業等の研究者等を

副査とすることも可とする。 
⑤ 最終試験又は博士論文研究基礎力審査：審査委員会による最終試験又は博士論

文研究基礎力審査を実施する。専門分野及び周辺分野の理解度や研究遂行能力及

び提出された論文の内容に関する口頭試問を行う。 
 
学位授与の判定基準及び学位論文の評価基準は，「学位授与の判定基準及び学位論文

の評価基準（資料６）」を参照 
 

(2) 博士学位 
先進理工系科学研究科博士課程後期では，ディプロマ・ポリシーに示す能力を身に

付け，所定の単位数を修得し，博士論文の審査及び最終試験に合格した学生に，研究

テーマ及び専門領域に応じて「博士（理学），博士（工学），博士（情報科学），博士（国

際協力学），博士（学術）」のいずれかの学位を授与する。 
① 指導体制：主指導教員に加えて，研究内容に応じて主指導教員とは専門の異な

る教員を含む 2 人以上の副指導教員で指導教員グループを構成する。 
② 中間発表：博士論文について，研究計画に関する発表を公開で行う。 
③ 成果発表：学位プログラムごとに設定する基準を満たした学生に対して，博士

論文に関する発表を公開で行う。指導グループはその内容等に基づき，博士論文

提出の可否を判断する。 
④ 博士論文が提出された場合，主査 1 人と 2 人以上の副査で構成する審査委員会

を設置する。主査及び副査は研究科教授会で選出する。副査のうち 1 人以上は他

プログラム又は他研究科の教員とし，他大学や研究機関及び企業等の研究者等を

副査とすることも可とする。 
⑤ 最終試験：審査委員会による最終試験を実施する。専門分野及び周辺分野の理

解度や研究遂行能力及び提出された論文の内容に関する口頭試問を行う。 
 
学位授与の判定基準及び学位論文の評価基準は，「学位授与の判定基準及び学位論文

の評価基準（資料６）」を参照 
 

７ 博士論文研究基礎力審査 
   博士論文研究基礎力審査については，文部科学省の「博士課程教育リーディングプ

ログラム」に採択された 2 つの「博士課程リーダー育成プログラム」である「放射線

災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム」（2011 年度採択）と「た

おやかで平和な共生社会創生プログラム」（2013 年度採択）の所属学生を対象に実施
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する。 
   審査方法等については，「博士論文研究基礎力審査（資料７）」を参照 
 

８ 研究の倫理審査体制 

本学の研究者の倫理については，「広島大学科学者等の行動規範」（平成 19 年 3 月

13 日）を策定し，科学研究に携わる者に対して基本的な考え方を提示し，その趣旨に

沿って誠実に行動することを求めている。これに加えて，平成 26 年 8 月 26 日の文部

科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の大臣決定を

受けて，新ガイドラインに沿って全面的に見直した「広島大学における研究活動に係

る不正行為の防止及び対応に関する規則」（平成 27 年 4 月 28 日規則第 98 号）を制定

し，研究担当理事を総括責任者として，研究活動に携わる職員・学生等の公正な研究

活動を推進している。 
また，この規則の下に，「広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細

則」（平成 27 年 6 月 17 日理事（研究担当）決裁）及び「広島大学における研究活動

に係る研究倫理教育に関する細則の運用について」（平成 27 年 6 月 17 日理事（研究

担当）決裁）を定め，研究活動に携わる職員・学生等の研究倫理教育の受講を必須と

して，対象者ごとの研究倫理教育の内容及び受講すべき教材のモデル等を示している。

研究活動に携わる職員は，総括責任者が研究倫理教育として実施する講習会の受講又

は公正研究推進協会や日本学術振興会の e-learning プログラムの受講を必須としてい

る。学生の研究倫理教育は，標準プログラムを導入しており，大学院生については，1
年次の「研究倫理教育（大学院生 Basic）」の受講，その後，論文作成開始前までに，

「研究倫理教育（大学院 advanced(M)，(D)）」の受講を義務付けている。「研究倫理教

育（大学院生 Basic）」は本学が作成した研究倫理の基本的な事項を収録した DVD を

用いた講義形式で実施し，「研究倫理教育（大学院 advanced(M)，(D)）」は，日本学術

振興会の研究倫理教育教材「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」を

用い，オーサーシップや著作権など研究成果の発表に特化して，研究室単位で教員と

学生の討論形式により実施している。さらに，学位論文提出時に，論文提出と併せて

「博士の学位論文の提出及び公表に係る確認書（申請書）」又は「修士の学位論文の提

出に係る確認書」を提出させ，所定の研究倫理教育を受講し必要な事項を理解してい

ること，研究上の不正行為を行っていないこと及び著作権の侵害行為を行っていない

ことについて，学生及び指導教員に確認している。 
公的研究費等の不正使用防止については，「研究機関における公的研究費の管理・監

査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定，平成 26 年 2
月 18 日改訂）を踏まえ「広島大学における研究費等の不正使用の防止等に関する規則」

(平成 19 年 10 月 15 日規則第 167 号)を制定し，理事（財務・総務担当）を統括管理責

任者として，公的研究費等の適正な執行を推進している。また，「広島大学における研

究費等の不正使用防止計画（第五次行動計画）」を策定し，研究費等の不正使用防止に

向けた取組を着実に実施している。 
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これらの研究活動上の研究者倫理の向上及び研究費等の不正使用の防止等に関する

取組の相互連携を図るために研究不正防止対策推進室を学長のもとに設置し，本学に

おける取組を統括している。 
また，産学官連携活動（臨床研究に係る産学官連携活動を含む）において留意すべ

き利益相反リスクについては，職員から提出される自己申告書によってマネジメント

を行っており，本学に利益相反委員会及び臨床研究利益相反管理委員会を置き，利益

相反管理に必要な事項に対応している。 
修士論文及び博士論文の審査委員会は，教授会で選出した教員３人以上をもって編

成する。審査委員は提出論文が当該分野の研究倫理に即したものになっているかを含

めて事前に論文内容を確認する。 
 
研究の倫理審査に関する概要及び規定については，「研究の倫理審査に関する概要及

び規定（資料８）」を参照 
 
 

Ⅵ 施設，設備等の整備計画 
１ 校地，運動場の整備計画 

   先進理工系科学研究科の教育・研究については，広島大学東広島キャンパスにて実

施する。本研究科は，既存の研究科を改組・再編し設置する。 

東広島キャンパスには，9学部，9研究科が設置され，全学の教養教育も実施してい

る。 

  また，図書館，情報メディア教育研究センター等内に設置の教育情報用端末室，5
つの福利会館や大学会館内の食堂等の福利厚生施設が充実しており，本研究科が設置

されても，他の研究科と十分共有することが可能である。 

   運動場については，東広島キャンパス内に設置されている，陸上競技場，3 つの多

目的グランド，野球場，テニスコート，3 つの体育館を活用する。この他に，東広島

キャンパスには，プール，アーチェリー場，相撲場，馬場等も整備されている。 

   学生が休息するスペースとしては，学生プラザ 1 階に設置しているフリースペース，

文化系・芸術系及び体育系・芸術系の 2 つの課外活動共用施設があるとともに，北第

3 福利会館内では「マーメイドカフェ広島大学店」を備えている。また，各校舎にも

自習室，ラウンジなどのオープンスペースを設けている。 

 

２ 校舎等施設の整備計画 
   教室については，これまで利用していた既存研究科の教室を確保するとともに，入

学定員 500 人程度を収容できる講義室も他研究科と共同で利用できるように確保する。 

   教員の研究室についても，東広島キャンパスの既存施設の中で，教員集団のまとま

りを形成できるように確保し，可能な限り演習室等を隣接させ，教員と学生のコミュ

ニケーションがとれるように確保・整備する。 
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３ 図書 

   本研究科がある東広島キャンパス内には，中央図書館，東図書館，西図書館の 3 つ

の図書館があり，平日 8 時 30 分から 22 時まで，休日は 10 時から 20 時まで利用可能

であり，本学が蔵書している図書については，3,479,236 冊であり，必要な時に随時貸

出可能としている。 

   また，電子ジャーナル，データベースを整備し，本学の構成員であれば，学内のネ

ットワークに接続されたパソコンなどから利用することができ，さらに，自宅などの

学外からも利用できるサービスも提供している。 

 

   以上のように，必要な施設・設備は概ね整備されているが，今後も必要に応じて整

備・拡充する予定である。 

 

 

Ⅶ 基礎となる学部との関係 
本研究科の基礎となる学部は，理学部（数学科，物理学科，化学科，地球惑星システ

ム学科）工学部，情報科学部と総合科学部（総合科学科自然探求領域）である。基礎と

なる学部の学科と先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻の学位プログラムとの関係

図を以下に示す。 
 

学士課程から博士課程前期への主な接続先 

 

本研究科では，学部教育で身に付けた専門性を更に高めることに加え，他分野との融

総合科
学部

総合科学科

国際共創学科

理学部

数学科

物理学科

化学科

生物科学科

地球惑星システム学科

工学部

第一類（機械・輸送・材
料・エネルギー系）

第二類（電気電子・システ
ム情報系）

第三類（応用化学・生物
工学・化学工学系）

第四類（建設・環境系）

情報科
学部

情報科学科

数学プログラム

先
進
理
工
系
科
学
研
究
科

先
進
理
工
系
科
学
専
攻

物理学プログラム

地球惑星システム学プログラム

基礎化学プログラム

応用化学プログラム

化学工学プログラム

電気システム制御プログラム

機械工学プログラム

輸送・環境システムプログラム

建築学プログラム

社会基盤環境工学プログラム

情報科学プログラム

量子物質科学プログラム

理工学融合プログラム

博士課程前期 博士課程後期

学士課程

※理学部生物科学科，工学部第三類の生物工学系については，
統合生命科学研究科を主な進学先とする。
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合的理解力と社会実践力，更には新たな学術領域の創成を目指す。そのため，カリキュ

ラム・ポリシーに沿って学位取得を目指す学生の学修の視点から体系的に編成された学

位プログラム制を導入し，従来の研究科の枠を超えた様々な領域の学生が共通の場で学

ぶ場を提供する。各学位プログラムの学生が従来型の専門性を高める教育とともに，既

存の研究科・専攻を超えた枠組みの下で学際的視野を持ち，社会的要請を意識したアプ

ローチによる教育研究を実践することで，今後の技術革新及び科学イノベーションを中

心として担う人材や，世界水準の学術研究を牽引するような次世代のリーダーを養成す

る。 

 

 

Ⅷ 入学者選抜の概要  
１ アドミッション・ポリシー 
(1) 博士課程前期 
先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，以下のような志や意欲をもち，そ

れに必要な基礎学力を持つ学生の入学を求める。 

① 先進的で高度な学術研究や学際的研究を推進する意欲を有する人 

② 理学，工学，情報科学に関連する分野の研究者や技術者など，専門性を有する

職業に従事することを目指す人 

③ 幅広い教養と共に，理学，工学，情報科学に関連する学問領域における知識と

研究能力を身に付け，多角的視点から「持続可能な発展を導く科学」の構築や地

域及び国際社会の課題解決への熱意を有する人 

④ 社会人としての良識や倫理観を身に付けた人 

 

各プログラムのアドミッション・ポリシーは，「各学位プログラムで養成する人材

像及び３つのポリシー（資料１）」を参照 
 

(2) 博士課程後期 
先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻では，以下のような志や意欲をもち，そ

れに必要な基礎学力を持つ学生の入学を求める。 

① 先進的で卓越した学術研究や学際的研究をリードする意欲を有する人 

② 理学，工学，情報科学に関連する分野の研究者や技術者など，専門性を有する

職業において指導的な役割を担うことを目指す人 

③ 幅広い教養と共に，理学，工学，情報科学に関連する学問領域における高度な

知識と研究能力を身に付け，多角的視点から「持続可能な発展を導く科学」の構

築や地域及び国際社会の課題解決への熱意を有する人 

④ 社会人としての良識と研究者・高度専門技術者としての倫理観を身に付けた人 

 

各プログラムのアドミッション・ポリシーは，「各学位プログラムで養成する人材
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像及び３つのポリシー（資料１）」を参照 
 

２ 入学者選抜の方法 
(1) 先進理工系科学専攻博士課程前期  

入学者の選抜は，学位プログラムごとに以下の方法により実施する。 
   なお，選抜方式ごとに各学位プログラムの合格者数目安を設定し，総合点の成績順

に合格者を決定する。 
1) 推薦入試 
学部段階での専門知識及び語学力を修得していることを確認し，本専攻の教育課

程の履修に適応可能な能力を判断するために，口述試験を課し，その結果及び学業

成績証明書，推薦書及び研究計画書等の提出書類を総合して評価する。なお，提出

書類に基づく口述試験を課す場合は，提出書類の評価を，口述試験の評価に含める

ことがある。 
 

2) 一般選抜 
学部段階での専門知識及び語学力を修得していることを確認し，本専攻の教育課

程の履修に適応可能な能力を判断するために，筆記試験及び口述試験を課し，その

結果及び学業成績証明書，研究計画書等の提出書類を総合して評価する。なお，提

出書類に基づく口述試験を課す場合は，提出書類の評価を，口述試験の評価に含め

ることがある。 
 

3) 社会人特別選抜 
社会人経験を有する者を対象とした入学者選抜として実施する。学部段階での専

門知識及び語学力を修得していること及び社会人特別選抜に必要な在職経験を有し

ていることを確認し，本専攻の教育課程の履修に適応可能な能力を判断するために，

筆記試験及び口述試験を課し，その結果と学業成績証明書，研究計画書等の提出書

類を総合して評価する。なお，提出書類に基づく口述試験を課す場合は，提出書類

の評価を，口述試験の評価に含めることがある。 
 

4) フェニックス特別選抜 
中高年を対象とした入学者選抜として実施する。学部段階での専門知識及び語学

力を修得していること及びフェニックス入学に必要な年齢と在職経験を有している

ことを確認し，本専攻の教育課程の履修に適応可能な能力を判断するために，筆記

試験及び口述試験を課し，その結果と学業成績証明書，研究計画書等の提出書類を

総合して評価する。なお，提出書類に基づく口述試験を課す場合は，提出書類の評

価を，口述試験の評価に含めることがある。 
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5) 外国人留学生特別選抜 
日本国籍を有しない者を対象とした入学者選抜として実施する。学部段階での専

門知識及び語学力を修得していることを確認し，本専攻の教育課程の履修に適応可

能な能力を判断するために，筆記試験及び口述試験を課し，その結果と学業成績証

明書，研究計画書等の提出書類を総合して評価する。なお，提出書類に基づく口述

試験を課す場合は，提出書類の評価を，口述試験の評価に含めることがある。また，

日本国外に居住し，本学及び海外拠点で実施する試験の受験が困難な者については，

Skype 等を用いた口述試験を課し，その結果と学業成績証明書，研究計画書等の提

出書類を総合して評価する。 
 

6) 学部３年次生特別選抜 
学部３年次生を対象とした入学者選抜として実施する。学部段階での専門知識及

び語学力を修得していることを確認し，本専攻の教育課程の履修に適応可能な能力

を判断するために，筆記試験及び口述試験を課し，その結果及び学業成績証明書，

研究計画書等の提出書類を総合して評価する。なお，提出書類に基づく口述試験を

課す場合は，提出書類の評価を，口述試験の評価に含めることがある。 
 

7) その他特別選抜 
上記選抜方法に分類できない現行研究科で実施してきた実績のある試験で，学部

段階での専門知識及び語学力を修得していることを確認し，本専攻の教育課程の履

修に適応可能な能力を判断するために，筆記試験，口述試験及び学業成績証明書，

研究計画書等の提出書類を組み合わせて課し，その結果を総合して評価する。なお，

提出書類に基づく口述試験を課す場合は，提出書類の評価を，口述試験の評価に含

めることがある。 
 

(2) 先進理工系科学専攻博士課程後期 
入学者の選抜は，学位プログラムごとに以下の方法により実施する。 

   なお，選抜方式ごとに各学位プログラムの合格者数目安を設定し，総合点の成績順

に合格者を決定する。 
1) 一般選抜 
博士課程前期での専門知識及び語学力を修得していることを確認し，本専攻の教

育課程の履修に適応可能な能力を判断するために，口述試験を課し，その結果及び

学業成績証明書，研究計画書等の提出書類を総合して評価する。なお，提出書類に

基づく口述試験を課す場合は，提出書類の評価を，口述試験の評価に含めることが

ある。 
 

2) 社会人特別選抜 
社会人経験を有する者を対象とした入学者選抜として実施する。博士課程前期で
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の専門知識及び語学力を修得していること及び社会人特別選抜に必要な在職経験を

有していることを確認し，本専攻の教育課程の履修に適応可能な能力を判断するた

めに，口述試験を課し，その結果と学業成績証明書，研究計画書等の提出書類を総

合して評価する。なお，提出書類に基づく口述試験を課す場合は，提出書類の評価

を，口述試験の評価に含めることがある。 
 

3) フェニックス特別選抜 
中高年を対象とした入学者選抜として実施する。博士課程前期での専門知識及び

語学力を修得していること及びフェニックス入学に必要な年齢と在職経験を有して

いることを確認し，本専攻の教育課程の履修に適応可能な能力を判断するために，

口述試験を課し，その結果と学業成績証明書，研究計画書等の提出書類を総合して

評価する。なお，提出書類に基づく口述試験を課す場合は，提出書類の評価を，口

述試験の評価に含めることがある。 
 

4) 外国人留学生特別選抜 
日本国籍を有しない者を対象とした入学者選抜として実施する。博士課程前期で

の専門知識及び語学力を修得していることを確認し，本専攻の教育課程の履修に適

応可能な能力を判断するために，口述試験を課し，その結果と学業成績証明書，研

究計画書等の提出書類を総合して評価する。なお，提出書類に基づく口述試験を課

す場合は，提出書類の評価を，口述試験の評価に含めることがある。また，日本国

外に居住し，本学及び海外拠点で実施する試験の受験が困難な者については，Skype
等を用いた口述試験を課し，その結果と学業成績証明書，研究計画書等の提出書類

を総合して評価する。 
 

5) その他特別選抜 
上記選抜方法に分類できない現行研究科で実施してきた実績のある試験で，博士

課程前期での専門知識及び語学力を修得していることを確認し，本専攻の教育課程

の履修に適応可能な能力を判断するために，口述試験及び学業成績証明書，研究計

画書等の提出書類を組み合わせて課し，その結果を総合して評価する。なお，提出

書類に基づく口述試験を課す場合は，提出書類の評価を，口述試験の評価に含める

ことがある。 
 
 

Ⅸ 取得可能な資格 
１ 取得できる資格について 

(1) 教育職員免許状 
本専攻では，修了の認定を受ける学生が，教育職員免許法及び同法施行規則

に定める所定の科目を履修し，その単位を修得したときは，次の教育職員の専
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修免許状の授与の所要資格を取得することができる。 

・中学校教諭専修免許状（理科・数学） 

・高等学校教諭専修免許状（理科・数学・情報・工業） 

(2) 毒物劇物取扱責任者（毒物及び劇物取締法の定めに基づく国家資格） 
本専攻では，応用化学プログラム及び化学工学プログラムの修了の認定を受

ける学生は，毒物劇物取扱責任者の有資格者となる。 

 

２ 受験資格が取得できる資格について 
(1) 危険物取扱者（甲種）受験資格（消防法の定めに基づく国家資格） 

本専攻では，応用化学プログラム及び化学工学プログラムの修了の認定を受

ける学生は，危険物取扱者（甲種）の受験資格を有する。 

 

 

Ⅹ 大学院設置基準第 2 条の 2 又は 14 条による教育方法の実施 
本研究科では，社会人の受入に対応するため，大学院設置基準第 14条に基づき，夜間

又は土日開講を実施するとともに，個々の学生の条件にあわせた多様な教育方式，指導

方式を導入する。  

 

１ 修業年限 
  標準修業年限は，博士課程前期 2 年，博士課程後期 3 年とするが，社会人学生の負

担等に配慮し，長期にわたり計画的な履修を可能とする長期履修制度も導入する。  

 

２ 履修指導及び研究指導の方法 

    社会人学生への履修指導及び研究指導については，研究指導教員が社会人学生と研

究計画の打合せを行い，計画的に履修及び研究ができるよう指導する。 

また，社会人学生に配慮し，時間外等の学修ができるように履修方法を工夫する。

社会人学生の研究指導については，土日等の研究指導の実施も可能とする。 

 

３ 授業の実施方法 
本研究科では，社会人学生に対して，通常開講時期に履修できない場合，一部の講

義科目において多様なメディアを高度に利用することで，通常開講以外の時間などで

履修しやすい環境を整える。 

研究指導においては，Skype 等を利用し対応する。 

 

４ 教員の負担の程度 

社会人学生の受け入れにより，夜間，土日の開講や研究指導を伴うことから，教員

の負担増がある程度予想されるが，社会人学生側も夜間や土日の開講よりも，前述し

た時間外等の学修方法の導入や，Skype 等による研究指導等の方法を求め，期待して
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いることから，実際の教員の負担は相当程度軽減できるものと考えている。  

 

５ 図書館・情報処理施設等の利用方法 
   本学の東広島キャンパスの図書館は，中央図書館では，授業期間中平日 24 時まで，

土・日曜は 10 時から 20 時まで開館，東千田キャンパスの図書館は，平日 22 時まで，

土・日曜は，13 時から 19 時まで開館しており，社会人学生も十分利用可能な体制を

整えている。また，東広島キャンパスの情報メディア教育研究センター本館は，平日

22 時まで，土・日曜は 8 時 30 分から 22 時まで開館，東千田キャンパスの未来創生セ

ンター情報端末室は平日 22 時まで，土曜は 8 時 30 分から 22 時まで開室しており，

社会人学生の夜間又は土・日曜の利用が可能となっている。   

 

６ 社会人特別選抜の実施 
入学者選抜試験において，博士課程前期・博士課程後期とも，社会人特別選抜を実

施し，社会人としての成果を反映させた選考を行う。 

 

７ 必要とされる分野である理由 
理工系分野の研究の発展及び技術の創出と社会実装を担う企業等の研究者・技術者

の中には博士の学位を取得していない者が多数存在するが，国際的に活躍する企業家

となるためには，博士学位取得が必要不可欠である。これらの者に大学院教育の機会

を提供することによって，卓越した専門性を備えた研究者・技術者であるとともに，

研究成果を社会課題の解決につなげる能力を持った人材を養成することができ，更に

は本研究科の教員の質的向上を図ることができる。こうした現状に鑑み，大学院設置

基準第 14 条に定める教育方法の特例を適用し，履修・単位修得の機会を広げて実務

経験を持つ社会人を受け入れ，社会のニーズに即した現場と密接に結び付いた研究を

推進して，社会的要請に応える。 

 

８ 教員組織の整備状況 
本研究科においては，第 14 条特例による授業を実施する教員組織は既に整備され

ている。 
 
 

ⅩⅠ多様なメディアを高度に利用して，授業を教室以外で行う場合 
本研究科では，遠隔地に居住している等の理由により頻繁に本学に通学できない学生

に対して，一部の講義科目で VOD（Video on Demand）サービス及び DVD 等のメディ

アを使用したビデオ講義，さらに授業支援システムの活用による授業を実施している。

また，研究指導については，Skype 等を利用し実施する。 
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１ 実施方法・実施場所 
本学では，教育研究目的での著作権処理済みの映像コンテンツを学内構成員に対し

て配信することができる VOD (Video On Demand) サービスを提供している。また，

e-Learning プラットフォームのひとつである Blackboard システム（以下 Bb9）を

導入し，学生と教員の対面を強く意識した e-Learning を可能としている。VOD サー

ビス及び DVD 等のメディアを活用して，学生の遠隔地でのビデオ講義受講を可能に

するとともに，Bb9 を活用して，「教員から学生への連絡事項の伝達」,「教員から学

生への教材・資料の配布」,「教員から学生への課題の提示」,「学生から教員への課題

の提出•提出課題の評価やコメントの確認」,「アンケートや小テストの解答」,「小テ

ストの評価やコメントの確認•教員への連絡」を行う。これらの機能により，受講した

試験やテスト，レポートの採点を行うことができる。 
 
   これらの実施方法については，「平成 13 年文部科学省告示第 51 号」に適合してい

る。 
 

２ 本学規則について 
(1) 広島大学大学院規則 

(授業の方法及び単位数の計算の基準) 
第 26 条 本学大学院の授業の方法については通則第 19 条の 2 の規定を，単位数の

計算の基準については通則第 19 条の 3 の規定を準用する。  
 

(2) 広島大学通則 
(教育課程の編成及び履修方法等) 

第 19 条の 2 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又は

これらの併用により行うものとする。 
2 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度

に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
3 第 1 項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多

様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場

合についても，同様とする。 
 

 

ⅩⅡ 管理運営 
１ 学長による研究科長指名 

本学では，「大学のガバナンス改革の推進について（審議まとめ）」（平成２６年２

月１２日 中央教育審議会大学分科会）や学校教育法の一部改正等を踏まえ，学長

のリーダーシップが発揮できるガバナンス体制の構築の一環として，部局長等の選

考方法について見直しを行った。 
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具体的には，学長は，原則として，部局から複数の部局長候補者の推薦を受け，

個別面談を行い，部局長を決定し任命することとした。初代先進理工系科学研究科

長については，学長指名により任命する。 
 

２ 教授会等の研究科管理運営組織 
学校教育法に基づき，本研究科の教授により構成する教授会を置く。 
教授会は，学生の入学及び課程の修了並びに学位の授与に関する事項，研究科共

通の重要事項（研究活動，社会貢献活動，将来構想等）を審議する。 
なお，可能な限り研究科長，副研究科長，学位プログラムの代表者（プログラム

長）等を構成員とした代議員会に教授会の審議を付託し，柔軟な運営を行う。 
また，各学位プログラムにプログラム教員会を置き，当該学位プログラムに対す

る責任体制を明確にした運営を行う。 
さらに，管理運営面（予算・決算等）での重要事項の企画立案を行うため，研究

科長及び副研究科長等から構成する研究科運営会議を置く。 
その他，学務委員会，入学試験委員会，広報委員会，自己点検・評価委員会，国

際交流・研究連携委員会，人事交流委員会等の常置委員会を置く。 

 

先進理工系科学研究科の運営体制図 
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ⅩⅢ 自己点検・評価 
１ 自己点検･評価の取組 

   本学における教育及び研究，組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自己

点検・評価を行うため，広島大学自己点検・評価規則(平成 26 年 9 月 16 日規則第 80
号)を定めるとともに，同規則第 6 条に規定する大学全体を単位として行う自己点検・

評価等の企画・立案及び実施する組織として学長の下に，広島大学評価委員会を設置

している。 
   評価委員会は，各研究科，原爆放射線医科学研究所及び病院から選出された全学的

な視点と各専門分野の専門性に配慮し，教育研究活動及び評価に識見を有する教員各

1 人，大学運営と評価に識見を有する理事室の職員若干人，その他の者で組織され，

本学の教育研究等の一層の向上を図るため，各部局等が行った自己点検・評価に対し

て学内において第三者的な視点から評価等を行い，これにより見出された課題への対

策及び改善提案を行っている。 
   また，この他にも，学外者（経営協議会の学外委員を含む。）による部局組織評価を

毎年度実施し，部局における教育研究活動等の質の確保及び向上に役立てている。 
   なお，本研究科においては，自己点検・評価に関する委員会を設置し，研究科独自

の自己点検・評価を実施することとしている。 
   さらに，全学的に学士課程教育，大学院課程教育等の教育の質の向上及び教育力の

強化に係る企画・評価・改善を図るための組織である教育本部に教育質保証委員会を

設置し，教育の質保証に関する全学の方針・責任体制を明確にし，質の確保及び向上

を図っている。 
   また，国立大学法人評価については，本学では，中期目標・計画ごとに担当理事，

担当理事室，担当部局等を明確にしており，この体制の下，教育，研究，国際交流・

社会貢献及び業務運営等の各項目について，評価委員会において中期目標期間を踏ま

えた進捗状況等となっているか検証を行い，進捗等の遅れ等について役員会へ報告す

るなど改善を促す仕組みを構築の上，毎年度の国立大学法人評価へ対応している。 
 
 
ⅩⅣ 認証評価 

１ 大学全体の取組（先進理工系科学研究科） 
   平成 21 年度及び平成 28 年度に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の実施す

る大学機関別認証評価，平成 20 年度，平成 25 年度及び平成 30 年度に同機関の実施

する専門職大学院認証評価を受審し，いずれも大学評価基準を満たしていると評価さ

れている。 
  (https://www.hiroshima-u.ac.jp/about/HU_self_evaluation/accreditation) 
 
    (自己点検・評価) 
     自己点検・評価の基本項目については，教育活動，研究活動，社会貢献活動及

https://www.hiroshima-u.ac.jp/about/HU_self_evaluation/accreditation
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び大学運営活動とし，細部の評価項目については，自己点検・評価の際に定め，

実施することとしている。また，国際研究活動を活発化するとともに，競争的環

境を醸成し，トップ研究者の層を厚くすることを目指し，部局ごとに上記の基本

項目を基に評価項目・方法等を定め，全教員に対して点数化による個人評価を厳

密に実施し，その処遇へ反映させるシステムを構築している。 
     なお，各部局が独自に行う教育研究活動等の状況に係る点検・評価についても，

評価委員会に報告を求め，部局等が行った自己点検・評価の結果に対して，必要

に応じ改善に資する意見を述べることができる仕組みとしている。 
 
 

ⅩⅤ 情報の公表 
   本学では大学公式 Web サイトや広報誌の発行等を通じて，広く社会へ情報の提供を

行っており，財務・総務担当の理事の下に広報グループを設置し，大学情報(教育研究

成果，社会貢献，産学官連携の成果など)の公開を推進している。 
   また，本学における広報活動を，組織的に展開し，戦略的かつ効果的に行うために，

学長，各理事等をメンバーとした広島大学広報企画戦略会議を設置し，広報戦略を策

定し，戦略的な広報活動を推進している。 
   主な情報提供活動については以下のとおり。 
 

(1) 大学公式 Web サイトを活用した情報提供 
   (https://www.hiroshima-u.ac.jp/) 
   大学案内，入試情報，教育・学生生活・就職，研究，社会・産学連携，留学・国際

交流，学部・大学院等，研究所・施設等 
 

(2) 教育研究活動等の状況に関する情報提供 
   (https://www.hiroshima-u.ac.jp/about/public_info/education_research_info) 
   大学の教育研究上の目的，教育研究上の基本組織，教員組織，教員の数並びに各教

員が有する学位及び業績，入学者に関する受入方針及び入学者の数，収容定員及び在

学する学生の数，卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及

び就職等の状況，授業科目，授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画，学修の成

果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準，校地，校舎等の施設及び設

備その他の学生の教育研究環境，授業料，入学料その他の大学が徴収する費用，大学

が行う学生の修学，進路選択及び心身の健康等に係る支援，教育上の目的に応じ学生

が修得すべき知識及び能力に関する情報等に関すること 
 

(3) 大学運営情報 
   (https://www.hiroshima-u.ac.jp/about/public_info/public_info1) 
   組織に関する情報，業務に関する情報，評価・監査に関する情報等 

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
https://www.hiroshima-u.ac.jp/about/public_info/education_research_info
https://www.hiroshima-u.ac.jp/about/public_info/public_info1
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(4) その他公表情報 

   (https://www.hiroshima-u.ac.jp/about/public_info/other_public_info) 
   学則等各種規則集，設置計画書・履行状況報告書等学部・大学院の設置に関する情

報，教員の養成等の状況等 
 
 

ⅩⅥ 教育内容等の改善のための組織的な研修等 
１ 全学的な取組 

本学では，教職員の資質・能力の向上を図るための組織的・体系的な人材育成活動

を統括するため，学長の下に人材育成推進本部を設置している。当本部にＦＤ委員会

とＳＤ委員会を設置し，さらにＦＤ委員会の下部組織として教育能力開発，研究能力

開発，マネジメント能力開発に係る部会を設置し，新採用教職員研修や授業方法の研

修等の教員を対象とした全学ＦＤを実施している。 

また，本学では，大学院課程教育等における企画，立案，点検・評価を行う組織と

して，教育本部を設置している。当本部に「教育質保証委員会」を置いて，授業につ

いての各教育組織と各担当教員の認識を高め，カリキュラムや授業方法等の改善につ

なげるため，学生による授業改善アンケートを実施している。 

 

２ 本研究科の取組 
本研究科では，研究科独自のＦＤを実施し，教員に必要な資質・能力の向上を図っ

ていく。 

また，学位プログラムの点検・評価等を行うため，「自己点検・評価委員会」を設

置し，全学が実施する学生による授業改善アンケートの実施結果等も参考にしつつ，

カリキュラムや授業方法等の改善を図っていく。 

 

https://www.hiroshima-u.ac.jp/about/public_info/other_public_info
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先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
数

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 
 

養成する人材像 
数学において，その専門分野における高度な研究能力及び専門能力を習得し，数学における幅広い学

識を有し，専門知識の応用，分析，評価ができ，さらにそれらを統合して創造できる能力を備えた研究
者及び教育者並びに数学者等と連携して課題解決に取り組むことのできる技術者を養成する。また，産
業界や他の科学分野に生じる数理的課題に取り組むことのできる高度な専門的能力を修得した研究者
を養成する。 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 数学プログラムでは，以下の能力

を身に付け，かつ，所定の単位数を

修得し，研究指導を受け，修士論文

の審査及び最終試験又は博士論文研

究基礎力審査に合格した学生に，「修

士（理学）」の学位を授与する。 
 
① 数学における幅広い学識と高度

な研究能力及び専門的能力を有し

ている。 
 
② 数学において，深い専門性と共

に，異分野に対する理解力を有し，

それらを融合・連携させる応用力

と実践力，課題発見能力を有して

いる。 
 
③ 国際・地域社会，産業界や他の

科学分野に生じる課題を数理的に

とらえ，分析することができ，多

分野の専門家と協働して，「持続可

能な発展を導く科学」の創出によ

り，社会の課題解決に向けて取り

組む能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 数学プログラムでは，ディプロ

マ・ポリシーに示す目標を学生が達

成できるように，以下の方針で教育

課程を編成し，実施する。 
 
 
 
① 数学及びその関連分野における

専門的な知識・能力を育成するた

め，プログラム専門科目を開設す

る。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

数学プログラムでは，以下のよう

な志や意欲をもち，それに必要な基

礎学力を持つ学生の入学を求める。 
 

 
 
 
① 数学的真理に対する強い探究心

にあふれ，目的意識と積極性を持

ち，数学の専門的研究や学際的研

究を推進する意欲を有する人 
 
② 数学分野に関連する研究者，教

育者，技術者など，専門性を有す

る職業に従事することを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，数学に関連

する学問領域における知識と研究

能力を身に付け，多角的視点から

「持続可能な発展を導く科学」の

構築や地域及び国際社会の課題解

決への熱意を有する人 
 
④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 
 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
物

理

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
自然科学の基盤学問としての物理学について，宇宙物理学・天文学，素粒子・原子核物理学，また，

先端光源を利用した物性物理学と放射光科学の幅広い専門的知識と真理を探求する手法を習得し，広い
視野と柔軟な思考力，研究・開発に携わる能力を備え，社会の課題解決に貢献できる研究者，教育者及
び高度専門技術者を養成する。 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 物理学プログラムでは，以下の能

力を身に付け，かつ，所定の単位数

を修得し，研究指導を受け，修士論

文の審査及び最終試験又は博士論文

研究基礎力審査に合格した学生に，

「修士（理学）」の学位を授与する。 
 
① 理学の基盤学問としての物理学

の最先端の専門的知識を有してい

る。 
 
② 物理学の深い専門性と共に，関

連する異分野に対する理解力を有

し，それらを融合して課題を発見

する能力を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「持

続可能な発展を導く科学」の創出

により，社会の課題解決に取り組

む能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 物理学プログラムでは，ディプロ

マ・ポリシーに示す目標を学生が達

成できるように，以下の方針で教育

課程を編成し，実施する。 
 
 
 
① 物理学及びその関連分野におけ

る専門的な知識・能力を育成する

ため，プログラム専門科目を開設

する。 
 
② 大学院共通科目を履修させて，

幅広く深い教養と「持続可能な発

展を導く科学」の創出への意欲を

育成するため，大学院共通科目を

開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

物理学プログラムでは，以下のよ

うな志や意欲をもち，それに必要な

基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 

 
① 物理学の分野で国際的なトップ

レベルの視野に立った最先端の素

養を身に付けたい人 
 

② 現代物理学の基礎知識をもと

に，物理学関連分野の研究職・教

育職・高度技術職を目指す人 
 

③ 幅広い教養と共に，物理学に関

連する学問領域における知識と研

究能力を身に付け，多角的視点か

ら「持続可能な発展を導く科学」

の構築や地域及び国際社会の課題

解決への熱意を有する人 
 
④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 
 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
地

球

惑

星

シ

ス

テ

ム

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
地球惑星科学に関連する基礎的または応用的な諸分野において，国際的に通用する専門知識と研究能

力を身に付けたうえで，広い視野を持って社会に貢献できる研究者，教育者及び高度専門技術者を養成
する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 地球惑星システム学プログラムで

は，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位数を修得し，研究指導を

受け，修士論文の審査及び最終試験

又は博士論文研究基礎力審査に合格

した学生に，「修士（理学）」の学位

を授与する。 
 
① 地球惑星科学における高度な研

究力と専門技術を身に付け，異分

野とも関連させて地球惑星をシス

テムとして捉える能力を有してい

る。 
 
② 地球惑星科学の深い専門性と共

に，関連する異分野に対する理解

力を有し，それらを融合して課題

を発見する能力を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，地

球惑星システム学の観点から「持

続可能な発展を導く科学」の創出

により，社会の課題解決に取り組

む能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 地球惑星システム学プログラムで

は，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下

の方針で教育課程を編成し，実施す

る。 
 
 
 
① 地球惑星科学及びその関連分野

における専門的な知識・能力を育

成するため，プログラム専門科目

を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

地球惑星システムプログラムで

は，以下のような志や意欲をもち，

それに必要な基礎学力を持つ学生の

入学を求める。 
 
 

 
 
① 地球惑星科学に関する高度な専

門知識と研究手法を修得する意欲

を有する人 
 

② 地球惑星科学に関連する研究

者，教育者，高度技術者など，専

門性を有する職業に従事すること

を目指す人 
 

③ 地球惑星科学に加えて，異分野

に対しても強い好奇心を持ち，幅

広い教養と共に，多角的視点から

「持続可能な発展を導く科学」の

構築や地域及び国際社会の課題解

決への熱意を有する人 
 
④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 
 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
基

礎

化

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
基礎化学に関する専門知識と実験技術を有し，幅広い視野を持って先端的研究を推進し，社会の課題

解決に貢献できる研究者及び高度専門技術者を養成する。また，基礎化学に関する専門的知識及び識見
を有し，普遍的な化学の法則や基本原理を未来へ継承することができる教育者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 基礎化学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，修士

論文の審査及び最終試験又は博士論

文研究基礎力審査に合格した学生

に，「修士（理学）」の学位を授与す

る。 
 
① 基礎化学における高度な研究力

と専門技術を有している。 
 
② 基礎化学の深い専門性と共に，

異分野に対する理解力を有し，そ

れらを融合・連携させる応用力と

実践力，課題発見能力を有してい

る。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「持

続可能な発展を導く科学」の創出

により，社会の課題解決に取り組

む能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 基礎化学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 基礎化学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，プログラム専門科目を開

設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

基礎化学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 
 
 

① 基礎化学の基礎知識及び理解

力・考察力・表現力と，学術研究

や学際的研究への意欲を有する人 
 
② 基礎化学分野に関連する研究者

や技術者など，専門性を有する職

業に従事することを目指す人 
 

③ 幅広い教養と共に，基礎化学に

関連する学問領域における知識と

研究能力を身に付け，多角的視点

から「持続可能な発展を導く科学」

の構築や地域及び国際社会の課題

解決への熱意を有する人 
 
④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 
 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
応

用

化

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
物質の物性・構造・反応性等の分子レベルでの解析，及び機能性新物質の設計・開発を通じて新しい

化学システムに結びつける能力と広い分野への理解力を有するとともに，環境に安全な分子・反応の設
計から環境調和型プロセスの開発に至る化学的なアプローチを通じて社会に貢献できる研究者及び高
度専門技術者を養成する。 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 応用化学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，修士

論文の審査及び最終試験又は博士論

文研究基礎力審査に合格した学生

に，「修士（工学）」の学位を授与す

る。 
   
① 応用化学における高度な研究力

と専門技術を有している。 
 
 
② 応用化学の深い専門性と共に，

異分野に対する理解力を有し，そ

れらを融合・連携させる応用力と

実践力，課題発見能力を有してい

る。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決に取り組む能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 応用化学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 応用化学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，プログラム専門科目を開

設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

応用化学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 
 
 

① 学術的な研究や学際的な活動に

ついて，意欲を有する人 
 

② 応用化学分野に関連する研究者

や技術者など，専門性を有する職

業に従事することを目指す人 
 

③ 幅広い教養と共に，応用化学に

関連する学問領域における知識と

研究能力を身に付け，多角的視点

から「持続可能な発展を導く科学」

の構築や地域及び国際社会の課題

解決への熱意を有する人 
 
④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 
 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
化

学

工

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
化学及び化学工学に関わる知識をベースとして，ローカル及びグローバルな視点からの課題発見と問

題解決能力を身に付け，次世代の化学産業を始めとする製造業の発展を担える高度専門技術者及び研究
者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 化学工学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，修士

論文の審査及び最終試験又は博士論

文研究基礎力審査に合格した学生

に，「修士（工学）」の学位を授与す

る。 
 
① 化学工学における高度な研究力

と専門技術を有している。 
 
② 化学工学の深い専門性と共に，

異分野に対する理解力を有し，そ

れらを融合・連携させる応用力と

実践力，課題発見能力を有してい

る。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「技

術の社会実装により，社会の課題

解決に取り組む能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 化学工学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 化学工学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，プログラム専門科目を開

設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

化学工学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 
 
 

① 学術的な研究や学際的な活動に

ついて，意欲を有する人 
 

② 化学工学分野に関連する研究者

や技術者など，専門性を有する職

業に従事することを目指す人 
 

③ 幅広い教養と共に，化学工学に

関連する学問領域における知識と

研究能力を身に付け，多角的視点

から「持続可能な発展を導く科学」

の構築や地域及び国際社会の課題

解決への熱意を有する人 
 

④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 
 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
電

気

シ

ス

テ

ム

制

御

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
大規模・複雑化したシステム，人間と有機的に統合されたシステム等，社会を支えるさまざまな実シ

ステムを，システム工学の観点から効果的に運用するための幅広い基礎知識及び最新の技術・応用に関
する専門知識を修得し，高度な技術を先導できる高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 電気システム制御プログラムで

は，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位数を修得し，研究指導を

受け，修士論文の審査及び最終試験

又は博士論文研究基礎力審査に合格

した学生に，「修士（工学）」の学位

を授与する。 
 
① 電気システム制御分野の核とな

る電気工学・システム工学におけ

る高度な研究力と専門技術を有し

ている。 
 
② 電気システム制御分野の核とな

る電気工学・システム工学の深い

専門性と共に，異分野に対する理

解力を有し，それらを融合・連携

させる応用力と実践力，課題発見

能力を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決に取り組む能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 電気システム制御プログラムで

は，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下

の方針で教育課程を編成し，実施す

る。 
 
 
 
① 電気システム制御分野の核とな

る電気工学・システム工学及びそ

の関連分野における専門的な知

識・能力を育成するため，プログ

ラム専門科目を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

電気システム制御プログラムで

は，以下のような志や意欲をもち，

それに必要な基礎学力を持つ学生の

入学を求める。 
 
 

 
 
① 学術的な研究や学際的な活動に

ついて，意欲を有する人 
 

② 電気システム制御分野の核とな

る電気工学・システム工学に関連

する研究者や技術者など，専門性

を有する職業に従事することを目

指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，電気システ

ム制御に関連する学問領域におけ

る知識と研究能力を身に付け，多

角的視点から「持続可能な発展を

導く科学」の構築や地域及び国際

社会の課題解決への熱意を有する

人 
 

④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
機

械

工

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
機械工学に関する専門的知識とその工学的応用に関する幅広い知識と教養を有し，狭い専門性にとら

われない広い視野を持って，グローバルな視点から次世代機械技術の設計・製造，及び新時代の機械シ
ステムの最適化，高機能化，知能化の研究開発を遂行できる研究者及び高度専門技術者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 機械工学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，修士

論文の審査及び最終試験又は博士論

文研究基礎力審査に合格した学生

に，「修士（工学）」の学位を授与す

る。 
 
① 機械工学における高度な研究力

と専門技術を有している。 
 
② 機械工学の深い専門性と共に，

異分野に対する理解力を有し，そ

れらを融合・連携させる応用力と

実践力，課題発見能力を有してい

る。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決に取り組む能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 機械工学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
  
 
 
 
① 機械工学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，プログラム専門科目を開

設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

機械工学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 
 

 
① 学術的な研究や学際的な活動に

ついて，意欲を有する人 
 

② 機械工学分野に関連する研究者

や技術者など，専門性を有する職

業に従事することを目指す人 
 

③ 幅広い教養と共に，機械工学に

関連する学問領域における知識と

研究能力を身に付け，多角的視点

から「持続可能な発展を導く科学」

の構築や地域及び国際社会の課題

解決への熱意を有する人 
 

④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 
 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
輸

送

・ 
環

境

シ

ス

テ

ム

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
輸送システム工学や環境システム工学に関する基礎から応用までの幅広い知識をベースに，人工物で

ある輸送機器等と自然環境とが調和した共生システムを構築・創造でき，他の専門分野との融合的理解
を実現しながら総合的に社会の課題解決に取り組むことのできる高度専門技術者及び先進的な研究を
遂行できる研究者を養成する。 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 輸送・環境システムプログラムで

は，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位数を修得し，研究指導を

受け，修士論文の審査及び最終試験

又は博士論文研究基礎力審査に合格

した学生に，「修士（工学）」の学位

を授与する。 
 
① 輸送システム工学，環境システ

ム工学における高度な研究力と専

門技術を有している。 
 
② 輸送システム工学，環境システ

ム工学の深い専門性と共に，異分

野に対する理解力を有し，それら

を融合・連携させる応用力と実践

力，課題発見能力を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決に取り組む能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 輸送・環境システムプログラムで

は，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下

の方針で教育課程を編成し，実施す

る。 
 
 
 
① 輸送システム工学，環境システ

ム工学及びその関連分野における

専門的な知識・能力を育成するた

め，プログラム専門科目を開設す

る。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

輸送・環境システムプログラムで

は，以下のような志や意欲をもち，

それに必要な基礎学力を持つ学生の

入学を求める。 
 

 
 

 
① 学術的な研究や学際的な活動に

ついて，意欲を有する人 
 

② 輸送システム工学，環境システ

ム工学の各分野に関連する研究者

や技術者など，専門性を有する職

業に従事することを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，輸送システ

ム工学，環境システム工学に関連

する学問領域における知識と研究

能力を身に付け，多角的視点から

「持続可能な発展を導く科学」の

構築や地域及び国際社会の課題解

決への熱意を有する人 
 

④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
建

築

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
建築物の計画，構造，意匠，環境，材料，生産及び都市計画に関する専門知識とそれらを統合する実

践的能力を持ち，建築物の使用者や社会のニーズに応えるための技術開発や各種活動を，国内外におい
て実施できる高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 建築学プログラムでは，以下の能

力を身に付け，かつ，所定の単位数

を修得し，研究指導を受け，修士論

文の審査及び最終試験又は博士論文

研究基礎力審査に合格した学生に，

「修士（工学）」の学位を授与する。 
 
① 建築学における高度な研究力と

専門技術を有している。 
 
② 建築学の深い専門性と共に，異

分野に対する理解力を有し，それ

らを融合・連携させる応用力と実

践力，課題発見能力を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決に取り組む能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 建築学プログラムでは，ディプロ

マ・ポリシーに示す目標を学生が達

成できるように，以下の方針で教育

課程を編成し，実施する。 
 
 
 
① 建築学及びその関連分野におけ

る専門的な知識・能力を育成する

ため，プログラム専門科目を開設

する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

建築学プログラムでは，以下のよ

うな志や意欲をもち，それに必要な

基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 
 

① 学術的な研究や学際的な活動に

ついて，意欲を有する人 
 

② 建築学分野に関連する研究者や

技術者など，専門性を有する職業

に従事することを目指す人 
 

③ 幅広い教養と共に，建築学に関

連する学問領域における知識と研

究能力を身に付け，多角的視点か

ら「持続可能な発展を導く科学」

の構築や地域及び国際社会の課題

解決への熱意を有する人 
 

④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 
 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
社

会

基

盤

環

境

工

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
社会基盤環境工学に関する幅広い知識と高い倫理観，使命感を有し，国内外の社会基盤の整備・維持，

防災，環境保全を先導できる技術系行政官，高いマネジメント能力とグローバルな視点をもとに国内外
の社会基盤の課題解決に対応できる高度専門技術者，及び，社会基盤の整備，防災，地球・地域環境の
保全に資する最先端技術の開発を担う研究者を養成する。 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 社会基盤環境工学プログラムで

は，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位数を修得し，研究指導を

受け，修士論文の審査及び最終試験

又は博士論文研究基礎力審査に合格

した学生に，「修士（工学）」の学位

を授与する。 
 
① 社会基盤環境工学の核となる構

造工学，土木環境学，防災工学に

おける高度な研究力と専門技術を

有している。 
 
② 社会基盤環境工学の核となる構

造工学，土木環境学，防災工学の

深い専門性と共に，異分野に対す

る理解力を有し，それらを融合・

連携させる応用力と実践力，課題

発見能力を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決に取り組む能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 社会基盤環境工学プログラムで

は，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下

の方針で教育課程を編成し，実施す

る。 
 
 
 
① 社会基盤環境工学の核となる構

造工学，土木環境学，防災工学及

びその関連分野における専門的な

知識・能力を育成するため，プロ

グラム専門科目を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

社会基盤環境工学プログラムで

は，以下のような志や意欲をもち，

それに必要な基礎学力を持つ学生の

入学を求める。 
 
 

 
 
① 学術的な研究や学際的な活動に

ついて，意欲を有する人 
 

② 社会基盤環境工学の核となる構

造工学，土木環境学，防災工学分

野において高度専門技術者や研究

者として活躍することを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，社会基盤環

境工学に関連する学問領域におけ

る知識と研究能力を身に付け，多

角的視点から「持続可能な発展を

導く科学」の構築や地域及び国際

社会の課題解決への熱意を有する

人 
 

④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
情

報

科

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
インフォマティクスとデータサイエンスの知識とスキルを土台として，先端的研究・開発の場におい

て高度な技術を社会的・学際的課題に対して実践する能力を備えるとともに，チームの一員として研
究・開発を推進できる優れた資質を持つ国際色豊かな高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 情報科学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，修士

論文の審査及び最終試験又は博士論

文研究基礎力審査に合格した学生

に，「修士（情報科学）」の学位を授

与する。 
 
① 情報科学における高度な研究力

と専門技術を有している。 
 
② 情報科学の深い専門性と共に，

異文化に対する理解力を有し，そ

れらを融合・連携させる応用力と

実践力，課題発見能力を有してい

る。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決に取り組む能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 情報科学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 情報科学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，プログラム専門科目を開

設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

情報科学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
  

 
 
 
① 学術的な研究や学際的な活動に

ついて，意欲を有する人 
 

② 情報科学分野において高度専門

技術者や研究者として活躍するこ

とを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，情報科学に

関連する学問領域における知識と

研究能力を身に付け，多角的視点

から「持続可能な発展を導く科学」

の構築や地域及び国際社会の課題

解決への熱意を有する人 
 

④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 
 

 
 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

量

子

物

質

科

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
物質基礎科学，物性物理学，物性工学，電子工学の専門知識を身に付け，またこれらを，社会が求め

る新しい機能を有する物質・材料・デバイス・システムの創成・設計・実現に応用することで，国際社
会や地域社会に貢献できる研究者，教育者及び高度専門技術者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 量子物質科学プログラムでは，以

下の能力を身に付け，かつ，所定の

単位数を修得し，研究指導を受け，

修士論文の審査及び最終試験又は博

士論文研究基礎力審査に合格した学

生に，主たる研究テーマ及び専門領

域に応じて，「修士（工学），修士（理

学）又は修士（学術）」の学位を授与

する。 
 
① 物質基礎科学，物性物理学，物

性工学，電子工学を基礎にした高

度な研究力と専門技術を有してい

る。 
 
② 深い専門性と共に，異分野に対

する理解力を有し，それらを融

合・連携させる応用力と実践力，

課題発見能力を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「持

続可能な発展を導く科学」の創出

や技術の社会実装などにより，社

会の課題解決に取り組む能力を有

している。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 量子物質科学プログラムでは，デ

ィプロマ・ポリシーに示す目標を学

生が達成できるように，以下の方針

で教育課程を編成し，実施する。 
  
 
 
 
 
 
① 物質基礎科学，物性物理学，物

性工学，電子工学及びその関連分

野における専門的な知識・能力を

育成するため，プログラム専門科

目を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，研究科や専門領域を超

えた広い視野と社会への関心や問

題意識を涵養するため，大学院共

通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設するする。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

量子物質科学プログラムでは，以

下のような志や意欲をもち，それに

必要な基礎学力を持つ学生の入学を

求める。 
 
 
 
 
 

 
① 物質基礎科学，物性物理学，物

性工学，電子工学の各分野におけ

る研究者や技術者など，専門性を

要する職業に従事することを目指

す人 
 

② 入学前の経歴にとらわれず，上

記の専門分野に関する知識やスキ

ルの修得に挑戦する意欲を持つ人 
 

③ 学問的な観点からの科学の探求

やその応用だけでなく，起業など

新たなビジネスへの取り組みを目

指す人 
 

④ 幅広い教養と共に，物質基礎科

学，物性物理学，物性工学，電子

工学に関連する学問領域における

知識と研究能力を身に付け，多角

的視点から「持続可能な発展を導

く科学」の構築や地域及び国際社

会の課題解決への熱意を有する人 
 

⑤ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程前期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

理

工

学

融

合

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
自然指向型，人間指向型の視点を理解し，国内はもとより国際舞台で活躍することのできる，自然環

境・自然災害，総合物理，情報システム環境，開発技術などの中核となる専門分野及び関連分野の研究
能力と専門知識・技能及び学際的な視野を身に付けた研究者，教育者，あるいは多様な文化の理解力と
グローバルな洞察力を基盤にした俯瞰的な視野と問題解決能力を有する行政官及び高度専門職業人を
養成する。 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 理工学融合プログラムでは，以下

の能力を身に付け，所定の単位数を

修得し，修士論文の審査及び最終試

験又は博士論文研究基礎力審査に合

格した学生に，研究テーマ及び専門

領域に応じて「修士（工学），修士（国

際協力学），修士（学術）」のいずれ

かの学位を授与する。 
 
① 中核となる基盤分野である，自

然環境・自然災害，総合物理，情

報システム環境，開発技術，及び

その融合分野における高度な研究

力と専門技術を有している。 
 
② 中核となる自然環境・自然災害，

総合物理，情報システム環境，開

発技術分野の深い専門性を基盤と

しながら，自然指向型思考と人間

指向型思考の両視点に立つことで

融合分野に対する理解力を有し，

自然と人間との共生・共存のため

の応用力と実践力，課題発見能力

を有している。 
 
③ 多分野の高度専門職業人と協働

して，「持続可能な発展を導く科

学」の創出や技術の社会実装など

により，社会の課題解決に取り組

む能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と研究倫理の理

解，異分野への情報発信能力，国

際的・学際的なコミュニケーショ

ン能力を有している。 

 理工学融合プログラムでは，ディ

プロマ・ポリシーに示す目標を学生

が達成できるように，以下の方針で

教育課程を編成し，実施する。 
  
 
 
 
 
① 中核となる基盤分野である自然

環境・自然災害，総合物理，情報

システム環境，開発技術における

専門的な知識・能力を育成するた

め，自然指向型と人間指向型の視

点から構成されたプログラム専門

科目を開設する。 
 
② グローバルな視点から「持続可

能な発展を導く科学」の創出への

意欲を育成し，研究科や専門領域

を超えた広い視野と社会への関心

や問題意識を涵養するため，大学

院共通科目を開設する。 
 
③ 異分野理解，学際性涵養のため，

他の学位プログラムの授業科目の

履修を必修とする。 
 
④ 実践力にも優れた人材を養成す

るため，特別演習科目を開設する。 
 
⑤ 広範な課題発見能力の涵養のた

め，主指導教員と，主指導教員と

は専門の異なる教員を含む２人以

上の副指導教員との複数指導体制

で行う特別研究を開設する。 
 
⑥ 国際的な研究活動に向けた基礎

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑦ 社会実践能力を身に付けるた

め，研究科共通科目（社会性）を

開設する。 

理工学融合プログラムでは，以下

のような志や意欲をもち，それに必

要な基礎学力を持つ学生の入学を求

める。 
  
 
 
 
 

① 先進的で高度な学術研究や学際

的研究を推進する意欲を有する人 
 

② 自然指向型思考と人間指向型思

考を併せ持ち，新しい学問分野に

関心のある人 
 
③ 幅広い教養と共に，理学，工学

に関連する学問領域や，情報科学，

国際協力学などの融合領域におけ

る知識と研究能力を身に付け，多

角的視点から「持続可能な発展を

導く科学」の構築や地域及び国際

社会の課題解決への熱意を有する

人 
 

④ 社会人としての良識や倫理観を

身に付けた人 

 



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
数

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 
 

養成する人材像 
数学において，その専門分野における卓越した研究能力及び専門能力を習得し，数学における幅広い

学識を有し，専門知識の応用，分析，評価ができ，さらにそれらを統合して創造できる能力を備えた研
究者及び教育者並びに数学者等と連携して課題解決に取り組むことのできる技術者を養成する。また，
国際的な視野に立った学識を備え，数学分野における研究を自立して遂行でき，産業界や他の科学分野
に生じる数理的課題に取り組むことのできる高度な専門的能力を習得した研究者を養成する。 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
数学プログラムでは，以下の能力

を身に付け，かつ，所定の単位数を

修得し，研究指導を受け，博士論文

の審査及び最終試験に合格した学生

に，「博士（理学）」の学位を授与す

る。 
 
 
① 数学における専門知識の応用，

分析，評価ができ，それらを統合

して創造する能力，及び学術成果

を国内外に発信する能力を有して

いる。 
 
② 数学の深い専門性と共に，国際

的・学際的な視野に立った学識を

備え，それらを融合・連携させた

課題発見能力及び解決能力を有し

ている。 
 
③ 産業界や他の科学分野に生じる

課題を数理的にとらえ，分析する

ことができ，多分野の専門家と協

働して，「持続可能な発展を導く科

学」の創出により，社会の課題解

決を先導する能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 
 

 数学プログラムでは，ディプロ

マ・ポリシーに示す目標を学生が達

成できるように，以下の方針で教育

課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 数学及びその関連分野における

専門的な知識・能力を育成するた

め，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を 育成し，学際的かつ国際的な

視野と社会への関心や問題意識を

涵養するため，大学院共通科目を

開設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

数学プログラムでは，以下のよう

な志や意欲をもち，それに必要な基

礎学力を持つ学生の入学を求める。 
 

 
 
 
 
① 数学的真理に対する強い探究心

にあふれ，目的意識と積極性を持

ち，数学の専門的研究や学際的研

究をリードする意欲を有する人 
 
② 数学分野に関連する研究者，教

育者，高度専門技術者など，専門

性を有する職業において指導的役

割を担うことを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，数学に関連

する学問領域における幅広い学識

と高度な研究能力を身に付け，多

角的視点から「持続可能な発展を

導く科学」の構築や地域及び国際

社会の課題解決への熱意を有する

人 
 
④ 社会人としての良識と研究者と

しての倫理観を身に付けた人 

 
 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
物

理

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
自然科学の基盤学問としての物理学について，宇宙物理学・天文学，素粒子・原子核物理学，また，

先端光源を利用した物性物理学と放射光科学の幅広い専門的知識と真理を探求する手法を習得し，広い
視野と柔軟な思考力，国際的な舞台で研究・開発に携わる卓越した能力を備え，社会の課題解決に貢献
できる研究者，教育者及び高度専門技術者を養成する。 
 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 物理学プログラムでは，以下の能

力を身に付け，かつ，所定の単位数

を修得し，研究指導を受け，博士論

文の審査及び最終試験に合格した学

生に，「博士（理学）」の学位を授与

する。 
 
 
① 理学の基盤学問としての物理学

の卓越した研究力と専門技術を有

し，学術成果を国内外に発信する

能力を有している。 
 
② 物理学の深い専門性と共に，学

際的視野と社会実践能力を兼ね備

え，異分野を融合・連携させた課

題発見能力及び解決能力を有して

いる。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「持

続可能な発展を導く科学」の創出

により，社会の課題解決を先導す

る能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 物理学プログラムでは，ディプロ

マ・ポリシーに示す目標を学生が達

成できるように，以下の方針で教育

課程を編成し，実施する 
 
 
 
 
① 物理学及びその関連分野におけ

る専門的な知識・能力を育成する

ため，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

物理学プログラムでは，以下のよ

うな志や意欲をもち，それに必要な

基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 

 
 
① 物理学の分野で国際的なトップ

レベルの視野に立った最先端での

活躍を目指す人 
 

② 先端的物理学の基礎知識をもと

に，物理学関連分野の研究者・教

育者・高度専門技術者など，専門

性を有する職業において指導的な

役割を担う目指す人 
 

③ 幅広い教養と共に，物理学に関

連する学問領域における幅広い学

識と高度な研究能力を身に付け，

多角的視点から「持続可能な発展

を導く科学」の構築や地域及び国

際社会の課題解決への熱意を有す

る人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人。 

 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
地

球

惑

星

シ

ス

テ

ム

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
地球惑星科学に関連する基礎的または応用的な諸分野において，国際的に通用する高度な専門知識と

卓越した研究能力を身に付けたうえで，広い視野を持って社会に貢献できる研究者，教育者及び高度専
門技術者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 地球惑星システム学プログラムで

は，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位数を修得し，研究指導を

受け，博士論文の審査及び最終試験

に合格した学生に，「博士（理学）」

の学位を授与する。 
 
 
① 地球惑星科学における卓越した

研究力と専門技術を身に付け，異

分野とも関連させて地球惑星をシ

ステムとして捉える能力を有して

いる。 
 
② 地球惑星科学の深い専門性と共

に，学際的視野と社会実践能力を

兼ね備え，異分野を融合・連携さ

せた課題発見能力及び解決能力を

有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，地

球惑星システム学の観点から「持

続可能な発展を導く科学」の創出

により，社会の課題解決を先導す

る能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 地球惑星システム学プログラムで

は，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下

の方針で教育課程を編成し，実施す

る 
 
 
 
① 地球惑星科学及びその関連分野

における専門的な知識・能力を育

成するため，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

地球惑星システムプログラムで

は，以下のような志や意欲をもち，

それに必要な基礎学力を持つ学生の

入学を求める。 
 
 

 
 
① 地球惑星科学に関する高度な専

門知識と研究手法を修得し，先進

的で卓越した研究をリードする意

欲を有する人 
 

② 地球惑星科学に関連する研究

者，教育者，高度専門技術者など，

高度な専門性を有する職業におい

て指導的な役割を担うことを目指

す人 
 

③ 地球惑星科学に加えて，異分野

に対しても強い好奇心を持ち，幅

広い教養と共に，多角的視点から

「持続可能な発展を導く科学」の

構築や地域及び国際社会の課題解

決への熱意を有する人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 
 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
基

礎

化

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
基礎化学に関する高度な専門知識と実験技術を有し，グローバルな問題を見通す幅広い視野を持って

先端的研究を推進し，社会の課題解決に貢献できる研究者・高度専門技術者を養成する。また，基礎化
学に関する高度な専門的知識及び識見を有し，普遍的な化学の法則や基本原理を未来へ継承することが
できる教育者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 基礎化学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，博士

論文の審査及び最終試験に合格した

学生に，「博士（理学）」の学位を授

与する。 
 
 
① 基礎化学における卓越した研究

力と専門技術を有し，学術成果を

国内外に発信する能力を有してい

る。 
 
② 基礎化学の深い専門性と共に，

学際的視野と社会実践能力を兼ね

備え，異分野を融合・連携させた

課題発見能力及び解決能力を有し

ている。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「持

続可能な発展を導く科学」の創出

により，社会の課題解決を先導す

る能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 基礎化学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 基礎化学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。  
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。。 

基礎化学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 
 
 

① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
 
② 基礎化学に関連する研究者や高

度専門技術者など，専門性を有す

る職業において指導的な役割を担

うことを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，基礎化学に

関連する学問領域における幅広い

学識と高度な研究能力を身に付

け，多角的視点から「持続可能な

発展を導く科学」の構築や地域及

び国際社会の課題解決への熱意を

有する人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
応

用

化

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
新しい機能性物質や新エネルギーの創製能力と広い分野への理解力をベースとして，より高い視点か

ら社会の課題を解決できる実践的な研究開発能力や独自の研究計画の策定能力や国際性を身に付けた，
指導者としても活躍できる研究者及び高度専門技術者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 応用化学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，博士

論文の審査及び最終試験に合格した

学生に，「博士（工学）」の学位を授

与する。 
 
 
① 応用化学における卓越した研究

力と専門技術を有し，学術成果を

国内外に発信する能力を有してい

る。 
 
② 応用化学の深い専門性と共に，

学際的視野と社会実践能力を兼ね

備え，異分野を融合・連携させた

課題発見能力及び解決能力を有し

ている。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決を先導する能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際コミュニケーシ

ョン能力を有している。 

 応用化学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 応用化学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。  
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

応用化学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 

 
 
 
① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
 
 
② 応用化学に関連する研究者や高

度専門技術者など，専門性を有す

る職業において指導的な役割を担

うことを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，応用化学に

関連する学問領域における幅広い

学識と高度な研究能力を身に付

け，多角的視点から「持続可能な

発展を導く科学」の構築や地域及

び国際社会の課題解決への熱意を

有する人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 
 

 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
化

学

工

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
化学及び化学工学に関わる高度な知識をベースとして，ローカル及びグローバルな視点からの課題発

見と問題解決能力を身に付け，国際的に活躍できる次世代の化学産業を始めとする製造業の発展を担え
る高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 化学工学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，博士

論文の審査及び最終試験に合格した

学生に，「博士（工学）」の学位を授

与する。 
 
 
① 化学工学における卓越した研究

力と専門技術を有し，学術成果を

国内外に発信する能力を有してい

る。 
 
② 化学工学の深い専門性と共に，

学際的視野と社会実践能力を兼ね

備え，異分野を融合・連携させた

課題発見能力及び解決能力を有し

ている。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「技

術の社会実装により，社会の課題

解決を先導する能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 化学工学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 化学工学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

化学工学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 
 
 

① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
 
② 化学工学に関連する研究者や高

度専門技術者など，専門性を有す

る職業において指導的な役割を担

うことを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，化学工学に

関連する学問領域における幅広い

学識と高度な研究能力を身に付

け，多角的視点から「持続可能な

発展を導く科学」の構築や地域及

び国際社会の課題解決への熱意を

有する人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
電

気

シ

ス

テ

ム

制

御

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
大規模・複雑化したシステム，人間と有機的に統合されたシステム等，社会を支えるさまざまな実シ

ステムを，システム工学の観点から数理学的基礎に基づいて解析，設計，制御及び運用するための新し
い方法論の開発を担い，人類が未経験の課題に対してもグローバルな視点を持って分野横断的・組織的
に対応できる高度専門技術者，研究者及び教育者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 電気システム制御プログラムで

は，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位数を修得し，研究指導を

受け，博士論文の審査及び最終試験

に合格した学生に，「博士（工学）」

の学位を授与する。 
 
 
① 電気システム制御分野の核とな

る電気工学・システム工学におけ

る卓越した研究力と専門技術を有

し，学術成果を国内外に発信する

能力を有している。 
 
② 電気システム制御分野の核とな

る電気工学・システム工学の深い

専門性と共に，学際的視野と社会

実践能力を兼ね備え，異分野を融

合・連携させた課題発見能力及び

解決能力を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「技

術の社会実装により，社会の課題

解決を先導する能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 電気システム制御プログラムで

は，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下

の方針で教育課程を編成し，実施す

る。 
 
 
 
① 電気システム制御分野の核とな

る電気工学・システム工学及びそ

の関連分野における専門的な知

識・能力を育成するため，特別研

究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

電気システム制御プログラムで

は，以下のような志や意欲をもち，

それに必要な基礎学力を持つ学生の

入学を求める。 
 
 
 

 
① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
 
② 電気システム制御分野の核とな

る電気工学・システム工学に関連

する研究者や高度専門技術者な

ど，専門性を有する職業において

指導的な役割を担うことを目指す

人 
 
③ 幅広い教養と共に，電気システ

ム制御に関連する学問領域におけ

る幅広い学識と高度な研究能力を

身に付け，多角的視点から「持続

可能な発展を導く科学」の構築や

地域及び国際社会の課題解決への

熱意を有する人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
機

械

工

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
機械工学に関する高度な専門的知識とその工学的応用に関する幅広い知識と教養を有し，狭い専門性

にとらわれない広い視野を持って，グローバルな視点から次世代機械技術の設計・製造，及び新時代の
機械システムの最適化，高機能化，知能化の先進的で高度な研究開発を先導できる研究者及び高度専門
技術者を養成する。  

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 機械工学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，博士

論文の審査及び最終試験に合格した

学生に，「博士（工学）」の学位を授

与する。 
  
 
① 機械工学における卓越した研究

力と専門技術を有し，学術成果を

国内外に発信する能力を有してい

る。 
 
② 機械工学の深い専門性と共に，

学際的視野と社会実践能力を兼ね

備え，異分野を融合・連携させた

課題発見能力及び解決能力を有し

ている。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「技

術の社会実装により，社会の課題

解決を先導する能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 機械工学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 機械工学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

機械工学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 

 
 
① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
 
② 機械工学に関連する研究者や高

度専門技術者など，専門性を有す

る職業において指導的な役割を担

うことを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，機械工学に

関連する学問領域における幅広い

学識と高度な研究能力を身に付

け，多角的視点から「持続可能な

発展を導く科学」の構築や地域及

び国際社会の課題解決への熱意を

有する人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
輸

送

・ 
環

境

シ

ス

テ

ム

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
輸送システム工学や環境システム工学に関する基礎から応用までの幅広い知識をベースに，人工物で

ある輸送機器等と自然環境とが調和した共生システムを構築・創造でき，他の専門分野との融合的理解
を実現しながら総合的に社会の課題解決に取り組むことのできる高度専門技術者及び最先端の研究を
遂行できる研究者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 輸送・環境システムプログラムで

は，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位数を修得し，研究指導を

受け，博士論文の審査及び最終試験

に合格した学生に，「博士（工学）」

の学位を授与する。 
 
 
① 輸送システム工学，環境システ

ム工学における卓越した研究力と

専門技術を有し，学術成果を国内

外に発信する能力を有している。 
 
② 輸送システム工学，環境システ

ム工学の深い専門性と共に，学際

的視野と社会実践能力を兼ね備

え，異分野を融合・連携させた課

題発見能力及び解決能力を有して

いる。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決を先導する能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 輸送・環境システムプログラムで

は，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下

の方針で教育課程を編成し，実施す

る。 
 
 
 
① 輸送システム工学，環境システ

ム工学及びその関連分野における

専門的な知識・能力を育成するた

め，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

輸送・環境システムプログラムで

は，以下のような志や意欲をもち，

それに必要な基礎学力を持つ学生の

入学を求める。 
 

 
 

 
① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
 
② 輸送システム工学，環境システ

ム工学の各分野に関連する研究者

や高度専門技術者など，専門性を

有する職業において指導的な役割

を担うことを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，輸送システ

ム工学，環境システム工学に関連

する学問領域における幅広い学識

と高度な研究能力を身に付け，多

角的視点から「持続可能な発展を

導く科学」の構築や地域及び国際

社会の課題解決への熱意を有する

人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
建

築

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
建築物の計画，構造，意匠，環境，材料，生産及び都市計画に関する専門知識とそれらを統合する実

践的能力を持ち，建築物の使用者や社会のニーズに応えるための技術開発や各種活動を，国内外におい
て指導者的立場で実施できる高度専門技術者，研究者及び教育者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 建築学プログラムでは，以下の能

力を身に付け，かつ，所定の単位数

を修得し，研究指導を受け，博士論

文の審査及び最終試験に合格した学

生に，「博士（工学）」の学位を授与

する。 
  
 
① 建築学における卓越した研究力

と専門技術を有し，学術成果を国

内外に発信する能力を有してい

る。 
 
② 建築学の深い専門性と共に，学

際的視野と社会実践能力を兼ね備

え，異分野を融合・連携させた課

題発見能力及び解決能力を有して

いる。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決を先導する能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 建築学プログラムでは，ディプロ

マ・ポリシーに示す目標を学生が達

成できるように，以下の方針で教育

課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 建築学及びその関連分野におけ

る専門的な知識・能力を育成する

ため，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

建築学プログラムでは，以下のよ

うな志や意欲をもち，それに必要な

基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
 
 
 
 

① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
 
② 建築学に関連する研究者や高度

専門技術者など，専門性を有する

職業において指導的な役割を担う

ことを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，建築学に関

連する学問領域における幅広い学

識と高度な研究能力を身に付け，

多角的視点から「持続可能な発展

を導く科学」の構築や地域及び国

際社会の課題解決への熱意を有す

る人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

社

会

基

盤

環

境

工

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
社会基盤環境工学に関する幅広い知識と問題解決能力を有し，国や地域の社会基盤の整備・維持，防

災を担う中核的技術系行政官，高い技術力とマネジメント能力をもとに国内外の社会基盤の課題に総合
的に対応できる建設技術者，自然環境の保全・再生技術の新産業分野を拓く環境技術者等の高度専門技
術者及び研究者と，社会基盤環境工学の分野において，高い使命感のもとに，地球環境保全に向けて期
待される新たな専門性の創造，個別具体的な課題の発見と解決，国際的先端科学技術の発展への貢献が
できる研究者及び教育者を養成する。 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 社会基盤環境工学プログラムで

は，以下の能力を身に付け，かつ，

所定の単位数を修得し，研究指導を

受け，博士論文の審査及び最終試験

に合格した学生に，「博士（工学）」

の学位を授与する。 
 
 
① 社会基盤環境工学の核となる構

造工学，土木環境学，防災工学に

おける卓越した研究力と専門技術

を有し，学術成果を国内外に発信

する能力を有している。 
 
② 社会基盤環境工学の核となる構

造工学，土木環境学，防災工学の

深い専門性と共に，学際的視野と

社会実践能力を兼ね備え，異分野

を融合・連携させた課題発見能力

及び解決能力を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決を先導する能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と高潔な技術者倫

理，多様性の尊重を身に付けてい

るとともに，国内外で牽引的な高

度専門職業人または研究者として

活躍するために必要な高いコミュ

ニケーション能力と実践能力を有

している。 

 社会基盤環境工学プログラムで

は，ディプロマ・ポリシーに示す目

標を学生が達成できるように，以下

の方針で教育課程を編成し，実施す

る。 
 
 
 
① 社会基盤環境工学の核となる構

造工学，土木環境学，防災工学及

びその関連分野における専門的な

知識・能力を育成するため，特別

研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

社会基盤環境工学プログラムで

は，以下のような志や意欲をもち，

それに必要な基礎学力を持つ学生の

入学を求める。 
 
 

 
 
① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
   
② 社会基盤環境工学の核となる構

造工学，土木環境学，防災工学の

各分野において高度専門技術者や

研究者として指導的な役割を担う

ことを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，社会基盤環

境工学に関連する学問領域におけ

る幅広い学識と高度な研究能力を

身に付け，多角的視点から「持続

可能な発展を導く科学」の構築や

地域及び国際社会の課題解決への

熱意を有する人 
 
④ 社会人としての良識や研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
情

報

科

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
インフォマティクスとデータサイエンスの知識とスキルを土台として，先端的研究・開発の場におい

て高度な技術を社会的・学際的課題に対して実践する能力を備えるとともに，リーダーシップをとって
研究・開発を推進できる優れた資質を持つ国際色豊かな高度専門技術者及び研究者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 情報科学プログラムでは，以下の

能力を身に付け，かつ，所定の単位

数を修得し，研究指導を受け，博士

論文の審査及び最終試験に合格した

学生に，「博士（情報科学）」の学位

を授与する。 
 
 
① 情報科学における卓越した研究

力と専門技術を有し，学術成果を

国内外に発信する能力を有してい

る。 
 
② 情報科学の深い専門性と共に，

学際的視野と社会実践能力を兼ね

備え，異分野を融合・連携させた

課題発見能力及び解決能力を有し

ている。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，技

術の社会実装により，社会の課題

解決を先導する能力を有してい

る。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 情報科学プログラムでは，ディプ

ロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教

育課程を編成し，実施する。 
   
 
 
 
① 情報科学及びその関連分野にお

ける専門的な知識・能力を育成す

るため，特別研究を開設する。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

情報科学プログラムでは，以下の

ような志や意欲をもち，それに必要

な基礎学力を持つ学生の入学を求め

る。 
  

 
 
 
① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
 
② 情報科学に関連する研究者や高

度専門技術者など，専門性を有す

る職業において指導的な役割を担

うことを目指す人 
 
③ 幅広い教養と共に，情報科学に

関連する学問領域における幅広い

学識と高度な研究能力を身に付

け，多角的視点から「持続可能な

発展を導く科学」の構築や地域及

び国際社会の課題解決への熱意を

有する人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 
 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
量

子

物

質

科

学

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
物質基礎科学，物性物理学，物性工学，電子工学の専門知識を身に付け，また，これらを社会が求め

る新しい機能を有する物質・材料・デバイス・システムの創成・設計・実現に応用することで，国際社
会や地域社会に貢献できる創造的な研究者，教育者及び高度専門技術者を養成する。 

 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 量子物質科学プログラムでは，以

下の能力を身に付け，かつ，所定の

単位数を修得し，研究指導を受け，

博士論文の審査及び最終試験に合格

した学生に，主たる研究テーマ及び

専門領域に応じて，「博士（工学），

博士（理学）又は博士（学術）」の学

位を授与する。 
 
① 物理基礎科学，物性物理学，物

性工学，電子工学における卓越し

た研究力と専門技術を有し，学術

成果を国内外に発信する能力を有

している。 
 
② 物理基礎科学，物性物理学，物

性工学，電子工学の深い専門性と

共に，学際的視野と社会実践能力

を兼ね備え，異分野を融合・連携

させた課題発見能力及び解決能力

を有している。 
 
③ 多分野の専門家と協働して，「持

続可能な発展を導く科学」の創出

や技術の社会実装などにより，社

会の課題解決を先導する能力を有

している。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 
 

 量子物質科学プログラムでは，デ

ィプロマ・ポリシーに示す目標を学

生が達成できるように，以下の方針

で教育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
 
① 物質基礎科学，物性物理学，物

性工学，電子工学及びその関連分

野における専門的な知識・能力を

育成するため，特別研究を開設す

る。 
 
② 幅広く深い教養と「持続可能な

発展を導く科学」の創出への意欲

を育成し，学際的かつ国際的な視

野と社会への関心や問題意識を涵

養するため，大学院共通科目を開

設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

量子物質科学プログラムでは，以

下のような志や意欲をもち，それに

必要な基礎学力を持つ学生の入学を

求める。 
 
 
 

 
 
① 物質基礎科学，物性物理学，物

性工学，電子工学の知見を有し，

高度な研究能力と専門技術を学ん

で博士を取得し，研究者や技術者

など高度な専門性を要する職業に

従事することを目指す人 
 
② 入学前の経歴にとらわれず，物

理学上の新しい発見や工学応用，

集積システム化に挑戦する意欲を

有する人 
 
③ 学問的な観点からの科学の探求

やその応用だけでなく，起業など

新たなビジネス分野への取り組み

を目指す人 
 
④ 幅広い教養と共に，物質基礎科

学，物性物理学，物性工学，電子

工学に関連する学問領域における

幅広い学識と高度な研究能力を身

に付け，多角的視点から「持続可

能な発展を導く科学」の構築や地

域及び国際社会の課題解決への熱

意を有する人 
 
⑤ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 
  



先進理工系科学研究科 先進理工系科学専攻（博士課程後期） 
各学位プログラムで養成する人材像及び３つのポリシー 

 
理

工

学

融

合

プ

ロ

グ

ラ

ム 

養成する人材像 
自然指向型，人間指向型の視点を理解し，国内はもとより国際舞台で活躍することのできる，自然環

境・自然災害，総合物理，情報システム環境，開発技術などの中核となる専門分野及び関連分野の研究
能力と専門知識・技能及び学際的な視野を身に付け新たな学術を切り拓く研究者，教育者，あるいは多
様な文化の理解力とグローバルな洞察力を基盤にした俯瞰的な視野と問題解決能力を有する国際水準
の行政官及び高度専門職業人を養成する。 
ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー アドミッション・ポリシー 
 理工学融合プログラムでは，以下

の能力を身に付け，かつ，所定の単

位を修得し，研究指導を受け，博士

論文の審査及び最終試験に合格した

学生に，研究テーマ及び専門領域に

応じて「博士（工学），博士（国際協

力学），博士（学術）」のいずれかの

学位を授与する。 
 
① 中核となる基盤分野である，自

然環境・自然災害，総合物理，情

報システム環境，開発技術，及び

その融合分野における卓越した研

究力と専門技術を有し，学術成果

を国内外に発信する能力を有して

いる。 
 
② 中核となる自然環境・自然災害，

総合物理，情報システム環境，開

発技術分野の深い専門性を基盤と

しながら，自然指向型思考と人間

指向型思考の両視点に立つことで

異分野を融合・連携させ，自然と

人間との共生・共存のための課題

発見能力，解決能力及び社会実践

能力を有している。 
 
③ 多分野の高度専門職業人と協働

して，「持続可能な発展を導く科

学」の創出や技術の社会実装など

により，社会の課題解決を先導す

る能力を有している。 
 
④ 科学的論理性と高潔な研究者倫

理，異分野への情報発信能力，高

度な国際的・学際的コミュニケー

ション能力を有している。 

 理工学融合プログラムでは，ディ

プロマ・ポリシーに示す目標を学生

が達成できるように，以下の方針で

教育課程を編成し，実施する。 
 
 
 
 
① 中核となる基盤分野である自然

環境・自然災害，総合物理，情報

システム環境，開発技術における

専門的な知識・能力を育成するた

め，自然指向型と人間指向型の２

つの視点から構成された特別研究

を開設する。 
 
② グローバルな視点から「持続可

能な発展を導く科学」の創出への

意欲を育成し，学際的かつ国際的

な視野と社会への関心や問題意識

を涵養するため，大学院共通科目

を開設する。 
 
③ 広範な課題発見能力及び解決能

力の涵養のため，主指導教員と，

主指導教員とは専門の異なる教員

を含む２人以上の副指導教員との

複数指導体制で行う特別研究を開

設する。 
 
④ 国際的な研究活動に向けた実践

的能力を養うため，研究科共通科

目（国際性）を開設する。 
 
⑤ 社会課題解決能力を身に付ける

ため，研究科共通科目（社会性）

を開設する。 

理工学融合プログラムでは，以下

のような志や意欲をもち，それに必

要な基礎学力を持つ学生の入学を求

める。 
  
 
 

 
① 先進的で卓越した学術研究や学

際的研究をリードする意欲を有す

る人 
 
② 自然指向型思考と人間指向型思

考を併せ持ち，新しい学問分野を

探求する人 
 
③ 幅広い教養と共に，理学，工学

に関連する学問領域や，情報科学，

国際協力学などの融合領域におけ

る幅広い学識と高度な研究能力を

身に付け，多角的視点から「持続

可能な発展を導く科学」の構築や

地域及び国際社会の課題解決への

熱意を有する人 
 
④ 社会人としての良識と研究者・

高度専門技術者としての倫理観を

身に付けた人 

 



ディプロマ・ポリシーと対応科目 

 

＜博士課程前期＞ 

数学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 数学における幅広い学識と高
度な研究能力及び専門的能力を
有している。 

数学プログラム専門科目 18 単位以上履修 

② 数学において，深い専門性と共
に，異分野に対する理解力を有
し，それらを融合・連携させる応
用力と実践力，課題発見能力を有
している。 

数学プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
数学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 国際・地域社会，産業界や他の
科学分野に生じる課題を数理的
にとらえ，分析することができ，
多分野の専門家と協働して，「持
続可能な発展を導く科学」の創出
により，社会の課題解決に向けて
取り組む能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
数学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
数学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

 

物理学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 理学の基盤学問としての物理
学の最先端の専門的知識を有し
ている。 

物理学プログラム専門科目 18 単位以上履修 

② 物理学の深い専門性と共に，関
連する異分野に対する理解力を
有し，それらを融合して課題を発
見する能力を有している。 

物理学プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
物理学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
「持続可能な発展を導く科学」の
創出により，社会の課題解決に取
り組む能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
物理学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
物理学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 
 

  



地球惑星システム学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 地球惑星科学における高度な
研究力と専門技術を身に付け，異
分野とも関連させて地球惑星を
システムとして捉える能力を有
している。 

地球惑星システム学プログラム専
門科目 
他プログラム専門科目 

18 単位以上履修 
 
 2 単位以上履修 

② 地球惑星科学の深い専門性と
共に，関連する異分野に対する理
解力を有し，それらを融合して課
題を発見する能力を有している。 

地球惑星システム学プログラム専
門科目 
他プログラム専門科目 
地球惑星システム学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，地
球惑星システム学の観点から「持
続可能な発展を導く科学」の創出
により，社会の課題解決に取り組
む能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
地球惑星システム学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
地球惑星システム学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 
 

基礎化学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 基礎化学における高度な研究
力と専門技術を有している。 

基礎化学プログラム専門科目 18 単位以上履修 

② 基礎化学の深い専門性と共に，
異分野に対する理解力を有し，そ
れらを融合・連携させる応用力と
実践力，課題発見能力を有してい
る。 

基礎化学プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
基礎化学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
「持続可能な発展を導く科学」の
創出により，社会の課題解決に取
り組む能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
基礎化学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
基礎化学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 
 

  



応用化学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 応用化学における高度な研究
力と専門技術を有している。 

応用化学プログラム専門科目 18 単位以上履修 

② 応用化学の深い専門性と共に，
異分野に対する理解力を有し，そ
れらを融合・連携させる応用力と
実践力，課題発見能力を有してい
る。 

応用化学プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
応用化学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，技
術の社会実装により，社会の課題
解決に取り組む能力を有してい
る。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
応用化学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
応用化学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 
 

 

化学工学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 化学工学における高度な研究
力と専門技術を有している。 

化学工学プログラム専門科目 18 単位以上履修 

② 化学工学の深い専門性と共に，
異分野に対する理解力を有し，そ
れらを融合・連携させる応用力と
実践力，課題発見能力を有してい
る。 

化学工学プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
化学工学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
「技術の社会実装により，社会の
課題解決に取り組む能力を有し
ている。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
化学工学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
化学工学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

  



電気システム制御プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 電気システム制御分野の核と
なる電気工学・システム工学にお
ける高度な研究力と専門技術を
有している。 

電気システム制御プログラム専門
科目 

18 単位以上履修 
 

② 電気システム制御分野の核と
なる電気工学・システム工学の深
い専門性と共に，異分野に対する
理解力を有し，それらを融合・連
携させる応用力と実践力，課題発
見能力を有している。 

電気システム制御プログラム専門
科目 
他プログラム専門科目 
電気システム制御特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，技
術の社会実装により，社会の課題
解決に取り組む能力を有してい
る。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
電気システム制御特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
電気システム制御特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

 

機械工学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 機械工学における高度な研究
力と専門技術を有している。 

機械工学プログラム専門科目 18 単位以上履修 

② 機械工学の深い専門性と共に，
異分野に対する理解力を有し，そ
れらを融合・連携させる応用力と
実践力，課題発見能力を有してい
る。 

機械工学プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
機械工学特別演習Ａ，Ｂ 
 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，技
術の社会実装により，社会の課題
解決に取り組む能力を有してい
る。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
機械工学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
機械工学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

  



輸送・環境システムプログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 輸送システム工学，環境システ
ム工学における高度な研究力と
専門技術を有している。 

輸送・環境システムプログラム専門
科目 

18 単位以上履修 
 

② 輸送システム工学，環境システ
ム工学の深い専門性と共に，異分
野に対する理解力を有し，それら
を融合・連携させる応用力と実践
力，課題発見能力を有している。 

輸送・環境システムプログラム専門
科目 
他プログラム専門科目 
輸送・環境システム特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，技
術の社会実装により，社会の課題
解決に取り組む能力を有してい
る。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
輸送・環境システム特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
輸送・環境システム特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

 

建築学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 建築学における高度な研究力
と専門技術を有している。 

建築学プログラム専門科目 18 単位以上履修 

② 建築学の深い専門性と共に，異
分野に対する理解力を有し，それ
らを融合・連携させる応用力と実
践力，課題発見能力を有してい
る。 

建築学プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
建築学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，技
術の社会実装により，社会の課題
解決に取り組む能力を有してい
る。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
建築学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
建築学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

  



社会基盤環境工学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 社会基盤環境工学の核となる
構造工学，土木環境学，防災工学
における高度な研究力と専門技
術を有している。 

社会基盤環境工学プログラム専門
科目 

18 単位以上履修 
 

② 社会基盤環境工学の核となる
構造工学，土木環境学，防災工学
の深い専門性と共に，異分野に対
する理解力を有し，それらを融
合・連携させる応用力と実践力，
課題発見能力を有している。 

社会基盤環境工学プログラム専門
科目 
他プログラム専門科目 
社会基盤環境工学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，技
術の社会実装により，社会の課題
解決に取り組む能力を有してい
る。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
社会基盤環境工学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
社会基盤環境工学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

 

情報科学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 情報科学における高度な研究
力と専門技術を有している。 

情報科学プログラム専門科目 18 単位以上履修 

② 情報科学の深い専門性と共に，
異文化に対する理解力を有し，そ
れらを融合・連携させる応用力と
実践力，課題発見能力を有してい
る。 

情報科学プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
情報科学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の専門家と協働して，技
術の社会実装により，社会の課題
解決に取り組む能力を有してい
る。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
情報科学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
情報科学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

  



量子物質科学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 物質基礎科学，物性物理学，物
性工学，電子工学を基礎にした高
度な研究力と専門技術を有して
いる。 

量子物質科学プログラム専門科目 18 単位以上履修 

② 深い専門性と共に，異分野に対
する理解力を有し，それらを融
合・連携させる応用力と実践力，
課題発見能力を有している。 

量子物質科学プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
物質基礎科学特別演習Ａまたは電
子工学特別演習Ａ 
物質基礎化学特別演習Ｂまたは電
子工学特別演習Ｂ 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
いずれか 2単位履修 
 
いずれか 2単位履修 
 

③ 多分野の専門家と協働して，
「持続可能な発展を導く科学」の
創出や技術の社会実装などによ
り，社会の課題解決に取り組む能
力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
量子物質科学特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
物質基礎科学プレゼンテーション
演習または電子工学プレゼンテー
ション演習 
量子物質科学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
いずれか 2単位履修 
 
 
必修 

 

 

 

理工学融合プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 中核となる基盤分野である，自
然環境・自然災害，総合物理，情
報システム環境，開発技術，及び
その融合分野における高度な研
究力と専門技術を有している。 

理工学融合プログラム専門科目 16 単位以上履修 

② 中核となる自然環境・自然災
害，総合物理，情報システム環境，
開発技術分野の深い専門性を基
盤としながら，自然指向型思考と
人間指向型思考の両視点に立つ
ことで融合分野に対する理解力
を有し，自然と人間との共生・共
存のための応用力と実践力，課題
発見能力を有している。 

理工学融合プログラム専門科目 
他プログラム専門科目 
情報科学特別演習Ａ，Ｂ 

18 単位以上履修 
 2 単位以上履修 
必修 

③ 多分野の高度専門職業人と協
働して，「持続可能な発展を導く
科学」の創出や技術の社会実装な
どにより，社会の課題解決に取り
組む能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
理工学融合特別研究 

各区分 1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と研究倫理の理
解，異分野への情報発信能力，国
際的・学際的なコミュニケーショ
ン能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
理工学融合特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 



博士課程後期 

 

数学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 数学における専門知識の応
用，分析，評価ができ，それら
を統合して創造する能力，及び
学術成果を国内外に発信する能
力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
数学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 数学の深い専門性と共に，国
際的・学際的な視野に立った学
識を備え，それらを融合・連携
させた課題発見能力及び解決能
力を有している。 

数学特別研究 必修 

③ 産業界や他の科学分野に生じ
る課題を数理的にとらえ，分析
することができ，多分野の専門
家と協働して，「持続可能な発展
を導く科学」の創出により，社
会の課題解決を先導する能力を
有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
数学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
数学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 
 

物理学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 理学の基盤学問としての物理
学の卓越した研究力と専門技術
を有し，学術成果を国内外に発
信する能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
物理学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 物理学の深い専門性と共に，
学際的視野と社会実践能力を兼
ね備え，異分野を融合・連携さ
せた課題発見能力及び解決能力
を有している。 

物理学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
「持続可能な発展を導く科学」
の創出により，社会の課題解決
を先導する能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
物理学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
物理学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 
  



地球惑星システム学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 地球惑星科学における卓越し
た研究力と専門技術を身に付
け，異分野とも関連させて地球
惑星をシステムとして捉える能
力を有している。 

地球惑星システム学特別研究 必修 

② 地球惑星科学の深い専門性と
共に，学際的視野と社会実践能
力を兼ね備え，異分野を融合・
連携させた課題発見能力及び解
決能力を有している。 

地球惑星システム学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
地球惑星システム学の観点から
「持続可能な発展を導く科学」
の創出により，社会の課題解決
を先導する能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
地球惑星システム学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
地球惑星システム学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 
 

基礎化学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 基礎化学における卓越した研
究力と専門技術を有し，学術成
果を国内外に発信する能力を有
している。 

研究科共通科目（国際性） 
基礎化学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 基礎化学の深い専門性と共
に，学際的視野と社会実践能力
を兼ね備え，異分野を融合・連
携させた課題発見能力及び解決
能力を有している。 

基礎化学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
「持続可能な発展を導く科学」
の創出により，社会の課題解決
を先導する能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
基礎化学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
基礎化学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 
 

  



応用化学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 応用化学における卓越した研
究力と専門技術を有し，学術成
果を国内外に発信する能力を有
している。 

研究科共通科目（国際性） 
応用化学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 応用化学の深い専門性と共
に，学際的視野と社会実践能力
を兼ね備え，異分野を融合・連
携させた課題発見能力及び解決
能力を有している。 

応用化学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
技術の社会実装により，社会の
課題解決を先導する能力を有し
ている。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
応用化学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際コミュニケ
ーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
応用化学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

 
化学工学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 化学工学における卓越した研
究力と専門技術を有し，学術成
果を国内外に発信する能力を有
している。 

研究科共通科目（国際性） 
化学工学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 化学工学の深い専門性と共
に，学際的視野と社会実践能力
を兼ね備え，異分野を融合・連
携させた課題発見能力及び解決
能力を有している。 

化学工学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
「技術の社会実装により，社会
の課題解決を先導する能力を有
している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
化学工学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
化学工学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 
  



電気システム制御プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 電気システム制御分野の核と
なる電気工学・システム工学に
おける卓越した研究力と専門技
術を有し，学術成果を国内外に
発信する能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
電気システム制御特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 電気システム制御分野の核と
なる電気工学・システム工学の
深い専門性と共に，学際的視野
と社会実践能力を兼ね備え，異
分野を融合・連携させた課題発
見能力及び解決能力を有してい
る。 

電気システム制御特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
「技術の社会実装により，社会
の課題解決を先導する能力を有
している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
電気システム制御特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
電気システム制御特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

 
機械工学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 機械工学における卓越した研
究力と専門技術を有し，学術成
果を国内外に発信する能力を有
している。 

研究科共通科目（国際性） 
機械工学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 機械工学の深い専門性と共
に，学際的視野と社会実践能力
を兼ね備え，異分野を融合・連
携させた課題発見能力及び解決
能力を有している。 

機械工学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
「技術の社会実装により，社会
の課題解決を先導する能力を有
している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
機械工学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
機械工学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 
  



輸送・環境システムプログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 輸送システム工学，環境シス
テム工学における卓越した研究
力と専門技術を有し，学術成果
を国内外に発信する能力を有し
ている。 

研究科共通科目（国際性） 
輸送・環境システム特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 輸送システム工学，環境シス
テム工学の深い専門性と共に，
学際的視野と社会実践能力を兼
ね備え，異分野を融合・連携さ
せた課題発見能力及び解決能力
を有している。 

輸送・環境システム特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
技術の社会実装により，社会の
課題解決を先導する能力を有し
ている。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
輸送・環境システム特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
輸送・環境システム特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

 
建築学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 建築学における卓越した研究
力と専門技術を有し，学術成果
を国内外に発信する能力を有し
ている。 

研究科共通科目（国際性） 
建築学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 建築学の深い専門性と共に，
学際的視野と社会実践能力を兼
ね備え，異分野を融合・連携さ
せた課題発見能力及び解決能力
を有している。 

建築学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
技術の社会実装により，社会の
課題解決を先導する能力を有し
ている。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
建築学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
建築学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 
  



社会基盤環境工学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 社会基盤環境工学の核となる
構造工学，土木環境学，防災工
学における卓越した研究力と専
門技術を有し，学術成果を国内
外に発信する能力を有してい
る。 

研究科共通科目（国際性） 
社会基盤環境工学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 社会基盤環境工学の核となる
構造工学，土木環境学，防災工
学の深い専門性と共に，学際的
視野と社会実践能力を兼ね備
え，異分野を融合・連携させた
課題発見能力及び解決能力を有
している。 

社会基盤環境工学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
技術の社会実装により，社会の
課題解決を先導する能力を有し
ている。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
社会基盤環境工学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な技術者
倫理，多様性の尊重を身に付け
ているとともに，国内外で牽引
的な高度専門職業人または研究
者として活躍するために必要な
高いコミュニケーション能力と
実践能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
社会基盤環境工学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 

 
情報科学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 情報科学における卓越した研
究力と専門技術を有し，学術成
果を国内外に発信する能力を有
している。 

研究科共通科目（国際性） 
情報科学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 情報科学の深い専門性と共
に，学際的視野と社会実践能力
を兼ね備え，異分野を融合・連
携させた課題発見能力及び解決
能力を有している。 

情報科学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
技術の社会実装により，社会の
課題解決を先導する能力を有し
ている。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
情報科学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
情報科学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 
  



量子物質科学プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 物理基礎科学，物性物理学，
物性工学，電子工学における卓
越した研究力と専門技術を有
し，学術成果を国内外に発信す
る能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
量子物質科学特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 物理基礎科学，物性物理学，
物性工学，電子工学の深い専門
性と共に，学際的視野と社会実
践能力を兼ね備え，異分野を融
合・連携させた課題発見能力及
び解決能力を有している。 

量子物質科学特別研究 必修 

③ 多分野の専門家と協働して，
「持続可能な発展を導く科学」
の創出や技術の社会実装などに
より，社会の課題解決を先導す
る能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
量子物質科学特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
量子物質科学特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

 

 
理工学融合プログラム 

ディプロマ・ポリシー 対応科目 修了要件等での担保 

① 中核となる基盤分野である，
自然環境・自然災害，総合物理，
情報システム環境，開発技術，
及びその融合分野における卓越
した研究力と専門技術を有し，
学術成果を国内外に発信する能
力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
理工学融合特別研究 

1 単位以上履修 
必修 

② 中核となる自然環境・自然災
害，総合物理，情報システム環
境，開発技術分野の深い専門性
を基盤としながら，自然指向型
思考と人間指向型思考の両視点
に立つことで異分野を融合・連
携させ，自然と人間との共生・
共存のための課題発見能力，解
決能力及び社会実践能力を有し
ている。 

理工学融合特別研究 必修 

③ 多分野の高度専門職業人と協
働して，「持続可能な発展を導く
科学」の創出や技術の社会実装
などにより，社会の課題解決を
先導する能力を有している。 

大学院共通科目 
研究科共通科目（社会性） 
理工学融合特別研究 

各区分１単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 

④ 科学的論理性と高潔な研究者
倫理，異分野への情報発信能力，
高度な国際的・学際的コミュニ
ケーション能力を有している。 

研究科共通科目（国際性） 
研究科共通科目（社会性） 
理工学融合特別研究 

1 単位以上履修 
2 単位以上履修 
必修 



○広島大学職員就業規則 

(平成 16年 4月 1日規則第 78号)

広島大学職員就業規則 

目次 

第 1章 総則(第 1条－第 4条) 

第 2章 任免 

第 1節 採用(第 5条－第 9条) 

第 2節 評価(第 10条) 

第 3節 昇任(第 11条) 

第 4節 異動(第 12条・第 13条) 

第 5節 休職(第 14条－第 17条) 

第 6節 退職(第 18条－第 21条) 

第 7節 降任，解雇(第 22条－第 24条) 

第 8節 退職者の責務等(第 25条－第 27条) 

第 3章 給与(第 28条) 

第 4章 服務(第 29条－第 36条の 2) 

第 5章 労働時間，休日及び休暇等(第 37条－第 41条) 

第 6章 研修(第 42条) 

第 7章 賞罰(第 43条－第 47条) 

第 8章 安全・衛生(第 48条・第 49条) 

第 9章 出張(第 50条) 

第 10章 福利・厚生(第 51条・第 52条) 

第 11章 災害補償(第 53条) 

第 12章 退職手当(第 54条) 

第 13章 規則の解釈等(第 55条) 

附則 

 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1条 この規則は，広島大学学則(平成 16年 4月 1日規則第 1号)第 21条第 2項の規定に

基づき，広島大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定め

るものとする。 

2 この規則に定めのない事項については，労働基準法(昭和 22年法律第 49号。以下「労基

法」という。)，国立大学法人法(平成 15年法律第 112号。以下「法人法」という。)その

他の法令の定めるところによる。 

(定義等) 



第 2条 この規則において「職員」とは，大学に勤務するすべての者(次条各号に掲げる者

を除く。)をいう。 

2 この規則において「教員」とは，職員のうち，教授，准教授，講師，助教及び助手並び

に教頭，教諭，養護教諭及び栄養教諭をいう。 

(適用範囲) 

第 3条 次の各号に掲げる者の就業に関し必要な事項は，それぞれ当該各号に掲げる規則の

定めるところによる。 

(1) 生物生産学部附属練習船豊潮丸に乗船勤務する者 広島大学船員就業規則(平成 16

年 4月 1日規則第 79号) 

(2) 第 20条の規定により再雇用する者 広島大学再雇用職員就業規則(平成 16年 4月 1

日規則第 80号) 

(3) 専門的業務又は特定分野の業務に専ら従事させるために期間を定めて雇用する者(労

働契約法(平成 19年法律第 128号。以下「労契法」という。)第 18条の規定に基づき

期間の定めのない労働契約へ転換した者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関

する法律(平成 20年法律第 63号)第 15条の 2の規定により読み替えられる者を含む。)

を含む。) 広島大学契約職員就業規則(平成 16年 4月 1日規則第 101号) 

(4) 臨時的若しくは季節的業務に従事させるために雇用する者又は大学の学生の身分を

有する者(労契法第 18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した者を含

む。)(前号に掲げる者を除く。) 広島大学非常勤職員就業規則(平成 16年 4月 1日規

則第 102号) 

(遵守遂行) 

第 4条 大学及び職員は，それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し，その実行に努めなけ

ればならない。 

第 2章 任免 

第 1節 採用 

(採用) 

第 5条 職員の採用は，選考によるものとする。 

2 職員の採用に関し必要な事項は，広島大学職員任免規則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 81 号。

以下「任免規則」という。)で定める。 

(赴任) 

第 6条 職員は，採用後直ちに赴任しなければならない。ただし，住居の移転を伴う場合等

やむを得ない事由があると大学が認めたときは，採用の日から 1週間以内に赴任するもの

とする。 

(配置) 

第 7条 職員の配置は，大学の業務上の必要性及び本人の適性等を考慮して行う。 

(労働条件の明示) 



第 8条 職員として採用しようとする者には，その採用に際して，次に掲げる労働条件に係

る事項を記載した文書を交付するとともに，その他法令の定める労働条件について口頭又

は文書で明示する。 

(1) 給与に関する事項(昇給の有無を含む。) 

(2) 労働契約の期間に関する事項 

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項 

(4) 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日並びに休

暇に関する事項 

(5) 交替制勤務をさせる場合は，就業時転換に関する事項 

(6) 退職に関する事項 

(7) 退職手当の有無 

(8) 賞与の有無 

2 前項に掲げる事項について変更がある場合は，その内容について口頭又は文書で明示す

る。 

(試用期間) 

第 9条 新たに採用した職員の試用期間は，その採用の日から起算して 6月間(教諭につい

ては 1 年間)とし，その間その職務を良好な成績で遂行したときに本採用するものとする。

ただし，大学が必要と認めたときは，試用期間を短縮し，若しくは延長し，又は設けない

ことがある。 

2 大学は，前項の試用期間において，職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，本

採用せず，解雇する。 

(1) 勤務成績が不良なとき。 

(2) 心身に故障があるとき。 

(3) その他職員としての適格性を欠くとき。 

3 第 23条第 3項及び第 24条の規定は，前項の規定に基づき試用期間中の者を解雇しよう

とする場合に準用する。ただし，試用期間が 14日を経過していない者を解雇しようとす

る場合は除く。 

4 試用期間は，勤続年数に通算する。 

5 試用期間に関し必要な事項は，任免規則で定める。 

第 2節 評価 

(勤務成績の評定) 

第 10条 職員の勤務成績について，評定を実施する。 

第 3節 昇任 

(昇任) 

第 11条 職員の昇任は，総合的な能力の評価により行う。 

2 昇任に関し必要な事項は，任免規則で定める。 

第 4節 異動 



(異動) 

第 12条 大学は，業務の都合により，職員に配置換，併任又は在籍出向(以下「異動」とい

う。)を命じることがある。 

2 異動を命じられた職員は，正当な理由なくこれを拒むことができない。ただし，教員(教

頭，教諭，養護教諭及び栄養教諭を除く。)は，教育研究評議会の審査の結果を踏まえた

ものでなければ，その意に反して配置換又は在籍出向を命じられることはない。 

3 配置換又は在籍出向を命じられた職員は，保管中の備品，書類その他すべての物品を返

還するとともに，指定された期日までに，業務の引継ぎを完了し，上司にその旨を報告し

なければならない。 

4 第 6条の規定は，配置換及び在籍出向を命じられた場合に，これを準用する。 

5 配置換及び併任の取扱いに関し必要な事項は，任免規則で定める。 

6 在籍出向に関し必要な事項は，広島大学職員出向規則(平成 16年 4月 1日規則第 84号)

及び広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成 27年 3月 24日規則第 54

号)で定める。 

(転籍出向) 

第 13条 大学は，業務の都合により，職員に転籍出向を命じることがある。 

2 前項の場合において，大学は，当該職員の同意を得なければならない。 

第 5節 休職 

(休職) 

第 14条 職員(試用期間中の者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合には，休職

にすることができる。 

(1) 心身の故障のため，長期の療養を要するとき。 

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。 

(3) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となったとき。 

(4) 学校，研究所，病院その他の公共的施設において，その職員の職務に関連があると

認められる研究，調査等に従事するとき。 

(5) 国又は特定独立行政法人の委託を受け，前号に規定する公共的施設において，その

職員の職務に関連があると認められる研究，調査等に従事するとき。 

(6) 職員が研究成果の活用や経営参加等のため，営利企業その他の団体の職を兼ね，又

はその営利企業等の事業に協力若しくは関与する必要があり，かつ，大学における職

務に従事することができないと認められるとき。 

(7) 日本国が加盟している国際機関及び外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を

派遣するとき。 

(8) その他休職にすることが適当と認められるとき。 

第 15条 前条第 1号及び第 3号から第 8号までに規定する事由による休職の期間は，原則

として 3年を超えない範囲内とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては，

休職にした日から引き続き 3 年を超えない範囲内において，これを更新することができる。 



2 前条第 2号の事由による休職の期間は，原則としてその事件が裁判所に係属する間とす

る。 

第 15条の 2 前 2条に定めるもののほか，休職に関し必要な事項は，任免規則又は広島大学

職員の国際機関等への派遣に関する規則(平成 16年 4月 1日規則第 85号)で定める。 

(復職) 

第 16条 休職中に休職事由が消滅した職員は，速やかに復職させるものとする。ただし，

当該職員が離職し，又は他の事由により休職にされた場合は，この限りでない。 

2 休職の期間が満了した職員(第 14条第 1号の事由による休職者で，なお心身の故障が治

ゆせず就業が困難なものを除く。)は，復職するものとする。 

(休職中の者の身分等) 

第 17条 休職中の職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事しない。 

2 休職中の職員は，休職にされたときの職位又は休職中に異動した職位を保有するものと

する。 

3 前項の規定は，当該職位を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。 

第 6節 退職 

(定年) 

第 18条 職員の定年は，満 60歳とする。ただし，教員(教頭，教諭，養護教諭及び栄養教

諭を除く。以下この条において同じ。)の定年は，満 65歳とする。 

2 前項の規定にかかわらず，教員は，自らの意思により，満 63歳又は満 64歳を定年とし

て選択し，届け出ることができるものとする。 

3 職員は，定年に達した日以後における最初の 3月 31日(以下「定年退職日」という。)に

退職するものとする。 

(定年の特例) 

第 19条 前条の規定にかかわらず，大学が特に必要と認める場合には，その職員(前条第 2

項の適用を受ける者を除く。以下この条において同じ。)に係る定年退職日の翌日から起

算して 3年を超えない範囲内で期限を定め，その職員を引き続いて勤務させることができ

る。 

2 大学は，前項の期限が到来する場合において，特に必要と認める場合には，2年を超えな

い範囲内で期限を延長することができる。ただし，その期限は，その職員に係る定年退職

日の翌日から起算して5年を超えることはできない。 

(定年後の再雇用) 

第 20 条 第 18 条の規定による退職者(同条第 1 項ただし書の適用を受ける職員を除く。)で，

引き続き再雇用を希望するものについては，高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭

和 46年法律第 68号)に基づき，継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の

確保の促進等の措置として，1年を超えない範囲内で雇用期間を定め，再雇用することが

できる。 

(退職) 



第 21条 職員は，第 18条に定めるもののほか，次の各号のいずれかに該当する場合には，

退職するものとし，職員としての身分を失う。 

(1) 自己の都合により退職を願い出て大学が承認したとき。 

(2) 退職の申出をした日から起算して 14日を経過したとき。 

(3) 早期退職制度により退職を届け出て大学が承認したとき。 

(4) 任期又は雇用期間を定めて雇用されている場合，その期間を満了し，再任又は更新

されなかったとき。 

(5) 第 14条第 1号及び第 3号から第 7号までに規定する事由により休職とした者につい

て，その休職の期間が満了したにもかかわらず，なお休職事由が消滅していないとき。 

(6) 大学の役員に就任したとき。 

(7) 大学の要請により第 3条第 3号に掲げる規則の適用を受けることとなったとき。 

(8) 死亡したとき。 

2 早期退職制度に関し必要な事項は，広島大学職員の早期退職に関する規則(平成 16年 4

月 1日規則第 86号)で定める。 

第 7節 降任，解雇 

(降任) 

第 22条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，降任させることがある。 

(1) 勤務実績が不良のとき。 

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えないとき。 

(3) 組織の改廃など，経営上又は業務上やむを得ない事由によるとき。 

(4) 職員が降任を申し出たとき。 

(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。 

2 降任に関し必要な事項は，任免規則で定める。 

(解雇) 

第 23条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，解雇することがある。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。 

(2) 第 44条に規定する懲戒事由に該当するとき。 

(3) 勤務実績が著しく不良で，改善又は向上の見込みがなく，他の職務にも転換できな

いなど，職務を遂行できないとき。 

(4) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり，又はこれに堪えないとき。 

(5) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由による事業活動の

縮小により，剰員を生じ，かつ他の職務への転換が困難なとき。 

(6) 広島大学のテニュア・トラック制に関する規則(平成 25年 3月 26日規則第 10号)に

基づき雇用され，テニュア・トラック期間に労契法第 18条の規定に基づき期間の定め

のない労働契約への転換の申込みをしたにもかかわらず，テニュア審査の結果，テニ

ュアを付与しなかったとき。 

(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。 



2 前項の規定による解雇を行う場合においては，30日前までにその予告をするか，又は労

基法第 12条に規定する平均賃金の 30日分を支給するものとする。ただし，試用期間中の

職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合，所轄労働基準監督

署の認定を受けて第 45条第 1号に定める懲戒解雇をする場合又は職員の責に帰すべき事

由に基づいて解雇をする場合は，この限りでない。 

3 前項本文に定める予告の日数は，平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができ

る。 

4 前 2項の規定による解雇に際し，解雇を予告された職員が，解雇予告日から解雇日まで

の間において解雇理由を記載した文書の交付を請求した場合は，大学は遅滞なく解雇理由

証明書を交付するものとする。 

5 解雇に関し必要な事項は，任免規則で定める。 

(解雇制限) 

第 24 条 前条第 1 項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する期間においては，

解雇しない。ただし，第 1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が

治ゆせず労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号。以下「労災法」という。)に基づ

く傷病補償年金の給付がなされ，労基法第 81条の規定により打切補償を支払ったものと

みなされる場合又は労基法第 19条第 2項の規定により所轄労働基準監督署の認定を受け

た場合は，この限りでない。 

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後 30日間 

(2) 分娩予定日から起算して 6週間(多胎妊娠の場合にあっては，14週間)以内の期間，

出産の日の翌日から 8週間を経過するまでの期間及びその後 30日間 

第 8節 退職者の責務等 

(退職後の責務) 

第 25条 退職し，又は解雇された者は，在職中に知り得た秘密及び個人情報を他に漏らし

てはならない。 

2 退職し，又は解雇された者が，離職後 2年間，離職前5年間の職務と密接な関係がある

営利企業の役員に就く場合は，大学に申し出るものとする。 

(借用物品の返還等) 

第 26条 職員が退職し，又は解雇された場合は，大学から借用している物品を速やかに返

還するとともに，指定された期日までに，業務の引継ぎを完了し，上司にその旨を報告し

なければならない。 

(退職証明書の交付) 

第 27条 労基法第 22条に定める証明書の交付の請求があった場合は，これを交付する。 

第 3章 給与 

(給与) 

第 28条 職員の給与に関し必要な事項は，広島大学職員給与規則(平成 16年 4月 1日規則

第 88号)及び広島大学年俸制職員給与規則(平成 26年 3月 26日規則第 27号)で定める。 



第 4章 服務 

(誠実勤務義務) 

第 29条 職員は，法人法に定める国立大学の使命と，その業務の公共性を自覚し，誠実に

職務に従事しなければならない。 

2 職員は，大学の利益と相反する行為を行ってはならない。 

(服務心得) 

第 30条 職員は，関係法令を遵守し，上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければ

ならない。 

2 職員は，常に能力の開発，能率の向上及び業務の改善を目指し，相互協力の下に業務の

正常な運営に努めなければならない。 

3 上司は，その指揮命令下にある職員の人格を尊重し，その指導育成に努めるとともに，

率先してその職務を遂行しなければならない。 

(信用失墜行為等の禁止) 

第 31条 職員は，次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 大学の名誉若しくは信用を失墜し，又は職員全体の名誉を毀損すること。 

(2) 大学の秩序及び規律を乱すこと。 

(遵守事項) 

第 32条 職員は，次の事項を守らなければならない。 

(1) 職務上知ることのできた秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。 

(2) 法令による証人，鑑定人等となり，職務上の秘密に属する事項を発表するときは，

大学の許可を受けなければならない。 

(3) 大学の情報資産の安全性及び信頼性を確保し，社会的信用の失墜を防がなければな

らない。 

(4) 常に公私の別を明らかにし，その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。 

(5) 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で，喧騒その他の秩序・風紀を乱す

行為をしてはならない。 

(6) 学校を代表してなす行為として，特定の政党を支持し，又は反対するための政治教

育その他政治的活動を行ってはならない。 

(7) 児童，生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をしてはならない。 

(8) 学内で放送・宣伝・集会，文書画の配布・回覧掲示その他これに準ずる行為を行う

ときは，あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし，学内の秩序・風紀を乱

すおそれがある場合には，施設等の使用を認めないことがある。 

(9) 大学の許可なく，学内で営利を目的とする金品の貸借をし，又は物品の売買を行っ

てはならない。 

(兼業) 

第 33条 職員は，大学の許可を受けた場合でなければ，他の業務に従事し，又は自ら営利

企業を営んではならない。 



2 職員の兼業に関し必要な事項は，広島大学職員兼業規則(平成 16年 4月 1日規則第 89

号)で定める。 

(倫理) 

第 34条 職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項は，広島大学職員倫理規則(平成 16

年 4月 1日規則第 90号)で定める。 

(ハラスメントの防止) 

第 35条 職員は，ハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。 

2 ハラスメントの防止等に関しては，広島大学におけるハラスメントの防止等に関する規

則(平成 16年 4月 1日規則第 111号)の定めるところによる。 

(知的所有権) 

第 36条 知的所有権に関しては，広島大学職務発明規則(平成 16年 4月 1日規則第 112号)

の定めるところによる。 

(公益通報) 

第 36条の 2 公益通報に関しては，広島大学における公益通報の取扱いに関する規則(平成

18年 3月 14日規則第 20号)の定めるところによる。 

第 5章 労働時間，休日及び休暇等 

(労働時間等) 

第 37 条 職員の労働時間，休日及び休暇等に関し必要な事項は，広島大学職員の労働時間，

休日及び休暇等に関する規則(平成 16年 4月 1日規則第 91号)で定める。 

(育児休業等) 

第 38条 子の養育を必要とする職員は，大学に申し出て育児休業又は育児部分休業を取得

することができる。 

2 育児休業及び育児部分休業に関し必要な事項は，広島大学職員育児休業規則(平成 16年 4

月 1日規則第 92号)で定める。 

(介護休業等) 

第 39条 傷病のため介護を要する家族がいる職員は，大学に申し出て介護休業又は介護部

分休業を取得することができる。 

2 介護休業及び介護部分休業に関し必要な事項は，広島大学職員介護休業規則(平成 16年 4

月 1日規則第 93号)で定める。 

(大学院修学休業) 

第 40条 職員(教授，准教授，講師，助教，助手及び教頭を除く。)は，大学の許可を受け

て，自らの資質の向上を図ることを目的として，大学院の課程等に在学しその課程を履修

するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。 

2 大学院修学休業に関し必要な事項は，広島大学職員大学院修学休業規則(平成 16年 4月 1

日規則第 94号)で定める。 

(国際貢献活動休業) 



第 40条の 2 職員は，大学の許可を受けて，国際貢献に資することを目的として，外国にお

ける奉仕活動に参加するための休業(以下「国際貢献活動休業」という。)をすることがで

きる。 

2 国際貢献活動休業に関し必要な事項は，広島大学職員国際貢献活動休業規則(平成 20年 3

月 28日規則第 62号)で定める。 

(配偶者同行休業) 

第 40条の 3 職員は，大学の承認を受けて，外国での勤務等の事由により外国に居住又は居

所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするための休業

(以下「配偶者同行休業」という。)をすることができる。 

2 配偶者同行休業に関し必要な事項は，広島大学職員配偶者同行休業規則(平成 30年 3月 2

7日規則第 42号)で定める。 

(公民権行使の保障) 

第 41条 職員が労働時間中に，選挙権その他公民としての権利を行使し，又は公の職務を

遂行するために必要な時間を請求した場合においては，これを保障する。ただし，公民権

行使又は公の職務の執行に妨げがないときは，請求された時刻を変更することがある。 

2 職員は，国会議員，地方公共団体の長，地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候

補しようとするときは，あらかじめ，その旨を大学に届け出なければならない。 

3 職員は，国務大臣，国会議員，地方公共団体の長，地方公共団体の議会の議員その他の

公職に就任しようとするときは，その旨を大学に届け出なければならない。 

第 6章 研修 

(研修) 

第 42条 職員には，研修を受ける機会が与えられなければならない。 

2 職員の研修に関し必要な事項は，広島大学職員研修規則(平成 16年 4月 1日規則第 95

号)で定める。 

第 7章 賞罰 

(表彰) 

第 43条 大学は，職員が大学の業務に関し，特に功労があって他の模範とするに足りると

認められる場合は，これを表彰する。 

2 職員の表彰に関し必要な事項は，広島大学職員表彰規則(平成 16年 4月 1日規則第 96

号)で定める。 

(懲戒) 

第 44条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，懲戒に処することができる。 

(1) 正当な理由なく無断欠勤をしたとき。 

(2) 正当な理由なくしばしば遅刻，早退するなど勤務を怠ったとき。 

(3) 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。 

(4) 窃盗，横領，傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。 

(5) 大学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。 



(6) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。 

(7) 重大な経歴詐称をしたとき。 

(8) その他この規則により遵守すべき事項に違反し，又は前各号に準ずる不都合な行為

があったとき。 

(懲戒の種類) 

第 45条 職員の懲戒の種類は，次のとおりとする。 

(1) 懲戒解雇 原則として予告期間を設けないで即時に解雇する。 

(2) 諭旨解雇 退職願を提出するよう勧告し，これに従わない場合は懲戒解雇とする。 

(3) 懲戒休職 3月を超え 6月以内を限度として勤務を停止し，職務に従事させず，そ

の間の給与を支給しない。 

(4) 停職 11日以上 3月以内を限度として勤務を停止し，職務に従事させず，その間の

給与を支給しない。 

(5) 出勤停止 1日以上 10日以内を限度として出勤を停止し，職務に従事させず，その

間の給与を支給しない。 

(6) 減給 1 回の額が労基法第 12 条に規定する平均賃金の 1 日分の 2 分の 1 を上限とし，

その総額が一給与計算期間の給与総額の 10分の 1を上限として給与から減ずる。 

(7) 戒告 将来を戒める。 

(退職し，又は解雇された職員の在職中の非違行為に対する措置) 

第 45条の 2 職員が退職し，又は解雇された後において，その在職中に第 44条の規定によ

る懲戒の事由に該当する行為をしたことが判明したときは，当該退職又は解雇の日から 1

年以内に限り，当該行為について前条各号に定める懲戒に相当する量定を認定することが

ある。 

第 45条の 3 前 3条に定めるもののほか，職員の懲戒等に関し必要な事項は，広島大学職員

懲戒規則(平成 16年 4月 1日規則第 97号)で定める。 

(訓告等) 

第 46条 第 45条に規定する場合のほか，服務を厳正にし，規律を保持するために必要があ

るときには，文書による訓告又は文書若しくは口頭による厳重注意を行うことができる。 

(自宅待機) 

第 46条の 2 大学は，次のいずれにも該当すると判断する場合は，大学による処分の決定又

は処分の効力が発生するまでの間，職員に自宅待機を命じることができる。 

(1) 職員の行為が第 45条第 1号から第 4号までの懲戒に該当するとき，又はそのおそれ

があるとき。 

(2) 職員が出勤することにより，正常な業務の遂行に支障を来すとき，又は構成員へ与

える影響が大きいとき。 

(損害賠償) 

第 47条 職員が故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合は，その損害の全部又

は一部を賠償させるものとする。 



第 8章 安全・衛生 

(安全・衛生の確保に関する措置) 

第 48条 大学は，職員の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

2 職員の安全・衛生管理に関しては，広島大学安全衛生管理規則(平成 16年 4月 1日規則

第 113号)の定めるところによる。 

(協力義務) 

第 49条 職員は，安全，衛生及び健康の確保について，労働安全衛生法(昭和 47年法律第 5

7号)その他の関係法令のほか，上司の命令に従うとともに，大学が行う安全・衛生に関

する措置に協力しなければならない。 

第 9章 出張 

(出張) 

第 50条 職員は，大学が業務上必要があると認める場合に出張することができる。 

2 職員の出張に関し必要な事項は，広島大学旅行規則(平成 16年 4月 1日規則第 98号)で

定める。 

第 10章 福利・厚生 

(宿舎利用基準) 

第 51条 職員宿舎に関しては，広島大学職員宿舎規則(平成 16年 4月 1日規則第 114号)の

定めるところによる。 

(構内駐車場利用基準) 

第 52条 職員の構内駐車場の利用に関しては，広島大学構内駐車場利用規則(平成 16年 4

月 1日規則第 115号)の定めるところによる。 

第 11章 災害補償 

(災害補償) 

第 53条 職員が業務上又は通勤途上において，災害(負傷，疾病，障害又は死亡をいう。)

を受けた場合の災害補償，被災職員の社会復帰の促進並びに職員及びその遺族の援護を図

るために必要な福祉事業に関しては，労基法及び労災法の定めるところによるもののほか，

広島大学職員災害補償規則(平成 16年 4月 1日規則第 99号)で定める。 

第 12章 退職手当 

(退職手当) 

第 54条 職員の退職手当に関し必要な事項は，広島大学職員退職手当規則(平成 16年 4月 1

日規則第 100号)で定める。 

第 13章 規則の解釈等 

(規則の解釈等) 

第 55条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合には，役員会の議を経て，学長が

決定するものとする。 

附 則 



1 この規則は，平成 16年 4月 1日から施行する。 

2 職員のうち用務員の定年については，第 18 条第 1 項本文の規定にかかわらず，当分の間，

満 63歳とする。 

附 則(平成 17年 3月 31日規則第 53号) 

この規則は，平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 18年 3月 31日規則第 49号) 

1 この規則は，平成 18年 4月 1日から施行する。 

2 この規則の施行の日から平成 19年 3月 31日までの間に再雇用する者については，この

規則による改正後の広島大学職員就業規則第3条及び第 20条の規定にかかわらず，なお

従前の例による。 

附 則(平成 18年 9月 28日規則第 116号) 

この規則は，平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年 3月 22日規則第 54号) 

1 この規則は，平成 19年 4月 1日から施行する。 

2 教務職員の廃止の際現に教務員として在職する者であって，引き続き助教又は助手に配

置換となったものの定年については，その者が教員でない職員としての定年を希望した場

合は，その者を教員でない職員とみなして第 18条の規定を適用する。 

附 則(平成 20年 3月 28日規則第 52号) 

この規則は，平成 20年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 3月 31日規則第 63号) 

この規則は，平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年 3月 31日規則第 73号) 

1 この規則は，平成 22年 4月 1日から施行する。 

2 この規則による改正後の広島大学職員就業規則第 18条第 1項の規定中「満 65歳」とあ

るのは，昭和 24年 4月 1日までに生まれた者にあっては「満 64歳」と読み替えるものと

する。 

附 則(平成 23年 3月 31日規則第 22号) 

この規則は，平成 23年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 24年 3月 30日規則第 31号) 

この規則は，平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 26日規則第 11号) 

この規則は，平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 25年 9月 24日規則第 82号) 

この規則は，平成 25年 11月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年 3月 26日規則第 15号) 

この規則は，平成 26年 4月 1日から施行する。ただし，第 28条及び第 54条の改正規定

は，平成 26年 11月 25日から施行する。 



附 則(平成 26年 12月 24日規則第 102号) 

この規則は，平成 27年 1月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 3月 24日規則第 27号) 

この規則は，平成 27年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 3月 24日規則第 40号) 

この規則は，平成 28年 3月 24日から施行し，この規則による改正後の広島大学職員就業

規則第 54条の規定は，平成 26年 11月 25日から適用する。 

附 則(平成 29年 9月 26日規則第 128号) 

この規則は，平成 29年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 3月 27日規則第 26号) 

この規則は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 31年 1月 24日規則第 6号) 

1 この規則は，平成 32年 4月 1日から施行する。 

2 この規則の施行の日に現に広島大学のテニュア・トラック制に関する規則の一部を改正

する規則(平成 31年 1月 24日規則第 10号)による改正前の広島大学のテニュア・トラッ

ク制に関する規則の規定に基づき雇用されているテニュア・トラック教員については，こ

の規則による改正後の広島大学職員就業規則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 31年 3月 27日規則第 34号) 

この規則は，平成 31年 4月 1日から施行する。 



先進理工系科学研究科（博士課程前期）修了までのスケジュール 

学

年

4 月 

入学

10 月 

入学
学  生 指導教員グループ

プログラム教員会

教授会等

第

1 

年

次

4 月 10 月 オリエンテーション

ガイダンス
履修計画立案助言 教育研究目標周知

「 研 究 倫 理 教 育 ( 大 学 院 生

Basic)」受講 
「研究題目届」提出 指導教員了承 「研究題目届」承認

履修計画検討 履修計画指導

研究計画立案 研究計画指導

10 月 4 月 履修計画検討 履修計画指導

「研究計画概要」提出 「研究計画概要」受理

11～

12 月 

5～ 

6 月 

中間発表 中間発表指導

研究計画再考 研究計画指導

2 月 7 月 「研究計画概要」再提出 「研究計画概要」受理

第

2 

年

次

4 月 10 月 履修計画検討 履修計画指導

修士論文執筆計画立案 論文執筆計画

指導・助言

9 月 3 月 「 研 究 倫 理 教 育 ( 大 学 院 生

Advanced(M))」受講 
「研究倫理教育受講

修了証」交付

「修士論文概要」提出 「修士論文概要」承認

10 月 4 月 履修計画検討 履修計画指導

修士論文作成 論文執筆指導 審査委員会編成

1 月 7 月 修士論文提出 論文審査

「修士論文要旨」提出

2 月 8 月 修士論文口頭発表会

（公開審査）

最終試験 審査委員会

合否判定

要件単位修得 最終合否判定

3 月 9 月 課程修了・学位取得

博士論文基礎力審査で修了する場合

学

年

4 月 

入学

10 月 

入学
学  生

リーディングプログラ

ム機構運営会議等

プログラム教員会

教授会等

第

2 

年

次

10 月 4 月 「博士論文研究基礎力審査申

請書」の提出

12~ 

2 月 

6~ 

8 月 

博士論文研究基礎力審

査

2 月 8 月 合否判定 最終合否判定

3 月 9 月 課程修了・学位取得



先進理工系科学研究科（博士課程後期）修了までのスケジュール 

学

年

4 月 

入学

10 月 

入学
学  生 指導教員グループ

プログラム教員会

教授会等

第

1 

年

次

4 月 10 月 オリエンテーション

ガイダンス

履修計画立案

助言
教育研究目標周知

「研究倫理教育 (大学院生

Basic)」受講 
「研究題目届」提出 指導教員了承 「研究題目届」承認

履修計画検討 履修計画指導

研究計画立案 研究計画指導

10 月 4 月 履修計画検討 履修計画指導

11～ 
12 月 

5～ 
6 月 

中間発表 中間発表指導

3 月 8 月 「研究計画概要」提出 研究計画指導 「研究計画概要」受理

第

2 

年

次

4 月 10 月 履修計画検討 履修計画指導

研究計画立案 研究計画指導

11～ 
12 月 

5～ 
6 月 

中間発表 中間発表指導

3 月 8 月 「研究倫理教育 (大学院生

Advanced(D))」受講 
「研究倫理教育

受講修了証」交付

（第 3 年次の前半までに 
終える）

「博士論文概要」提出 研究計画指導 「博士論文概要」受理

第

3 

年

次

10 月 4 月 「博士論文予備審査願」

提出

「博士論文予備審査願」受理

予備審査委員会編成

11 月 5 月 博士論文概要・草稿

提出

12 月 6 月 予備審査会 予備審査

審査結果報告 予備審査合否判定

1 月 7 月 博士論文等提出 博士論文受理

審査委員会編成

1～ 
2 月 

7～ 
8 月 

論文審査会（公開） 論文審査

審査結果報告 審査委員会合否判定

博士論文本製本等提出

最終合否判定

3 月 9 月 課程修了・学位取得



○博士課程前期

履修モデル



















○博士課程後期



















 

 

学位授与の判定基準及び学位論文の評価基準について 

 

広島大学大学院先進理工系科学研究科 

学位授与の判定基準及び学位論文の評価基準 

 

【博士課程前期】 

広島大学大学院先進理工系科学研究科では、次の判定基準に基づいて修士の学位審査を行い、

適当と認められる者に対して、修士の学位を授与する。 

 

1. 修士の学位を受ける者は、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、当該専門

分野における研究能力及び高度な専門的能力を身に付けていること、さらに幅広い教養と

総合的な判断力を有していること。 

2. 修士論文は次に定める「学位論文の評価基準」に基づき評価されるとともに、当該専門

分野の発表会・審査委員会で学術研究に相応しい研究発表を行い、質疑に対し論理的かつ

明解に応答すること。 

3. 修士学位論文の提出の手続きについては、別に定める。 

 

（学位論文の評価基準） 

Ⅰ 論文の審査項目 

(1) 当該研究領域における修士としての十分な知識を修得し、問題を的確に把握し、解明する

能力を身に付けているか。 

(2) 研究テーマの設定が申請された学位に対して妥当なものであり、論文作成にあたっての問

題意識が明確であるか。 

(3) 論文の記述（本文、図、表、引用など）が十分かつ適切であり、結論に至るまで首尾一貫

した論理構成になっているか。 

(4) 設定したテーマの研究に際して、適切な研究方法、調査・実験方法、あるいは論証方法を

採用し、それに則って具体的な分析・考察がなされているか。 

(5) 当該研究領域の理論的見地または実証的見地から見て、独自の価値を有するものとなって

いるか。 

 

 

【博士課程後期】 

広島大学大学院先進理工系科学研究科では、次の判定基準に基づいて博士の学位審査を行い、

適当と認められる者に対して、博士の学位を授与する。 

1. 博士の学位を受ける者は、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、国際的な

視野に立った学際的な学識を備え、当該専門分野における研究を自立して実践できる能力

及び高度な専門的能力を有していること。 

2. 博士論文は次に定める「学位論文の評価基準」に基づき評価されるとともに、当該専門

分野の発表会・審査委員会で学術研究に相応しい研究発表を行い、質疑に対し論理的かつ

明解に応答すること。 



3. 博士学位論文の提出の手続きについては、別に定める。 

 

（学位論文の評価基準） 

Ⅰ 論文の審査項目 

(1) 当該研究領域における博士としての十分な知識を修得し、問題を的確に把握し、解明する

能力を身に付けているか。 

(2) 研究テーマの設定が申請された学位に対して妥当なものであり、論文作成にあたっての問

題意識が明確であるか。 

(3) 論文の記述（本文、図、表、引用など）が十分かつ適切であり、結論に至るまで首尾一貫

した論理構成になっており、論理的に明確な結論が導かれているか。 

(4) 設定したテーマの研究に際して、適切な研究方法、調査・実験方法、あるいは論証方法を

採用し、それに則って具体的な分析・考察がなされているか。 

(5) 当該研究領域の理論的見地または実証的見地に加え、国際的な学術水準および学際的観点

から見て、独自の価値を有するものとなっているか。 

 



フェニックスリーダー育成プログラム

博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination, QE） 

実施要領 

（4 年制・5 年制コース，平成 28 年度以降入学生用） 

Ⅰ 博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）とは  ・・・・・・・・１ 

Ⅱ フェニックスリーダー育成プログラムにおける 
 博士論文研究基礎力審査 ・・・・・・・・・・・・・・２ 

Ⅲ 博士論文研究基礎力審査のスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

Ⅳ 博士論文研究基礎力審査委員会の組織等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

Ⅴ 博士論文研究基礎力審査の審査方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

Ⅵ 博士論文研究基礎力審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

Ⅶ 博士論文研究基礎力審査結果報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

Ⅷ 博士論文研究基礎力審査合否判定通知書／依頼書 ・・・・・・・・・・・・１４ 

Ⅸ 参考資料（関連規程） 
  1 フェニックスリーダー育成プログラム履修細則（関連条項のみ抜粋） ・・１６ 

2 博士論文研究基礎力審査実施要項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 
  3 博士論文研究基礎力審査における不合格及び再審査の取扱い ・・・・・・１８ 
  4 博士論文研究基礎力審査委員会における学外委員の取扱い ・・・・・・・１９ 

平成 30 年 3 月 5 日 

フェニックスリーダー育成プログラム会議

フェニックスリーダー育成プログラム教育委員会
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Ⅰ 博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）とは 

                                      引用：文部科学省 HP 

 
 前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程の修了要件について，当該博士課程の目的を

達成するために必要と認められる場合には，①専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻

分野に関連する分野の基礎的素養についての試験，②博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な

能力についての審査（以下①及び②の試験及び審査を「博士論文研究基礎力審査」という。）の合格を，修士

論文又は特定課題の研究成果の審査と試験の合格に代えることができる。 

 

 これにより，博士課程の前期及び後期の課程を通じて一貫した人材養成上の目的を有する履修上の区分（コ

ース，プログラム等）においては，学則に定めることにより，授業科目の履修による単位の修得に加え， 

 (1) 専攻分野とその関連分野の専門的知識・能力を評価するための筆記等による試験 
 (2) 博士論文研究を行う分野に係る研究の背景や意義，展望に関する認識や，課題を設定し研究を推進す

る能力等を評価するための研究報告の提出及び口頭試問等による審査 

 による博士論文研究基礎力審査の合格を，修士論文又は特定課題の研究成果の審査と試験の合格に代えて，

修了要件とすることができる。 
引用：大学院設置基準等の一部を改正する省令の施行について（通知） 

平成 24年 3 月 14 日 23 文科高第 1112 号  
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Ⅱ フェニックスリーダー育成プログラムにおける博士論文研究基礎力審査 

 

１ 審査の方法（博士論文研究基礎力審査実施要項 第 2 より） 
種類 審査方法 審査者 頁 

コースワーク※3 
(細則第10条第1号関係) 
 
複数分野の専門知識に関する筆

記試験 

コースワーク※3 において学生が習得した知識及び能

力を問う筆記試験 

○博士論文研究基礎力審査

委員会※1(ただし，産学

官連携先担当者※2 を除

く。) 
○授業担当教員 

4㌻ 

学生のプロジェクト立案スキルの審査 

○博士論文研究基礎力審査

委員会※1 
○ヒロシマ・フェニックス

トレーニングセンター運

営委員会(出題のみ) 
リサーチワーク※4  
(細則第10条第2号関係) 
 
博士論文研究基礎力審査委員会

※1による研究計画書に対する英

語での口頭試問 

学生の特別課題研究(特別研究)等の報告書又は博士論文

研究計画の審査 
○博士論文研究基礎力審査

委員会※1 
5㌻ 

eラーニングポートフォリオ※7 
(細則第10条第3号関係) 
 
博士論文研究基礎力審査委員会

※1 による学修の記録(単位修得

状況とその理解度及び目標達成

度)に基づくプログラムが目指す

博士候補生としての資質能力審

査 

e ラーニングポートフォリオ※7 を用いた学修目標※5
に対する到達度自己評価※8の確認 

○博士論文研究基礎力審査

委員会※1 

6㌻ 

到達度の

エビデン

ス※9 に

基づく成

果水準※

6の確認 

学生の単位修得状況の確認 ○博士論文研究基礎力審査

委員会※1 
e ラーニングポートフォリオ※7 を用いた

国際シンポジウム終了後に学生が提出する

国際シンポジウム報告書に基づく成果水準

※6の確認 

○博士論文研究基礎力審査

委員会※1 

e ラーニングポートフォリオ※7 を用いた

短期フィールドワーク終了後に学生が提出

する報告書に基づく成果水準※6の確認 

○博士論文研究基礎力審査

委員会※1 

e ラーニングポートフォリオ※7 を用いた

共通コースワーク終了後に学生が提出する

報告書に基づく成果水準※6の確認 

○博士論文研究基礎力審査

委員会※1 

e ラーニングポートフォリオ※7 を用いた

短期インターンシップ終了後に学生が提出

する報告書に基づく成果水準※6の確認（平

成27年度以前入学生に限る。） 

○博士論文研究基礎力審査

委員会※1 

 (注) 
 ※1 博士論文研究基礎力審査委員会 主任指導教員 1 人，副指導教員 3 人及び産学官連携先担当者(※2)で構成する委員会。

プログラム責任者が必要と認めた本学専任の教員を含むことができる。 
 ※2 産学官連携先担当者 インターンシップ等により任用した客員教授等 
 ※3 コースワーク 学修目標に沿った複数科目の体系的な履修 
 ※4 リサーチワーク 主任指導教員及び副指導教員の指導の下で学生が実施する個別の研究活動 
 ※5 学修目標 プログラムのみならず将来のキャリアの中でも目指す目標であり，フェニックスリーダーとして身につける

べき知識や能力を示したもの。 
 ※6 成果水準 到達度の基準となる学修成果を段階的に示したもの。 
 ※7 e ラーニングポートフォリオ フェニックスリーダー育成プログラムの学修の記録 
 ※8 到達度自己評価 e ラーニングポートフォリオにおいて学生が実施し，記録する学期ごとの学修目標に対する到達度の

5 段階評価 
 ※9 到達度のエビデンス 学生による学修目標に対する到達度の根拠として学生が添付する報告書等の学修成果物  
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２ 受験資格（フェニックスリーダー育成プログラム履修細則 第 11 条より） 
(1) 4 年制コース 

  ① 所属研究科の 2 年次前期終了時における所定の単位を修得(見込みを含む。)していること。 
  ② 4 年制コースの 2 年次前期終了時に当該コースの単位を 16 単位以上修得(見込みを含む。)している

こと。 
(2) 5 年制コース 

  ① 所属研究科の博士課程前期における所定の単位を修得(見込みを含む。)し，博士課程前期を修了見

込みであること。 
  ② 5年制コースの 2年次終了時に当該コースの単位を 21単位以上修得(見込みを含む。)していること。 
 
 

Ⅲ 博士論文研究基礎力審査のスケジュール 

 

１ 全体の流れ 

通常の実施時期 
（ ）内は 4年制コース 

内 容 備 考 

プログラム履修開始～

QE 受験まで 所属研究科及びプログラムの単位を修得 
上述の「Ⅱ フェニックスリーダー育成プロ

グラムにおける博士論文研究基礎力審査」

－「2 受験資格」を参照 
4 セメの 4 月 
（3 セメの 10 月） 「博士論文研究基礎力審査申請書」の提出  

4 セメの 6～7 月 
（3 セメの 12～1 月） 博士論文研究基礎力審査の実施 博士論文研究基礎力審査委員会 

4 セメの 8 月 
（3 セメの 2 月） 

合格者判定 教育委員会 → プログラム会議 →  
リーディングプログラム機構運営会議 

判定結果の通知 LP 機構長 → 所属研究科長 
4 セメの 9 月 
（3 セメの 3 月） 

4 年制コース：判定結果の報告（教授会） 
5 年制コース：最終判定の実施（教授会） 5 年制コース：修士号を授与 

5 セメの 10 月以降 
（4 セメの 4 月以降） 合格者は引き続きプログラムを履修 5 年制コース：博士課程後期に進学 

 
２ 詳細スケジュール 
  詳細なスケジュールについては，その都度定める。 
 

 

Ⅳ 博士論文研究基礎力審査委員会の組織等 

 

１ 組織 
 (1) 主任指導教員 1 人 
 (2) 副指導教員 3 人 
 (3) 産学官連携先担当者 1 人 
 (4) その他，プログラム責任者が必要と認めた本学専任の教員 
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２ 審査事項 
 (1) コースワーク 

複数分野の専門知識に関する筆記試験（専門科目，プログラム科目及びプロジェクト立案スキル審査，

日本語又は英語で解答可） 
 (2) リサーチワーク 

博士論文研究基礎力審査委員会による特別課題研究（特別研究）等報告書又は研究計画書に対する英

語での口頭試問 
 (3) e ラーニングポートフォリオ 

博士論文研究基礎力審査委員会による学修の記録（単位修得状況とその理解度及び目標達成度）に基

づくプログラムが目指す博士候補生としての資質能力審査 
  
３ 委員長 
  委員長は主任指導教員をもって充てる。 
 

 

Ⅴ 博士論文研究基礎力審査の審査方法 

 

  各審査の詳細な実施計画については，その都度定める。 

１ コースワークの審査 

(1) 実施方法等 

種類 実施方法等 

複数分野の専門知識

に関する筆記試験 

コースワークにおいて学生

が習得した知識及び能力を

問う筆記試験 

専門科目 

博士論文研究基礎力審査

委員会で定める。 
プログラム科目 

学生のプロジェクト立案ス

キルの審査 
プロジェクト立案スキルの審査 

 

(2) 審査基準 

   専門科目，プログラム科目及びプロジェクト立案スキルの審査の 3 科目で 100 点（専門科目，プログ

ラム科目及びプロジェクト立案スキルの配点は，博士論文研究基礎力審査委員会の裁量に委ねる。）と

し，広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム成績評価のガイド

ライン（平成 25 年 9 月 24 日フェニックスリーダー育成プログラム会議承認）別表第 1 に準じて秀，優，

良，可及び不可の 5 段階評価を行った上で，可以上を合格基準とする。 
 

別表第 1(第 4，第 5 関係) 
点数 区分 

90 点～100 点 秀 

80 点～89 点 優 

70 点～79 点 良 

60 点～69 点 可 

60 点未満 不可 
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２ リサーチワークによる審査 

(1) 実施方法等 
種類 実施方法等 

博士論文研究基礎力審査委員会による研究

計画書に対する英語での口頭試問 

学生の特別課題研究（特別研究）等の報告

書又は博士論文研究計画の審査 

口頭試問の実施方法等

は，博士論文研究基礎力

審査委員会で定める。 

 

(2) 審査基準 
   広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム到達基準(rubric)に

基づき，5 段階評価を行い，平均点の小数点第 2 位以下を切り捨てた数値を次の表に当てはめ，可以上

を合格基準とする。 
平均点 評価 

4.6 点～5点 秀 

3.6 点～4.5 点 優 

2.6 点～3.5 点 良 

1.6 点～2.5 点 可 

1.5 点以下 不可 

 

(3) 特別課題研究（特別研究）等の報告書又は博士論文研究計画の提出 

   特別課題研究（特別研究）等の報告書又は博士論文研究計画の提出は，原則として所属研究科の書式

に従い作成するものとする。ただし，これによりがたい場合は，次の様式に準じて作成するものとする。 

 

フェニックスリーダー育成プログラム博士課程研究計画書 

（表） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（裏） 

所属 研究科   

学生番号  氏 名 ㊞ 

主 任 
指導教員 

㊞ 副指 導教員 

 

 

 

研究題目  

研究計画 

（Ａ４版２枚程度で作成） 
 
１ 緒言（背景） 

 
２ 目的 
 

３ 方法 
 
 

 

業績 
 

 
 

※学会、シンポジウム等における発表、投稿論文（採
用・不採用とも） 

主任指導教員                    

助言欄 

副指導教員                   

助言欄 

副指導教員                    

助言欄 

副指導教員                    

助言欄 
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３ e ラーニングポートフォリオによる審査 
(1) 実施方法等 

種類 実施方法等 

博士論文研究基

礎力審査委員会

による学修の記

録（単位修得状況

とその理解度及

び目標達成度）に

基づくプログラ

ムが目指す博士

候補生としての

資質能力審査 

eラーニングポートフォリオを用いた学修目標に対する到達度自己評価

の確認 ○到達度自己評価の確認 

到達度の

エビデン

スに基づ

く成果水

準の確認 

学生の単位修得状況の確認 ○単位修得状況の確認 

e ラーニングポートフォリオを用いた国際シンポジウム終

了後に学生が提出する国際シンポジウム報告書に基づく成

果水準の確認 

○国際シンポジウム報告書に

基づく成果水準の確認 

e ラーニングポートフォリオを用いた短期フィールドワー

ク終了後に学生が提出する報告書に基づく成果水準の確認 
○短期フィールドワーク報告

書に基づく成果水準の確認 

e ラーニングポートフォリオを用いた共通コースワーク終

了後に学生が提出する報告書に基づく成果水準の確認 
○共通コースワーク報告書に

基づく成果水準の確認 

 

(2) 審査基準 

   広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム到達基準(rubric)に
基づき，以下の①及び②の確認の結果，プログラムが目指す博士候補生としての資質能力を 5 段階で判

定し，小数点第 2 位以下を切り捨てた数値を次の表に当てはめ，可以上を合格基準とする。 
 

平均点 評価 

4.6 点～5点 秀 

3.6 点～4.5 点 優 

2.6 点～3.5 点 良 

1.6 点～2.5 点 可 

1.5 点以下 不可 

 

① 到達度自己評価の確認 

    到達度自己評価の確認は，広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プ

ログラム大学院生の到達度自己評価（平成 25 年 9 月 24 日フェニックスリーダー育成プログラム会議

承認）に基づき行う。 
  ② 成果水準の確認 
   ア 単位修得状況に基づく成果水準の確認は，所属研究科博士課程前期単位修得状況（4 年制コース

は，2 年次前期終了時における単位修得状況），フェニックスリーダー育成プログラム授業科目の単

位修得状況及びその成績評価状況に基づき行う。 
   イ 各報告書に基づく成果水準の確認は，広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリ

ーダー育成プログラム学修目標に対する到達度確認に関する取扱い（平成 25 年 9 月 24 日フェニッ

クスリーダー育成プログラム会議承認）に基づき行う。  
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Ⅵ 博士論文研究基礎力審査申請書 

 

平成●年度(前期／後期) 広島大学大学院 フェニックスリーダー育成プログラム 
博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）申請書 

20XX (Spring Semester / Fall Semester) 
Hiroshima University Graduate School Phoenix Leader Education Program 

Qualifying Examination Application 
 

                              平成     年     月    日    
(year)    (month)    (day) 

 フェニックスリーダー育成プログラム責任者 殿 
 To Phoenix Leader Education Program Director 
 

コース名  Course Name ： 
学生番号  Student Number ： 
氏  名  Name ：             ○印  Seal 
電話番号  Phone Number ：  
 

  フェニックスリーダー育成プログラム博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）を 
申請します。 
  なお，博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）を受けるための基準を次のように 
［ 満たしています ・ 満たす見込みです ］。 
  I hereby apply for admission to Qualifying Examination of Phoenix Leader Education Program.     
Prerequisites for taking this examination above ［ have been fulfilled/ will have been fulfilled ］as follows: 
 

記 
所属研究科・専攻 
Graduate school 

Major 

                                研究科                            専攻 
Graduate shool of                                   Major 

所定の単位数  
Required Credits 

  単位 
credits 

修 得 単 位 数 
Earned Credits 

  単位 
credits 

修得見込み単位数 
Prospective Credits 

  単位 
credits 

 
上記の単位数について確認しました。I have confirmed the credits above.  
 
 
 研究科長 Dean of Graduate school                     公印 official seal 
 

 
コ ー ス 名 

Course Name 
                     コース 

Course 
所定の単位数  

Required Credits 
  単位 

credits 
修 得 単 位 数 
Earned Credits 

  単位

credits 
修得見込み単位数 

Prospective Credits 
  単位 

credits 
 
上記の単位数について確認しました。I have confirmed the credits above. 
 
フェニックスリーダー育成プログラム事務担当者 Phoenix program          ○印Seal 
 

 

主任指導教員 Primary Academic Advisor               ○印Seal 
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Ⅶ 博士論文研究基礎力審査 結果報告書 

 

 

平成●年度 広島大学大学院放射線災害復興を推進する 

フェニックスリーダー育成プログラム 

博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）結果報告書 
 

所属研究科  専 攻 名  

コ ース 名  氏 名  

審

査

概

要 

 

１ コースワーク 複数分野の専門知識に関する筆記試験の評価は，（秀，優，良，可，不可）

であった。 
 
２ リサーチワーク 博士論文研究基礎力審査委員会による研究計画書に対する英語での口頭

試問の評価は，（秀，優，良，可，不可）であった。 
 
３ e ラーニングポートフォリオ 博士論文研究基礎力審査委員会による学修の記録（単位修得

状況とその理解度及び目標達成度）に基づくプログラムが目指す博士候補生としての資質能

力審査の評価は，（秀，優，良，可，不可）であった。 
 
   所見 
 
  
 
 
 
  以上，広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラムが

実施した博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）合格の基準を［ 満たしてい

る ・ 満たしていない ］ことを報告します。 
 

 

   平成    年    月    日 

 

   審査委員会委員長            ○印 （○○○○研究科 ○○） 

   審査委員会委員 

   審査委員会委員 

   審査委員会委員 

   審査委員会委員 
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１ コースワーク 
   試験結果を記入する。 

試験の種類 成績 

複数分野の専門知識に関する

筆記試験 

コースワークにおいて学生

が習得した知識及び能力を

問う筆記試験 

専門科目 X／X 点 

X／100 点 プログラム科目 X／X 点 

学生のプロジェクト立案スキルの審査 X／X 点 

 

２ リサーチワーク 

   各委員の評価に基づき審査委員長が得点を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

博士論文研究基礎力審査委員会による研究計画書に対する英語での口頭試問 

 
審査項目 

評価基準(数字%は目安です) 

 1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 

20%未満 40%程度 60%程度 80%程度 100% 

1 
本プログラムの理念と目

的に合致する研究の目標

を示す事ができる 

ほとんど 
できていない 

一部 
できている 

概ね 
できている 

ほぼ 
できている できる 

2 

研究の目的や目標を達成

するために、適切な研究

方法を提示することがで

きる 

ほとんど 
できていない 

一部 
できている 

概ね 
できている 

ほぼ 
できている できる 

3 
専門分野を超えた学修成

果を研究に反映させるこ

とができる 

ほとんど 
できていない 

一部 
できている 

概ね 
できている 

ほぼ 
できている できる 

4 
学術上の正確な情報に基

づき、論じることができ

る 

ほとんど 
できていない 

一部 
できている 

概ね 
できている 

ほぼ 
できている できる 

5 
外国語による討論におい

て、他者の発言を理解し

自ら発言できる 

ほとんど 
できていない 

一部 
できている 

概ね 
できている 

ほぼ 
できている できる 

平均点 XX 
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３ e ラーニングポートフォリオ 
  学生の自己評価に基づき審査委員長が総合点を記入する。 

  (1) 共通項目 

学修目標 
Learning 

Goals 
コード 
Code 

基礎到達目標 
Learning 
Objectives 

成果水準1 
effort 1 

成果水準2 
effort 2 

成果水準3 
effort 3 

成果水準4 
effort 4 

成果水準5 
effort 5 

自己
評価 総合 

国際力 
国際社会で
リーダーシ
ップを発揮
することが
できる 

C1-1 
外国語を用いて論
文を作成できる 

一定の形式に則っ
て英作文ができる 

英語による
350-400語程度の
短い論述ができる 

英語による2000 
語程度の報告書を
作成できる 

英語による学術論
文が作成できる 

英語による論文を
発行できる   

C1-2 
外国語を用いて討
論ができる 

英語による10分程
度のプレゼンテー
ション及び質疑応
答ができる 

英語による討論に
おいて他者の発言
を理解し自ら発言
できる 

英語による討論に
参加し議論の展開
に貢献できる 

英語による討論を
主導することがで
きる 

英語による討論に
おいて意見を調整
し合意に導くこと
ができる 

  

C1-3 
外国語を用いて業
務を行える 

英語を用いた業務
連絡が理解できる 

英語を用いた業務
連絡を発信できる 

英語を用いて交渉
ができる 

英語を用いた交渉
により個人的な成
果を示すことがで
きる 

英語を用いた一連
の交渉により組織
的な成果を示すこ
とができる 

  

C1-4 
国際的な集団の中
で，目的を達成する
ために必要な判
断・調整ができる 

英語を用いてグル
ープワークに貢献
できる 

英語を用いてグル
ーブによる企画を
立案することがで
きる 

英語を用いてグル
ープによる企画を
遂行することがで
きる 

英語を用いてグル
ープによる企画を
指揮することがで
きる 

英語を用いてグル
ーブによる企画を
指揮し顕著な成果
を示すことができ
る 

  

マネジメン
ト力 
状況を科学
的に捉え，よ
り良い状況
に向けて合
意形成を導
くことがで
きる 

C2-1 
人類社会が直面す
る課題や，集団が抱
える問題点を理解
できる 

人間の社会行動理
解のための基礎的
な理念概念を説明
できる 

人間の社会行動に
ついての重層的な
影響過程を説明で
きる 

社会的排斥や偏
見・差別への具体的
な対応方法を提示
できる 

人間の社会行動に
関する理念や概念
に基づき企画を立
案することができ
る 

人間の社会行動に
関する理念や概念
に基づき企画を立
案・実行して成果を
示すことができる 

  

C2-2 

正確な知識と高い
倫理観に基づき，課
題について対策を
提案することがで
きる 

特定の課題につい
て，状況の分析や倫
理的な判断のため
の情報を収集する
ことができる 

特定の課題につい
て，正確な情報に基
づき状況を説明し
たり，倫理的な感情
を表明したりでき
る 

特定の課題につい
て，正確な情報と社
会的善に基づき対
応策を提案するこ
とができる 

特定の状況につい
て，正確な情報と倫
理的争点について
の独自の考察に基
づき，企画を立案・
実行できる 

特定の状況につい
て，正確な情報と深
い倫理的考察に基
づき企画を立案・実
行して成果を示し，
新たな善の構想を
示すことができる 

  

C2-3 

個や集団のストレ
スをコントロール
し，個や集団が的確
な方向へ進めるよ
うにマネジメント
できる 

個人と集団の関係
に関する理論や概
念を説明できる 

個人や集団の理論
や概念の正確な理
解に基づき，与えら
れたテーマに関す
る議論ができる 

個人や集団の理論
や概念の正確な理
解に基づき，課題を
発見し，解決策を提
示することができ
る 

個人や集団の理論
や概念に基づき、企
画を立案すること
ができる 

個人や集団の理論
や概念に基づく企
画を立案・実行し，
顕著な成果を示す
ことができる 

  

C2-4 

原爆からの復興を
果たした広島大学
の経験に基づき，放
射線災害復興のた
めの自らが果たす
べき役割を明確に
遂行できる 

広島における原爆
の経験と復興の経
緯について説明で
きる 

原爆とその後の復
興において広島大
学が果たした役割
を説明できる 

原爆とその後の復
興において広島大
学が果たした役割
に基づき，本プログ
ラムの使命を説明
できる 

原爆とその後の復
興における広島大
学の経験を企画に
反映することがで
きる 

原爆とその後の復
興における広島大
学の経験を反映し
た企画を立案・実行
し，顕著な成果を示
すことができる 

  

学際力 
専門分化し
た知識の全
体を俯瞰し，
必要に応じ
て活用する
ことができ
る 

C3-1 
専門分野を超えた
知識や技術を活用
し，独創的な研究を
発案・展開できる 

専門分野外の正確
な知識や技術につ
いて説明できる 

専門分野外の正確
な知識に基づき，特
定のテーマについ
て議論できる 

専門分野外の正確
な知識に基づき，特
定の課題に対する
対応策を提示する
ことができる 

専門分野外の知識
や技術を活用して，
自ら企画を立案す
ることができる 

専門分野外の知識
や技術を活用して，
自ら立案した企画
を実行し，顕著な成
果を示せる 

  

C3-2 

放射線災害に伴う
多様なリスクを総
合的な視点から理
解し，的確な対応策
を提言できる 

放射線災害に伴う
リスクを複数の分
野の視点から説明
できる 

放射線災害に伴う
リスクを複数の分
野の視点から説明
し，対応策を示すこ
とができる 

放射線災害に伴う
リスクを複数分野
の知識に基づき，総
合的に把握し，対応
策を示すことがで
きる 

放射線災害に伴う
多様なリスクの総
合的な理解に基づ
く企画を立案する
ことができる 

放射線災害に伴う
多様なリスクの総
合的な理解に基づ
く企画を立案・実行
し，顕著な成果を示
すことができる 

  

C3-3 

放射線生物学の基
礎を理解でき，人体
への影響を評価で
きる 

放射線生物学の基
礎となる生命現象
について説明でき
る 

放射線による生物
作用及びその対策
について説明でき
る 

放射線の人体影響
に関する理解に基
づき，放射線サーベ
イ及び除染に従事
することができる 

放射線による人体
影響及びその対策
に関する知識に基
づく企画を立案で
きる 

放射線による人体
影響及びその対策
に関する知識を反
映した企画を立
案・実行し，顕著な
成果を示すことが
できる 

  

C3-4 

放射性物質と放射
線の基礎を理解で
き，各種放射線測定
器を使用し，環境中
の放射性物質の動
態を評価すること
ができる 

環境中の天然及び
人工放射性物質に
ついて理解し，挙動
を説明できる 

環境中の天然及び
人工放射性物質に
ついて挙動及び管
理基準を説明でき
る 

環境中の天然及び
人工放射性物質に
ついて正確な理解
に基づき測定し，動
態を評価すること
ができる 

環境中の天然及び
人工放射性物質に
ついての知識と，動
態評価の技術に基
づく企画を立案す
ることができる 

環境中の天然及び
人工放射性物質に
ついての知識と，動
態評価の技術を反
映した企画を立
案・実行し，顕著な
成果を示すことが
できる 

  

C3-5 

放射線災害時にお
ける個や集団への
ストレスを把握で
き，解決方法を提示
できる 

放射線災害からの
復興のための行政
や民間の取組につ
いて説明できる 

放射線災害からの
復興のための取組
を系統的に説明で
きる 

放射線災害復興の
ための取組を系統
的に理解した上で，
行政・民間の取組に
ついて自ら実践的
な策を考案するこ
とができる 

放射線災害復興の
ための行政・民間に
よる体系的な取組
の中に自らの企画
を位置付けること
ができる 

放射線災害復興の
ための行政・民間に
よる体系的な取組
の中に自らの企画
を位置付け，顕著な
成果を示すことが
できる 
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  (2) 放射線災害医療コース 
学修目標 
Learning 

Goals 

コード 
Code 

基礎到達目標 
Learning Objectives 

成果水準1 
effort 1 

成果水準2 
effort 2 

成果水準3 
effort 3 

成果水準4 
effort 4 

成果水準5 
effort 5 

自己

評価 総合 

原発作業員な

どの急性放射

線障害の病態

の把握と診

断・治療がで

きる 

M4-1 
急性放射線障害に至る経緯

について理解でき，急性放射

線障害の病態の把握ができ

る 

関連する教科

の

GPA0.1-0.5
を目安とする 

関連する教科

の

GPA0.6-1.5 
を目安とする 

関連する教科

の

GPA1.6-2.5
を目安とする 

関連する教科

の

GPA2.6-3.5 
を目安とする 

関連する教科

の

GPA3.6-4.0 
を目安とする 

  

M4-2 
急性放射線障害から自らを

防御でき，放射性物質に汚染

されたものの適切な処理方

法を理解できる 

  

M4-3 
放射線測定機器（ガイガーカ

ウンター，ホールボディカウ

ンター等）を適切に使用でき

る 

  

一般住民など

への低線量被

ばくの影響評

価ができる 

M5-1 
事故により大気中に放出さ

れた放射性物質や，食品中に

含まれる放射性物質の動態

について理解できる 

  

M5-2 低線量放射線による健康影

響を理解できる   

M5-3 低線量被ばくによる健康影

響の疫学調査を理解できる   

内部被ばく，

外部被ばくの

的確な線量評

価ができる 

M6-1 内部被ばくと外部被ばくの

違いを理解できる   

M6-2 健康調査，疫学調査の基礎を

理解できる   

M6-3 
放射線測定機器（ガイガーカ

ウンター，ホールボディカウ

ンター等）の特徴 について

理解できる 

  

放射線高感受

性である胎

児，小児への

適切な影響評

価と診断，治

療ができる 

M7-1 放射線による胎児・小児への

影響を理解できる   

M7-2 胎児（母体）と小児の体内シ

ステムについて理解できる   

M7-3 胎児（母体），小児への放射

線の防御方法を理解できる   

放射線による

発がんと遺伝

的影響の機序

とそのリスク

を評価できる 

M8-1 発がんと遺伝子について理

解できる   

M8-2 
放射線による発がんメカニ

ズムと遺伝的影響について

理解できる 
  

M8-3 
発がんリスクや遺伝的影響

に関する疫学の基礎につい

て理解できる 
  

放射能汚染ス

トレス下にお

ける心理的評

価とメンタル

ケアができる 

M9-1 放射能汚染ストレスについ

て理解できる   

M9-2 
放射能汚染ストレス下で起

こりうる心理的影響を評価

できる 
  

M9-3 メンタルケアの基礎を理解

できる   

 

平均点（31 項目） XX 
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  (2) 放射能環境保全コース 
学修目標 
Learning 

Goals 

コード 
Code 

基礎到達目標 
Learning Objectives 

成果水準1 
effort 1 

成果水準2 
effort 2 

成果水準3 
effort 3 

成果水準4 
effort 4 

成果水準5 
effort 5 

自己

評価 総合 

原発事故，核

テロ及び放射

線事故におけ

る核分裂反応

生成物の性質

を科学的に解

析できる 

E4-1 

原発事故，核テロ，放射線事

故に至る経緯について理解

でき，安全管理のポイントが

把握できる 

関連する教科

の

GPA0.1-0.5
を目安とする 

関連する教科

の

GPA0.6-1.5 
を目安とする 

関連する教科

の

GPA1.6-2.5
を目安とする 

関連する教科

の

GPA2.6-3.5 
を目安とする 

関連する教科

の

GPA3.6-4.0 
を目安とする 

  

E4-2 
原子炉の原理，構造，核燃料

サイクルを理解できる   

E4-3 
原子核の構造と安定性，放射

線の発生，核分裂反応につい

て理解できる 
  

適切に環境汚

染の計測，解

析，評価がで

きる 

E5-1 
放射性物質の環境への拡散

理論を理解できる   

E5-2 
放射線計測の核種分析機器

の測定原理を理解できる   

E5-3 

放射線計測の核種分析機器

の分析方法，計測方法を理解

して測定でき，結果を解析

し，外部被ばく，内部被ばく 

  

放射性物質の

大気中，土壌

中，海洋中で

の環境動態及

び食品中の汚

染を解析でき

る 

E6-1 
大気中，土壌中，海洋中での

放射性物質の移行・挙動が理

解できる 
  

E6-2 

大気・土壌・海洋から動物・

植物への放射性物質の移行

を理解でき，動物・植物中の

放射性物質の挙動を理解で

きる 

  

E6-3 
食品中の放射性物質汚染に

ついて理解でき，食品からの

内部被ばくを評価できる 
  

適切に放射能

の除染及び放

射性廃棄物の

処理，保管が

できる 

E7-1 
放射性廃棄物の適切な処理

について理解できる   

E7-2 
放射性廃棄物の適切な保管

について理解できる   

E7-3 
放射性物質の除染について

理解できる   

 

平均点（25 項目） XX 
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  (2) 放射能社会復興コース 
学修目標 
Learning 

Goals 

コード 
Code 

基礎到達目標 
Learning Objectives 

成果水準1 
effort 1 

成果水準2 
effort 2 

成果水準3 
effort 3 

成果水準4 
effort 4 

成果水準5 
effort 5 

自己

評価 総合 

放射線災害が

もたらす人体

への直接的影

響だけでなく

精神的ストレ

スによる人や

コミュニティ

ーへの悪影響

を抑制できる 

S4-1 

原発事故，核テロ，放射線事

故に至る経緯について理解

でき，安全管理のポイントが

把握できる 

関連する教科

の

GPA0.1-0.5
を目安とする 

関連する教科

の

GPA0.6-1.5 
を目安とする 

関連する教科

の

GPA1.6-2.5
を目安とする 

関連する教科

の

GPA2.6-3.5 
を目安とする 

関連する教科

の

GPA3.6-4.0 
を目安とする 

  

S4-2 
原子炉の原理，構造，核燃料

サイクルを理解できる   

S4-3 
原子核の構造と安定性，放射

線の発生，核分裂反応につい

て理解できる 
  

放射能汚染ス

トレス下にお

ける健全な子

育て環境を支

援できる 

S5-1 
放射性物質の環境への拡散

理論を理解できる   

S5-2 
放射線計測の核種分析機器

の測定原理を理解できる   

S5-3 

放射線計測の核種分析機器

の分析方法，計測方法を理解

して測定でき，結果を解析

し，外部被ばく，内部被ばく 

  

放射能に関す

る社会的不安

に対する適切

なリスクコミ

ュニケーショ

ンが実施でき

る 

S6-1 
大気中，土壌中，海洋中での

放射性物質の移行・挙動が理

解できる 
  

S6-2 

大気・土壌・海洋から動物・

植物への放射性物質の移行

を理解でき，動物・植物中の

放射性物質の挙動を理解で

きる 

  

S6-3 
食品中の放射性物質汚染に

ついて理解でき，食品からの

内部被ばくを評価できる 
  

被災住民のコ

ミュニティー

再構築を支援

できる 

S7-1 
放射性廃棄物の適切な処理

について理解できる   

S7-2 
放射性廃棄物の適切な保管

について理解できる   

S7-3 
放射性物質の除染について

理解できる   

協同して社会

的問題解決す

るためのソー

シャルキャピ

タルを拡充で

きる 

S8-1 
ソーシャルキャピタルを拡

充するための手法について

理解できる 
  

S8-2 
多様な観点からプロジェク

ト分析を行うことができる   

S8-3 
系統的なプロジェクトマネ

ージメントの手法について

理解できる 
  

放射能ストレ

ス下において

適切な社会的

合意を形成す

ることできる 

S9-1 
個人と集団との関係性につ

いて理解できる   

S9-2 

社会的排除の発生メカニズ

ムと影響を理解し，その防止

と抑制策を考えることがで

きる 

  

S9-3 

リーダーに求められる資質

と，それを発揮させうるフォ

ロワーや組織のあり方につ

いて理解できる 

  

 

平均点（31 項目） XX 
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Ⅷ 博士論文研究基礎力審査 合否判定通知書／依頼書 

 
 １ 放射線災害医療コース（4 年制コース） 

 

平成●●年●●月●●日 

 

 

 広島大学大学院医歯薬保健学研究科長 殿 

 

 

広島大学大学院リーディングプログラム機構長 

● ● ● ● 

（公印省略） 

 

平成●●年度博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）の合否判定結果について（通知） 

 

 標記のことについて，広島大学大学院リーディングプログラム機構では，広島大学大学院規則（以下「規則」とい

う。）第 43 条第 3項に規定する試験及び審査（以下「博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）」という。）

を実施し，平成●●年●月●●日開催の第●●回大学院リーディングプログラム機構運営会議において，下記のとお

り判定されましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 学生番号    ●●●● 

２ 氏名      ●●●● 

３ 所属専攻名   博士課程 医歯薬学専攻 

４ 主任指導教員  ●●●● 

５ 博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）の結果 

(1) 規則第 43 条第 3 項第 1号に規定する試験：合格 

(2) 規則第 43 条第 3 項第 2号に規定する審査：合格 

６ 添付資料 

  平成●●年度広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム 

  博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）結果報告書  
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 ２ 放射能環境保全コース及び放射能社会復興コース（5 年制コース） 

 

平成●●年●●月●●日 

 

 

 広島大学大学院●●研究科長 殿 

 

 

広島大学大学院リーディングプログラム機構長 

● ● ● ● 

（公印省略） 

 

平成●●年度博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）の合否判定について（依頼） 

 

 標記のことについて，広島大学大学院リーディングプログラム機構では，広島大学大学院規則（以下「規則」とい

う。）第 43 条第 3項に規定する試験及び審査（以下「博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）」という。）

を実施し，平成●●年●月●●日開催の第●●回大学院リーディングプログラム機構運営会議において，下記のとお

り承認されました。 

 つきましては，貴研究科において合否判定を行っていただき，結果をお知らせいただくとともに，合格と判定され

た場合は所要の手続を行っていただきますよう，よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 学生番号    ●●●● 

２ 氏名      ●●●● 

３ 所属専攻名   博士課程前期 ●●専攻 

４ 主任指導教員  ●●●● 

５ 博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）の結果 

(1) 規則第 43 条第 3 項第 1号に規定する試験：合格の基準を満たしている。 

(2) 規則第 43 条第 3 項第 2号に規定する審査：合格の基準を満たしている。 

６ 添付資料 

  平成●●年度広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム 

  博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination）結果報告書  
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Ⅸ 参考資料（関連規程） 

 

1 フェニックスリーダー育成プログラム履修細則（関連条項のみ抜粋） 

   ○広島大学大学院博士課程放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム履修細則 
平成 24 年 9 月 24 日  

フェニックスリーダー育成プログラム会議承認  
改正 H25.9.24 H26.9.22 H27.2.9 H27.6.8 H28.8.22 H29.8.21 

   広島大学大学院博士課程放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム履修細則 
 
（略） 
 
 (博士論文研究基礎力審査) 
第 10 条 学生は，次条に定める基準を満たした場合は，次の各号に定める博士論文研究基礎力審査

(Qualifying Examination)(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)を受けることができ，その審査に合

格したときは，引き続きフェニックスリーダー育成プログラムの 3 年次(4 年制コースを履修する学生にあ

っては 2 年次後期)の課程を履修することができる。 
 (1) コースワーク 複数分野の専門知識に関する筆記試験 
 (2) リサーチワーク 博士論文研究基礎力審査委員会による研究計画書に対する英語での口頭試問 
 (3) e ラーニングポートフォリオ 博士論文研究基礎力審査委員会による学修の記録(単位修得状況とそ

の理解度及び目標達成度)に基づくプログラムが目指す博士候補生としての資質能力審査 
 (博士論文研究基礎力審査を受けるための基準) 
第11条 4年制コースを履修する学生の博士論文研究基礎力審査を受けるための基準は，次のとおりとする。 
 (1) 所属研究科の 2 年次前期終了時における所定の単位を修得(見込みを含む。)していること。 
 (2) 4 年制コースの 2 年次前期終了時に当該コースの単位を 16 単位以上修得(見込みを含む。)しているこ

と。 
2 5 年制コースを履修する学生の博士論文研究基礎力審査を受けるための基準は，次のとおりとする。 
 (1) 所属研究科の博士課程前期における所定の単位を修得(見込みを含む。)し，博士課程前期を修了見込

みであること。 
 (2) 5 年制コースの 2 年次終了時に当該コースの単位を 21 単位以上修得(見込みを含む。)していること。 
 

（略） 

 

 2 博士論文研究基礎力審査実施要項 

   ○広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム博士論文研究基礎

力審査実施要項 
平成 25 年 9 月 24 日  

フェニックスリーダー育成プログラム会議承認  
改正 H25.11.25 H26.2.10 H26.4.28 H28.9.26 H30.3.5 

広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム博士論文研究基礎力

審査実施要項 
 (趣旨) 
第 1 この要項は，広島大学大学院博士課程放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラ
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ム履修細則(平成 24 年 9 月 24 日フェニックスリーダー育成プログラム会議承認。以下「細則」という。)
に定める博士論文研究基礎力審査(Qualifying Examination)(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)の実

施に関し必要な事項を定めるものとする。 
 (審査の方法) 
第 2 フェニックスリーダー育成プログラムにおける博士論文研究基礎力審査として，次の表に掲げる試験，

審査及び評価等を実施する。 
種類 審査方法 審査者 

コースワーク※3 
(細則第10条第1号関係) 
 
複数分野の専門知識に関する

筆記試験 

コースワーク※3 において学生が習得した知識及び能

力を問う筆記試験 
○博士論文研究基礎力審査委員会※

1(ただし，産学官連携先担当者※2
を除く。) 

○授業担当教員 

学生のプロジェクト立案スキルの審査 ○博士論文研究基礎力審査委員会※1 
○ヒロシマ・フェニックストレーニン

グセンター運営委員会(出題のみ) 

リサーチワーク※4 
(細則第10条第2号関係) 
 
博士論文研究基礎力審査委員

会※1 による研究計画書に対

する英語での口頭試問 

学生の特別課題研究(特別研究)等の報告書又は博士論文

研究計画の審査 
○博士論文研究基礎力審査委員会※1 

e ラーニングポートフォリオ

※7 
(細則第10条第3号関係) 
 
博士論文研究基礎力審査委員

会※1による学修の記録(単位

修得状況とその理解度及び目

標達成度)に基づくプログラ

ムが目指す博士候補生として

の資質能力審査 

e ラーニングポートフォリオ※7 を用いた学修目標※5
に対する到達度自己評価※8の確認 

○博士論文研究基礎力審査委員会※1 

到達度のエ

ビデンス※

9 に基づく

成果水準※

6の確認 

学生の単位修得状況の確認 ○博士論文研究基礎力審査委員会※1 

eラーニングポートフォリオ※7を用いた

国際シンポジウム終了後に学生が提出す

る国際シンポジウム報告書に基づく成果

水準※6の確認 

○博士論文研究基礎力審査委員会※1 

eラーニングポートフォリオ※7を用いた

短期フィールドワーク終了後に学生が提

出する報告書に基づく成果水準※6 の確

認 

○博士論文研究基礎力審査委員会※1 

eラーニングポートフォリオ※7を用いた

共通コースワーク終了後に学生が提出す

る報告書に基づく成果水準※6の確認 

○博士論文研究基礎力審査委員会※1 

eラーニングポートフォリオ※7を用いた

短期インターンシップ終了後に学生が提

出する報告書に基づく成果水準※6 の確

認（平成27年度以前入学生に限る。） 

○博士論文研究基礎力審査委員会※1 

 (審査の特例) 
第 3 広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム博士論文研究基礎力

審査に係る短期インターンシップ履修時期の特例(平成 25年 11月 25日フェニックスリーダー育成プログ

ラム会議承認)に基づき特例が認められた場合は，短期インターンシップ報告書に基づく成果水準の確認は

留保するものとする。 
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2 広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム共通コースワーク報告

書の提出及び報告会の特例(平成 26 年 2 月 10 日フェニックスリーダー育成プログラム会議承認)に基づき

特例が認められた場合は，共通コースワーク報告書に基づく成果水準の確認は留保するものとする。 
 (注) 
 ※1 博士論文研究基礎力審査委員会 主任指導教員 1 人，副指導教員 3 人及び産学官連携先担当者(※2)

で構成する委員会。プログラム責任者が必要と認めた本学専任の教員を含むことができる。 
 ※2 産学官連携先担当者 インターンシップ等により任用した客員教授等 
 ※3 コースワーク 学修目標に沿った複数科目の体系的な履修 
 ※4 リサーチワーク 主任指導教員及び副指導教員の指導の下で学生が実施する個別の研究活動 
 ※5 学修目標 プログラムのみならず将来のキャリアの中でも目指す目標であり，フェニックスリーダ

ーとして身につけるべき知識や能力を示したもの。 
 ※6 成果水準 到達度の基準となる学修成果を段階的に示したもの。 
 ※7 e ラーニングポートフォリオ フェニックスリーダー育成プログラムの学修の記録 
 ※8 到達度自己評価 e ラーニングポートフォリオにおいて学生が実施し，記録する学期ごとの学修目標

に対する到達度の 5 段階評価 
 ※9 到達度のエビデンス 学生による学修目標に対する到達度の根拠として学生が添付する報告書等の

学修成果物 
   附 則 
 この要項は，平成 25 年 9 月 24 日から施行し，平成 24 年 10 月 1 日から適用する。 
 

（略） 

 

 3 博士論文研究基礎力審査における不合格及び再審査の取扱い 

   ○広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム博士論文研究基礎

力審査における不合格及び再審査の取扱い 
平成 26 年 2 月 10 日  

フェニックスリーダー育成プログラム会議承認  
改正 H27.12.3 H28.9.26 H30.3.5 

   広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム博士論文研究基礎力

審査における不合格及び再審査の取扱い 
 (趣旨) 
第 1 この取扱いは，広島大学大学院博士課程放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログ

ラム履修細則(平成 24 年 9 月 24 日フェニックスリーダー育成プログラム会議承認)第 14 条の規定に基づ

き，広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム(以下「フェニックス

リーダー育成プログラム」という。)の博士論文研究基礎力審査(以下「QE 審査」という。)における不合

格及び再審査の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 
 (不合格及び再審査の取扱い) 
第 2 フェニックスリーダー育成プログラムの履修学生は，QE 審査に不合格となったときは，1 回に限り，

再度QE 審査(以下「再審査」という。)を受けることができるものとする。 
2 再審査は，速やかに実施するものとする。ただし，特別の事情があるとフェニックスリーダー育成プロ
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グラム会議が判断するときは，QE 審査終了後 1 年以内に実施することができる。 
3 再審査の手続等は，フェニックスリーダー育成プログラム博士論文研究基礎力審査実施要項(平成 25 年 9
月 24 日フェニックスリーダー育成プログラム会議承認)及びフェニックスリーダー育成プログラム博士論

文研究基礎力審査実施要領(平成30年3月5日フェニックスリーダー育成プログラム会議承認)に準じて行

うものとする。 
 (再審査における不合格の取扱い) 
第 3 放射線災害医療コースの履修学生は，再審査に不合格となったときは，フェニックスリーダー育成プ

ログラムから離脱するものとする。 
2 前項の場合において，当該学生は，その意思に従って所属研究科の博士課程の履修継続又は退学等を選

択するものとする。 
3 所属研究科における博士課程の修了に必要な単位修得及び研究指導等については，所属研究科の定める

ところによる。 
第 4 放射能環境保全コース及び放射能社会復興コースの履修学生は，再審査に不合格となったときは，フ

ェニックスリーダー育成プログラムから離脱するものとする。 
2 前項の場合において，当該学生は，その意思に従って所属研究科の博士課程前期の履修継続又は退学等

を選択するものとする。 
3 所属研究科における博士課程前期の修了に必要な単位修得及び研究指導等については，所属研究科の定

めるところによる。 
 (経済的支援) 
第 5 QE 審査を不合格となり再審査に合格するまでの期間，フェニックスリーダー育成プログラムの履修

学生に対する経済的支援は，補助金等の財政状況を勘案の上，その範囲内で行うものとする。ただし，標

準履修年限を超えて支援しない。 
 (その他) 
第 6 この取扱いに定めるもののほか，博士論文研究基礎力審査における不合格及び再審査の取扱いに関し

必要な事項は，フェニックスリーダー育成プログラム会議が定める。 
   附 則 
 この取扱いは，平成 26 年 2 月 10 日から施行する。 
 

（略） 

 

4 博士論文研究基礎力審査委員会における学外委員の取扱い 

   ○広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム 
博士論文研究基礎力審査委員会における学外委員の取扱い 

平成 26 年 4 月 28 日  
フェニックスリーダー育成プログラム会議承認  

改正 H30.9.10 
   広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム博士論文研究基礎力

審査委員会における学外委員の取扱い 
 (趣旨) 
第 1 この取扱いは，広島大学大学院放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム博士
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論文研究基礎力審査実施要項(平成 25 年 9 月 24 日フェニックスリーダー育成プログラム会議承認)に定め

る博士論文研究基礎力審査委員会委員のうち，プログラム責任者が必要と認めた学外者(以下「学外委員」

という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 
 (学外委員) 
第 2 学外委員は，次の各号のいずれかに掲げる者とする。 
 (1) フェニックスリーダー育成プログラム入学試験委員に委嘱した者 
 (2) フェニックスリーダー育成プログラム短期インターンシップ協力機関等の指導責任者 
 (3) フェニックスリーダー育成プログラム招へい教授 
 (4) フェニックスリーダー育成プログラム客員教授 
 (5) フェニックスリーダー育成プログラムに委嘱した非常勤講師 
 (6) フェニックスリーダー育成プログラムリトリートに委嘱した者 
 (7) フェニックスリーダー育成プログラムセミナーに委嘱した者 
 (8) その他プログラム責任者が必要と認める者 
 (雑則) 
第 3 この取扱いに定めるもののほか，博士論文研究基礎力審査委員会における学外委員に関し必要な事項

は，フェニックスリーダー育成プログラム会議において定める。 
   附 則 
 この取扱いは，平成 26 年 4 月 28 日から施行する。 

附 則 
 この取扱いは，平成 30 年 9 月 10 日から施行する。 
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2018 年度 後期 Qualifying Examination1（QE1）（博士論文研究基礎力審査）実施要領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
たおやかプログラムの QE1（Qualifying Examination1）は，2 年次（博士課程前期 2 年次）に課せ
られる審査で，「博士論文研究基礎力審査」と呼ぶ。2 年間に行った講義・オンサイト教育等で学ん
だ成果を，「コースワーク筆記試験」，「オンサイト・リサーチプロポーザル」及び「ラーニングポ
ートフォリオ（オンサイト研修報告書及び課題研究報告書）」により評価する。 
 
（１）受験資格 

以下の「QE1 受験要件」を満たすことにより，2 年次（博士課程前期 2 年次）に Qualifying 
Examination1 (QE1)を受験することができる。 
・所属研究科の博士課程前期における修了要件単位を修得見込みであること 
・2 年次修了時にたおやかプログラムの修了要件単位を 30 単位以上修得見込みであること 

 
（２） 博士論文研究基礎力審査委員会 
【１】主審査委員 1 人（委員長は主審査委員をもって充てる） 
【２】副審査委員 2 人以上（他コースのプログラム担当者を 1 人以上含む） 
【３】プログラム責任者が認めた教員（学生の所属研究科に推薦を求めプログラム会議で承認） 

 
（３）審査事項 
  「コースワーク筆記試験」，「オンサイト・リサーチプロポーザル」及び「ラーニングポートフ

ォリオ」の審査により，平和を希求する精神のもとに多角的思考力・自主性・実行力・創造力と
いったリーダーの素養を有し，リバースイノベーター候補者に相応しいレベルにあるか評価する。 

 【１】コースワーク筆記試験：複数分野の専門知識（多文化共生実践科目及びリバースイノベー
ション専門科目）に関する筆記試験 

 【２】オンサイト・リサーチプロポーザル：書類審査及び口頭試問 
 【３】ラーニングポートフォリオ：学修の記録（単位修得状況及び目標達成度（オンサイト研修

報告書及び課題研究報告書））に基づく資質能力審査 
 
 
（４）審査方法 
【１】コースワーク筆記試験の審査 
① 実施方法等 

種類 実施方法等 試験時間 

コースワーク（複数
分野の専門知識）を
問う筆記試験 

多文化共生実践科目 学位審査委員会が定める自由記述
論文の課題を出題。 90 分 

リバースイノベーシ
ョン専門科目 

各授業担当者が作成し，主任指導
教員が指定する 1 科目から出題。
（リバースイノベーション専門科
目に適当な科目がない場合は各研
究科の専門科目より選択する） 

90 分 

 
② 審査基準 
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   多文化共生実践科目（配点 50 点）及びリバースイノベーション専門科目（配点 50 点）で
100 点とし，秀，優，良，可及び不可の 5 段階評価を行い，可以上を合格とする。 

合計点 評価 
90 点～100 点 秀 
80 点～89 点 優 
70 点～79 点 良 
60 点～69 点 可 

60 点未満 不可 
 

【２】オンサイト・リサーチプロポーザルの審査 
①実施方法等 

種類 実施方法等 
オンサイト・リサーチプロポーザルに対する書類審
査及び口頭試問（発表 20 分，質疑応答 20 分） 博士論文研究基礎力審査委員会 

  ※オンサイト・リサーチプロポーザル（博士論文研究計画書及びオンサイト・チームプロジェ
クトプロポーザル） 

 
②審査基準 

  研究の進捗度，理解度，独創性などの点で研究を主体的に遂行する知識と能力を有するかを，
書類審査及び口頭試問によって評価する。5 段階評価による平均点の小数点第 2 位を四捨五入
した数値により，可以上を合格とする。 

平均点 評価 
4.6 点～5.0 点 秀 
3.6 点～4.5 点 優 
2.6 点～3.5 点 良 
1.6 点～2.5 点 可 

1.6 点未満 不可 
 
③オンサイト・リサーチプロポーザルの提出 
（１）博士論文研究計画書（1,000 ワード程度（図表除く））  
（２）オンサイトチームプロジェクト・プロポーザル（1,000 ワード程度（図表除く）） 

所定の作成要領（英語，A4 判，（１）と（２）の合計 2,000 ワード程度（図表除く），11 ポ
イント）により，所定の期日までに，ラーニングポートフォリオの所定の場所に登録する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【３】ラーニングポートフォリオの審査 
①実施方法等 

種類 実施方法等 

学修記録に基づくプログラムが
目指す博士候補生としての資質
能力審査 

学修目標に対する到達度自己評価の確認 
到達度のエビデ
ンスに基づく成
果水準の確認 

単位修得状況 
オンサイト研修報告書 
課題研究報告書 

   ※課題研究報告書：指導教員の認める課題研究の報告書（英語，A4 判，10,000 ワード程度
（図表を含む），11 ポイント）。 

 
②審査基準 

  到達度自己評価及び成果水準の確認 
・所属研究科及びプログラム授業科目の単位修得状況及び成績評価状況に基づき行う。 
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・各報告書に基づく成果水準の確認は，学生の到達度自己評価に基づき行う。 
 

③進級及び修士号の授与 
 QE1 に合格し，所属研究科専攻の定める修了要件単位を満たした者には，修士の学位が授

与され，プログラム 3 年次（博士課程後期 1 年次）に進学することができる。 
 4 月入学者は 2 年次 2 月に，10 月入学者は 2 年次 8 月に QE1 を受験する必要がある。 
 QE1に不合格となった場合または受験しなかった場合，半年後に1回のみ再受験を認める。 
 再受験に不合格となった場合には，所属研究科専攻の定める修士論文審査に合格し，修了

要件単位を満たしていれば修士の学位が授与されるが，プログラム学生として 3 年次（博
士課程後期 1 年次）に進学できない。 

 
 年度 広島大学大学院たおやかで平和な共生社会創生プログラム 

博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination1）申請書 

                                        年  月  日 

 

 たおやかで平和な共生社会創生プログラム責任者 殿 

 

コース名 ：               

学生番号 ：               

氏  名 ：             ○印 

 

  たおやかで平和な共生社会創生プログラム博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination1）を申請します。 

  なお，博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination1）を受けるための基準を次のように 

［ 満たしています ・ 満たす見込みです ］。 

記 

 

所属研究科・専攻  

所定の単位数    単位 修 得 単 位 数   単位 修得見込み単位数   単位 

 

プログラム・コース名 たおやかで平和な共生社会創生プログラム○○コース 

所定の単位数    単位 修 得 単 位 数   単位 修得見込み単位数   単位 

主任指導教員            ○印 

 【申請書の提出手続き】 

① それぞれの単位数を記入し，主任指導教員の承認印を受けること。 
② たおやかで平和な共生社会創生プログラム事務室に申請書を提出すること。 
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 年度 広島大学大学院たおやかで平和な共生社会創生プログラム 

博士論文研究基礎力審査（Qualifying Examination1）結果報告書 

 

所属研究科  専 攻 名  

コ ース 名  氏 名  

審

査

概

要 

１ コースワーク 複数分野の専門知識に関する筆記試験の結果，学生が習得した知識及

び能力の評価は，（秀，優，良，可，不可）であった。 

２ オンサイト・リサーチプロポーザル 博士論文研究基礎力審査委員会による研究計画

書に対する英語での口頭試問の評価は，（秀，優，良，可，不可）であった。 

３ ラーニングポートフォリオ 博士論文研究基礎力審査委員会による学修の記録（単位

修得状況とその理解度及び目標達成度）に基づくプログラムが目指す博士候補者として

の資質能力への到達度は，（秀，優，良，可，不可）であった。 

   所見 

 

 

以上，広島大学大学院たおやかで平和な共生社会創生プログラムが実施した博士論文研

究基礎力審査（Qualifying Examination1）の合格の基準を［満たしている・満たしてい

ない］ことを報告します。 

   平成 年 月 日 

      審査委員会委員長                ○印 （○○○○研究科 ○○） 

      審査委員会委員                   （○○○○研究科 ○○） 

                                （○○○○研究科 ○○） 

 
 
○広島大学大学院たおやかで平和な共生社会創生プログラム博士論文研究基礎力審査実施要領 

平成 26年 6月 12日プログラム会議承認 
  広島大学大学院たおやかで平和な共生社会創生プログラム博士論文研究基礎力審査実施要領 
 (趣旨) 
第 1 この要領は，広島大学大学院博士課程たおやかで平和な共生社会創生プログラム履修細則(平成
26年 2月 14日たおやかで平和な共生社会創生プログラム会議承認。以下「細則」という。) に定め
る博士論文研究基礎力審査 (Qualifying Examination) (以下「博士論文研究基礎力審査」という。) 
の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (審査の方法) 
第 2 たおやかで平和な共生社会創生プログラムにおける博士論文研究基礎力審査として，次の表に掲

げる試験，審査及び評価を実施する。 
 

種類 審査方法 審査者 

細則第 10条第 1号(コース

ワーク※1) 

複数分野の専門知識に関す

る筆記試験 

コースワークにおいて学生が習得した知識及び能力を

問う筆記試験 

○博士論文研究基礎力審査委員会※2 

○授業担当教員 

細則第 10条第 2号(オンサ

イト・リサーチプロポーザ

ル※3) 

博士論文研究計画書及びオ

ンサイト・チームプロジェ

クトプロポーザル 

研究計画の内容に関し，進捗度，理解度，独創性などの

点で研究を主体的に遂行する知識と能力を有するかの

審査 

○博士論文研究基礎力審査委員会 

○学外外部審査委員※4 

細則第 10条第 3号(ラーニ

ングポートフォリオ※5) 

学修の記録(単位修得状況

及び目標達成度)に基づく

プログラムが目指す博士候

補生としての資質能力審査 

ラーニングポートフォリオを用いた学修目標※6に対す

る到達度自己評価※7の確認 
○博士論文研究基礎力審査委員会 

到達度のエビデ

ンス※8 に基づく

成果水準※9の 

確認 

学生の単位修得状況 ○博士論文研究基礎力審査委員会 

ラーニングポートフォリオを用い

たオンサイト研修※10 終了後に学

生が提出する報告書 

○オンサイト教育実施委員会 

○博士論文研究基礎力審査委員会 

ラーニングポートフォリオを用い

た学生が提出する課題研究報告書

※11  

○博士論文研究基礎力審査委員会 
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 (注) 
 ※1 コースワーク：学修目標に沿った複数科目の体系的な履修。 
 ※2 博士論文研究基礎力審査委員会：主審査委員 1 人，副審査委員 2 人以上の計 3 人以上及びその

他プログラム責任者が認めた教員で構成する委員会。 
 ※3 オンサイト・リサーチプロポーザル（博士論文研究計画書及びオンサイト・チームプロジェ

クトプロポーザル） 
※4 学外外部審査委員 国内外の産学官連携先プログラム担当者（プロフェッショナルメンター）
等。 

※5 ラーニングポートフォリオ：プログラムにおける学修の記録。 
※6 学修目標：プログラムのみならず将来のキャリアの中でも目指す目標であり，オンサイト・リ
バースイノベーターとして身につけるべき知識や能力を示したもの。 

 ※7 到達度自己評価：ラーニングポートフォリオにおいて学生が実施し記録する学期ごとの学修目
標に対する到達度評価。 

 ※8 到達度のエビデンス：学生による学修目標に対する到達度の根拠として学生が添付する報告書
等の学習成果物。 

 ※9 成果水準：到達度の基準となる学修成果を段階的に示したもの。 
 ※10  オンサイト研修：多文化共生課題について，国内外の条件不利地域に短期滞在し，具体的事例

を学ぶことで，地域社会固有の文化特性と技術的課題克服の基本的考え方と対処姿勢を習得する。
異分野の学生とチームとして協力しながら，異なる 2つの中四国地域と南アジア地域の多文化共生
課題を経験し，研修前後のディスカッションにおいて，地域の違いによる条件不利地域の共通性・
差異の議論を行い，そのシナジー効果を含めてまとめられたケースは，新たな教材として蓄積する。 

 ※11 課題研究報告書：所属研究科における課題研究の報告書。4 月入学生は 2 年次の 1 月中旬に，
10月入学生は 2年次の 7月中旬に提出する。 

   附 則 
 この要領は，平成 26年 6月 12日から施行し，平成 26年 4月 1日から適用する。 

附 則 
この要領は，平成 27年 2月 12日から施行し，この要領による改正後の広島大学大学院たおやかで平
和な共生社会創生プログラム博士論文研究基礎力審査実施要領の規定は，平成 26 年 4 月 1 日から適
用する。 

附 則 
この要領は，平成 28 年 1 月 8 日から施行し，この要領による改正後の広島大学大学院たおやかで平
和な共生社会創生プログラム博士論文研究基礎力審査実施要領の規定は，平成 26 年 4 月 1 日から適
用する。 

附 則 
この要領は，平成 28年 5月 12日から施行し，この要領による改正後の広島大学大学院たおやかで平
和な共生社会創生プログラム博士論文研究基礎力審査実施要領の規定は，平成 26年 10月 1日から適
用する。 

附 則 
この要領は，平成 29 年 10 月 19 日から施行し，この要領による改正後の広島大学大学院たおやかで
平和な共生社会創生プログラム博士論文研究基礎力審査実施要領の規定は，平成 29年 10月 1日から
適用する。 



研究の倫理審査に関する概要及び規定 
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○広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則 

(平成 27年 4月 28日規則第 98号)

広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，広島大学学則(平成 16 年 4 月 1 日規則第 1 号)第 18 条の規定に基づき，

広島大学(以下「本学」という。)における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関し

必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 研究活動に係る不正行為 次に掲げる行為をいう。 

イ 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによ

るねつ造(存在しないデータ，研究結果等を作成することをいう。)，改ざん(研究資

料等・機器・過程を変更する操作を行い，データ，研究活動によって得られた結果

等を真正でないものに加工することをいう。)又は盗用(他の研究者のアイディア，

分析・解析方法，データ，研究結果，論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な

表示なく流用することをいう。) 

ロ イに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害(追実験又は再現を行うために不可欠な実

験記録等の資料の隠ぺい，廃棄及び未整備を含む。) 

(2) 研究者等 本学において研究活動に携わる本学の職員及び学生並びに本学の施設設

備を利用して研究活動を行う者をいう。 

(3) 部局等 学部，研究科，附置研究所，病院，図書館，教育本部，全国共同利用施設，

中国・四国地区国立大学共同利用施設，学内共同教育研究施設，学内共同利用施設，

附属学校，総合戦略室，グローバル化推進室，基金室，監査室，理事室，東広島地区

運営支援部及び霞地区運営支援部をいう。 

(研究者等の責務) 

第 3条 研究者等は，広島大学における科学者の行動規範(平成 19年 3月 13日教育研究評

議会・役員会承認)を遵守して研究活動を行わなければならない。 

2 研究者等は，研修，授業科目その他の方法による研究者倫理及び研究活動に係る法令等

に関する教育(以下「研究倫理教育」という。)を受講しなければならない。 

3 研究倫理教育に関し必要な事項は，理事(研究担当)(以下「理事」という。)が定める。 

4 研究者等は，研究活動の正当性を証明する手段を確保するとともに，第三者による研究

活動の検証を可能とするため，研究活動に係る資料(文書，数値データ，画像等をいう。)

及び試料(実験試料，標本等をいう。)並びに装置その他研究成果の発表に至る一連の研究

活動で作成したもの又は使用したもの(以下「研究資料等」という。)を適切に保存及び管

理するものとする。 

5 研究資料等の保存に関し必要な事項は，理事が定める。 
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(学長の責務) 

第 4条 学長は，本学における研究倫理の向上及び研究活動に係る不正行為の防止等に関し

最終的な責任を有する者として，公正な研究活動を推進するために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

(総括責任者) 

第 5条 本学に，研究倫理の向上及び研究活動に係る不正行為の防止等に関し本学全体を総

括する実質的な権限及び責任を有する者として総括責任者を置き，理事をもって充てる。 

(研究倫理教育及び啓発活動) 

第 6条 総括責任者は，第 8条に規定する研究倫理教育責任者と協力し，研究倫理教育及び

啓発活動を実施するものとする。 

(部局等の長の責務) 

第 7条 部局等の長は，当該部局等における研究倫理の向上及び研究活動に係る不正行為の

防止等に関する責任者として，公正な研究活動を推進するため必要な措置を講ずるものと

する。 

(研究倫理教育責任者) 

第 8条 部局等に，部局等における研究倫理教育に関し実質的な権限及び責任を持つ者とし

て研究倫理教育責任者を置き，部局等の長をもって充てる。 

2 研究倫理教育責任者は，部局等における研究倫理教育を推進するものとし，当該部局等

に配属又は所属する研究者等に研究倫理教育を受講させなければならない。 

(推進室の設置) 

第 9条 本学に，研究者倫理の向上に向けた取組を推進するため，広島大学研究不正防止対

策推進室(以下「推進室」という。)を置く。 

2 推進室の管理運営に関し必要な事項は，別に定める。 

(告発の要件) 

第 10条 研究活動に係る不正行為の疑いがあると思料する者は，本学に対し，告発を行う

ことができる。 

(告発窓口) 

第 11条 学術室学術部学術支援グループに，研究活動に係る不正行為に関する告発を受け

付け，及び研究活動に係る不正行為に関する相談に応じる窓口として，告発窓口を置く。 

(告発等の方法) 

第 12条 告発及び相談の方法は，書面，FAX，電子メール，電話又は面談とする。 

2 告発を受け付け，又は相談に応じるときは，書面，FAX，電子メール又は電話による場合

にあっては告発又は相談の内容を告発窓口の職員以外の者が同時又は事後に見聞できない

ような措置を講ずる，面談による場合にあっては個室において実施するなど，適切な方法

で実施しなければならない。 

(告発の受付) 

2



第 13条 告発は，原則として，氏名を明らかにして行うものとし，研究活動に係る不正行

為を行ったとする研究者又は研究グループ等(以下「被告発者」という。)の氏名又は名称

及び研究活動に係る不正行為の態様その他事案の内容が明示され，かつ，不正とする科学

的・合理的理由が示されているもののみ受け付ける。 

2 前項の規定にかかわらず，匿名による告発であっても，告発の内容に相当の信用性があ

ると思われる場合又は総括責任者が必要と認める場合は，受け付けることができる。 

3 氏名を明らかにして告発をした者は，その後の手続において，被告発者及び告発の内容

に関わる者に対して氏名を秘匿することを希望することができる。 

4 告発窓口は，告発を受け付けたときは，速やかに，学長及び総括責任者に報告するもの

とする。 

5 総括責任者は，前項の報告を受けたときは，告発した者(匿名により告発した者を除く。

以下「告発者」という。)に告発を受け付けた旨を通知するものとする。 

6 総括責任者は，第 4項の報告を受けたときは，被告発者の配属又は所属する部局等の長

に告発の内容を通知するものとする。 

7 報道機関，研究者コミュニティ又はインターネットその他告発又は相談によらない方法

により，研究活動に係る不正行為の疑いが指摘された場合(被告発者の氏名又は名称及び

研究活動に係る不正行為の態様その他事案の内容が明示され，かつ，不正とする科学的・

合理的理由が示されている場合に限る。)は，総括責任者は，これを匿名の告発に準じて

取り扱うことができる。 

(告発の相談) 

第 14条 研究活動に係る不正行為の疑いがあると思料する者であって，告発の是非又は手

続について疑問がある者は，告発窓口に相談することができる。 

2 告発の意思を明示しない相談があったときは，告発窓口は，その内容を確認し，相当の

理由があると認めたときは，相談した者(以下「相談者」という。)に告発の意思の有無を

確認するものとする。 

3 告発窓口は，研究活動に係る不正行為が行われようとしている，又は研究活動に係る不

正行為を求められている旨の相談に応じたときは，学長及び総括責任者に報告するものと

する。 

4 学長又は総括責任者は，前項の報告を受けたときは，その内容を確認し，必要があると

認めたときは，相談の内容に関係する者に対して警告を行うものとする。 

(告発窓口の職員の義務) 

第 15条 告発窓口の職員は，告発を受け付け，又は相談に応じるに当たっては，告発者(匿

名により告発した者を含む。以下この項において同じ。)又は相談者の秘密の遵守その他

告発者又は相談者の保護を徹底しなければならない。 

(悪意に基づく告発) 
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第 16条 何人も，悪意に基づく告発(被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害する

ため等，専ら被告発者に何らかの不利益を与えること又は被告発者の配属又は所属する組

織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。以下同じ。)を行ってはならない。 

2 本学は，悪意に基づく告発であったことを認定した場合は，当該告発者の氏名及び配属

又は所属その他必要な事項の公表，懲戒処分，刑事告発その他必要な措置を講ずることが

できる。 

3 学長は，前項の措置を講じたときは，告発された事案に係る研究活動に使用した競争的

資金その他の経費(以下「研究費」という。)を本学に配分又は措置した機関(以下「資金

配分機関」という。)及び当該研究活動に係る不正行為への対応等に関するガイドライン

等を定める機関(第 51条を除き，以下「関係機関」という。)に措置の内容を通知する。 

(予備調査の実施) 

第 17条 総括責任者は，第 13条第 4項の報告を受けた場合であって，告発された事案につ

いて予備調査が必要と認めたとき，又はその他の理由により予備調査が必要と認めたとき

は，速やかに被告発者の配属又は所属する部局等の長に予備調査会の設置を指示するもの

とする。 

2 前項の場合において，告発された事案が，既に取り下げられた論文等に対してなされた

ものである場合は，論文等の取り下げに至った経緯及び事情並びに研究活動に係る不正行

為の問題として調査すべきものか否かを調査し，予備調査の必要性を判断するものとする。 

3 予備調査は，告発された研究活動に係る不正行為が行われた可能性，告発の際に示され

た科学的・合理的理由の論理性，第 20条から第 29条に規定する本調査における当該事案

の調査可能性その他必要と認める事項について行う。 

(予備調査会) 

第 18条 予備調査会は，部局等の長が指名する者 3名以上により組織するものとし，告発

者又は被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 

2 予備調査会は，必要に応じて被告発者その他の関係者に対して，告発された事案に係る

研究活動の研究資料等その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め，又はヒ

アリングを行うことができる。 

3 予備調査会は，告発された事案に係る研究活動の研究資料等その他第 20条から第 29条

に規定する本調査の証拠となり得る資料及び関係書類を保全する措置を講ずることができ

る。 

(予備調査の結果の報告) 

第 19条 部局等の長は，予備調査会の設置の指示を受けた日から起算して 30日以内に，予

備調査の結果を総括責任者に報告しなければならない。 

2 総括責任者は，前項の報告を受けたときは，速やかに学長に報告するものとする。 

(本調査) 

第 20条 学長は，前条第 2項の報告を受けたときは，直ちに大学としての調査(以下「本調

査」という。)を実施するかどうかを決定しなければならない。 
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2 学長は，本調査を実施することを決定したときは，不正行為調査委員会「(以下「調査委

員会」という。)を設置する。 

3 学長は，本調査を実施することを決定したときは，告発者及び被告発者にその旨を通知

するとともに，本調査への協力を求めるものとする。 

4 学長は，本調査を実施することを決定したときは，資金配分機関及び関係機関に，本調

査を実施する旨を報告するものとする。 

5 学長は，本調査を実施しないことを決定したときは，その旨を理由を付して告発者に通

知するものとする。 

6 学長は，本調査を実施しないことを決定したときは，予備調査に係る資料を保存するも

のとする。この場合において，告発者又は資金配分機関から資料の開示を求められたとき

は，これに応じるものとする。 

(調査委員会) 

第 21条 調査委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する副学長 1人 

(2) 学長が指名する教育研究評議会評議員若干人 

(3) 告発された事案に係る研究活動の研究分野の専門的知識を有する者若干人 

(4) 法律の知識を有する者若干人 

(5) その他学長が必要と認めた者若干人 

2 委員の過半数は，学外者でなければならない。 

3 委員は，告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 

4 委員は，学長が任命又は委嘱する。 

5 調査委員会に委員長を置き，第1項第 1号の委員をもって充てる。 

第 22条 総括責任者は，第 20条第 2項の規定により調査委員会が設置されるときは，調査

委員会の委員に任命又は委嘱される予定の者(以下「委員予定者」という。)の氏名及び配

属又は所属を告発者及び被告発者に通知する。 

2 告発者及び被告発者は，委員予定者に異議のあるときは，前項の通知を受けた日から起

算して 7日以内に総括責任者に対して，書面により異議申立てをすることができる。 

3 総括責任者は，前項の異議申立てがあったときは，異議申立てに係る審査会(以下「審査

会」という。)を設置するものとする。 

4 審査会は，総括責任者が指名する者 3名以上により組織するものとし，告発者又は被告

発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 

5 学長は，異議申立ての内容が妥当であると判断したときは，委員予定者を変更するもの

とする。 

6 総括責任者は，前項の規定により委員予定者が変更されときは，その旨を告発者及び被

告発者に通知するものとする。 

(本調査の実施) 
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第 23条 調査委員会は，第 20条第 1項の規定により本調査を実施することが決定した日か

ら起算して 30日以内に，本調査を開始するものとする。ただし，30日以内に本調査を開

始することができない合理的な理由がある場合は，この限りでない。 

第 24条 調査委員会は，告発された事案に係る研究活動のほか，本調査に関連した被告発

者の他の研究(以下「関連する研究活動」という。)を本調査の対象とすることができる。 

2 調査委員会は，次に掲げる方法により本調査を行う。 

(1) 告発者，被告発者その他関係者(以下「調査対象者」という。)からの事情聴取 

(2) 証拠資料等(告発された事案に係る研究活動(関連する研究活動を含む。以下同じ。)

の研究資料等その他本調査の証拠となる資料及び関係書類をいう。以下同じ。)の調査 

(3) その他本調査に合理的に必要な調査 

3 調査委員会は，本調査の実施に当たっては，被告発者及び本調査の過程において告発さ

れた事案に関与した，又は責任を有する可能性があると判明した者による弁明の機会を設

けなければならない。 

4 調査対象者は，調査が円滑に実施できるよう本調査に誠実に協力しなければならない。 

(証拠の保全) 

第 25条 調査委員会は，証拠資料等を保全する措置を講ずるものとする。 

2 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは，調査委員会は，

当該研究機関に証拠資料等を保全する措置を講ずるよう依頼するものとする。 

3 調査委員会は，前 2 項に定める場合を除き，被告発者の研究活動を制限してはならない。 

4 委員長は，第 1項の措置を講ずる場合は，必要最小限の範囲及び期間とし，事前に関係

する部局等の長の承諾を得るものとする。 

5 調査委員会が保全された証拠資料等の調査を行うときは，被告発者の配属又は所属する

部局等の長が指名する教員 2人が立ち会うものとする。 

(再実験等) 

第 26条 調査委員会は，被告発者に，再実験その他の方法(以下「再実験等」という。)に

よって告発された事案に係る研究活動の再現性を示すことを求めることができる。 

2 被告発者から再実験等の申出があった場合であって，調査委員会が必要と認めたときは，

調査委員会が合理的に必要と判断する範囲内において，再実験等の機会を保障するものと

する。 

3 再実験等は，調査委員会の指導及び監督の下で行う。 

(不正行為の疑惑への説明責任) 

第 27条 本調査において，被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合は，自己の責

任において，告発された事案に係る研究活動が科学的に適切な方法及び手続にのっとり行

われたこと，並びに論文等が科学的に適切な方法及び手続に基づき適切な表現で書かれた

ものであることを科学的根拠を示して説明しなければならない。 

(調査における研究又は技術上の情報の保護) 
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第 28条 調査委員会は，本調査の実施に当たっては，告発された事案に係る研究活動の公

表前のデータ，論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が，本調査の実施に必要な範囲

外に漏えいすることのないよう十分配慮するものとする。 

(本調査の中間報告) 

第 29条 学長は，本調査が終了する前に，資金配分機関から要請があった場合は，本調査

の中間報告を当該資金配分機関に提出するものとする。 

(認定) 

第 30条 調査委員会は，本調査を開始した日から起算して 150日以内に調査の結果をまと

め，告発された事案に係る研究活動において研究活動に係る不正行為が行われたか否かの

認定を行う。 

2 調査委員会は，150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は，その

理由及び認定の予定日を学長に申し出て，その承認を得るものとする。 

第 31 条 調査委員会は，研究活動に係る不正行為が行われたと認定した場合は，その内容，

研究活動に係る不正行為に関与した者とその関与の度合，研究活動に係る不正行為が行わ

れたと認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における

役割その他必要な事項を認定する。 

第 32条 調査委員会は，研究活動に係る不正行為が行われなかったと認定する場合であっ

て，本調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判断したときは，併せてその旨の認

定を行うものとする。 

2 調査委員会は，前項の認定を行うに当たっては，告発者に弁明の機会を与えなければな

らない。 

第 33条 調査委員会は，第 30条第 1項，第 31条又は前条第 1項の認定を行ったときは，

本調査の結果及び認定の内容を直ちに学長に報告しなければならない。 

2 学長は，前項の報告を受けたときは，告発された事案に係る研究活動の資金配分機関及

び関係機関に本調査の結果及び認定の内容を報告するものとする。 

3 総括責任者は，研究活動に係る不正行為が行われたと認定された場合は，本調査の結果

及び認定の内容を，告発者，不正行為認定者(不正行為を行ったと認定された被告発者及

び被告発者以外で研究活動に係る不正行為に関与したと認定された者をいう。以下同

じ。)及び不正行為認定者の配属又は所属する部局等の長に通知するものとする。この場

合において，不正行為認定者が本学以外の機関に所属している場合は，当該機関に通知す

る。 

4 総括責任者は，研究活動に係る不正行為が行われなかったと認定された場合(告発が悪意

に基づくものであると認定された場合を含む。)は，本調査の結果及び認定の内容を，告

発者，被告発者及び被告発者の配属又は所属する部局等の長に通知するものとする。この

場合において，告発者又は被告発者が本学以外の機関に所属している場合は，当該機関に

通知する。 

(認定の方法) 
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第 34条 調査委員会は，本調査によって得られた物的・科学的証拠，調査対象者の証言，

被告発者の自認その他の証拠を総合的に判断して認定を行うものとする。この場合におい

て，被告発者の自認を唯一の証拠として研究活動に係る不正行為が行われたと認定するこ

とはできない。 

(不服申立て) 

第 35条 不正行為認定者及び悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者は，第 33条第

3項又は第 4項の通知を受けた日から起算して 14日以内に，学長に対して，不服申立て

をすることができる。 

2 同一の理由による不服申立ては，繰り返してすることはできない。 

3 学長は，不正行為認定者による不服申立てを受理したときは，不服申立てされた事案に

係る資金配分機関及び関係機関にその旨を報告する。 

4 総括責任者は，不正行為認定者による不服申立てがあったときは，告発者にその旨を通

知する。 

5 総括責任者は，悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服申立てがあっ

たときは，告発者の配属又は所属する部局等の長及び被告発者にその旨を通知する。この

場合において，告発者が本学以外の機関に所属している場合は，当該機関に通知する。 

第 36条 不服申立ての審査は，当該不服申立てに係る認定を行った調査委員会が行う。 

2 前項の規定にかかわらず，学長は，新たに専門性を要する判断が必要となると認める場

合は，委員を交代し，若しくは追加し(次項において「変更」という。)，又は調査委員会

に代えて他の者に審査をさせるものとする。 

3 前項の規定により調査委員会の委員を変更するときは，第 21条第 1項から第 4項までの

規定に準じて変更するものとする。 

第 37条 調査委員会(前条第 2項の規定により調査委員会に代わり審査する者を含む。以下

同じ。)は，再調査を行うまでもなく，不服申立てを却下すべきと決定した場合は，直ち

に学長に報告するものとする。 

2 総括責任者は，不服申立てを却下する旨を，不服申立てを行った者(以下「不服申立人」

という。)に通知する。この場合において，不服申立てが事案の引延ばし又は認定に伴う

措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は，以後の不服申立てを

受け付けないことを併せて不服申立人に通知するものとする。 

3 総括責任者は，不服申立てを却下する旨を，不正行為認定者による不服申立ての場合に

あっては告発者，悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服申立ての場合

にあっては，被告発者に通知する。 

4 学長は，第 1項の報告を受けたときは，不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び

関係機関に不服申立てを却下する旨を報告する。 

第 38条 調査委員会は，再調査を実施することを決定した場合は，直ちに学長に報告する

ものとする。 
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2 学長は，前項の報告を受けたときは，不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関

係機関に再調査を行う旨を報告する。 

第 39条 総括責任者は，再調査を実施する旨を不服申立人に通知する。 

2 総括責任者は，再調査を実施する旨を，不正行為認定者による不服申立てに係る場合に

あっては告発者，悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服申立てに係る

場合にあっては被告発者及び不服申立人の配属又は所属する部局等の長に通知する。この

場合において，不服申立人が本学以外の機関に所属している場合は，当該機関に通知する。 

第 40条 調査委員会は，再調査を実施することを決定した場合は，不服申立人に本調査の

結果及び認定の内容を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求めるととも

に，再調査への協力を求めるものとする。 

2 調査委員会は，不服申立人が前項の求めに応じないときは，再調査を行わない決定をす

ることができる。 

3 調査委員会は，前項の決定をしたときは，直ちに学長に報告するものとする。 

4 学長は，前項の報告を受けたときは，不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関

係機関に再調査行わない旨を報告するものとする。 

5 総括責任者は，再調査を行わない旨を，不正行為認定者による不服申立てに係る場合に

あっては告発者，悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服申立てに係る

場合にあっては被告発者及び不服申立人の配属又は所属する部局等の長に通知する。この

場合において，不服申立人が本学以外の機関に所属している場合は，当該機関に通知する。 

(再調査) 

第 41条 調査委員会は，再調査(不正行為認定者による不服申立てに係る再調査に限る。以

下この条において同じ。)を開始した日から起算して 50日以内に本調査の結果及び認定の

内容を覆すか否かを決定する。 

2 調査委員会は，前項の決定をしたときは，直ちに学長に報告するものとする。 

3 学長は，前項の報告を受けたときは，不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関

係機関に再調査の結果を報告するものとする。 

4 総括責任者は，不服申立人，告発者及び不服申立人の配属又は所属する部局等の長に，

再調査の結果を通知する。この場合において，不服申立人が本学以外の機関に所属してい

る場合は，当該機関に通知する。 

5 調査委員会は，再調査に係る決定を 50日以内に行うことができない合理的な理由がある

場合は，その理由及び決定の予定日を学長に申し出て，その承認を得るものとする。 

第 42条 調査委員会は，再調査(悪意に基づく告発を行ったと認定された告発者による不服

申立てに係る再調査に限る。以下この条において同じ。)を開始した日から起算して，30

日以内に再調査の結果を学長に報告する。 

2 学長は，前項の報告を受けたときは，不服申立てされた事案に係る資金配分機関及び関

係機関に再調査の結果を報告するものとする。 

9



3 総括責任者は，不服申立人，被告発者，不服申立人の配属又は所属する部局等の長に再

調査の結果を通知するものとする。この場合において，不服申立人が本学以外の機関に所

属している場合は，当該機関にも通知する。 

(調査の結果の公表) 

第 43 条 学長は，研究活動に係る不正行為が行われたと認定された場合は，本調査の結果，

認定の内容その他必要な事項を公表するものとする。 

2 研究活動に係る不正行為が行われなかったと認定された場合は，本調査の結果その他当

該事案に関する内容は公表しない。ただし，当該事案が既に公になっている場合又は論文

等に過失による誤りがある場合は，本調査の結果その他必要な事項を公表するものとする。 

3 前 2項及び第 16条第 2項の公表に関し必要な事項は，別に定める。 

(本調査中における一時的措置) 

第 44条 学長は，本調査を実施することを決定したときから本調査の結果及び認定の内容

の報告を受けるまでの間，被告発者に対して，告発された事案に係る研究費の一時的な支

出停止その他必要な措置を講ずることができる。 

2 学長は，資金配分機関から被告発者の研究費の支出停止等を命ぜられたときは，必要な

措置を講ずるものとする。 

(論文等の取下げ等の勧告) 

第 45条 学長及び部局等の長は，研究活動に係る不正行為と認定された研究活動に係る論

文等の取下げ，研究費の使用停止その他の措置を勧告することができる。 

(是正措置等) 

第 46条 調査委員会は，研究活動に係る不正行為が行われたと認定した場合は，学長に対

し，必要に応じて再発防止措置，環境整備措置その他必要な是正措置(以下「是正措置等」

という。)を講ずることを勧告するものとする。 

2 学長は，前項の勧告に基づき，不正行為認定者が配属又は所属する部局等の長に対し，

是正措置等を講ずることを指示するとともに，必要に応じて，本学全体における是正措置

等を講ずるものとする。 

3 学長は，第 1項の勧告に基づき，是正措置等を講じたときは，研究活動に係る不正行為

が行われたと認定された研究活動に係る資金配分機関及び関係機関に報告するものとする。 

(処分) 

第 47条 本学は，研究活動に係る不正行為が行われたと認定された場合は，被認定者に対

し，本学の規則等により懲戒処分等を行うことができる。 

2 本学は，前項の処分を行ったときは，研究活動に係る不正行為が行われたと認定された

研究活動に係る資金配分機関及び関係機関に処分の内容を通知する。 

(秘密保護義務) 

第 48条 研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する業務に携わる全ての者は，業務

上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。研究活動に係る不正行為に関する業務に

携わらなくなった後も，同様とする。 
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2 研究活動に係る不正行為に関する調査に関わる全ての者は，調査に関わる過程において

知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 

3 学長及び総括責任者は，告発者若しくは被告発者の氏名その他の情報，告発内容，調査

内容又は調査経過が，調査の結果を公表する前に漏えいしないよう，秘密の保持を徹底し

なければならない。 

4 学長又は総括責任者は，告発に係る事案が外部に漏えいした場合は，告発者及び被告発

者の了承を得て，調査中であっても，調査事案について公に説明することができる。ただ

し，告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏えいしたときは，当該者の了承は不

要とする。 

5 学長，総括責任者又はその他の関係者は，告発者，被告発者，調査協力者，相談者又は

その他の関係者に連絡又は通知をするときは，告発者，被告発者，調査協力者，相談者又

はその他の関係者の人権，名誉，プライバシー等を侵害することのないよう，配慮しなけ

ればならない。 

(告発者及び相談者の保護) 

第 49条 部局等の長は，告発又は相談したことを理由として告発者又は相談者の職場環境

の悪化や差別待遇が起きないよう，適切な措置を講じなければならない。 

2 本学に所属する全ての者は，告発を又は相談したことを理由として，告発者又は相談者

に対して不利益な取扱いをしてはならない。 

3 本学は，告発者又は相談者に対して不利益な取扱いを行った者に対し，本学の規則等に

より，懲戒処分等を行うことができる。 

(被告発者の保護) 

第 50条 本学に所属する全ての者は，単に告発されたことのみをもって，当該被告発者に

対して不利益な取扱いをしてはならない。 

2 本学は，被告発者に対して不利益な取扱いを行った者に対し，本学の規則等により，懲

戒処分等を行うことができる。 

3 学長は，単に告発がなされたことのみをもって，当該被告発者の研究活動の全面的な禁

止，懲戒処分等その他不利益な措置を行ってはならない。 

(関係機関との連絡協議) 

第 51条 総括責任者は，必要に応じて，学内外の関係機関と情報交換等の連絡協議を行う

ことができる。 

(事務) 

第 52条 研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する事務は，部局等の協力を得て，

学術室学術部学術支援グループにおいて処理する。 

(雑則) 

第 53条 この規則に定めるもののほか，研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関し必

要な事項は，別に定める。 
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附 則 

1 この規則は，平成 27年 4月 28日から施行し，平成 27年 4月 1日から適用する。 

2 広島大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規則(平成 19年 3月 13日規

則第 8号)は廃止する。 

3 平成 26年度以前に配分又は措置された研究費により実施する研究活動に対する告発に係

る調査については，なお従前の例による。 

附 則(平成 28年 4月 1日規則第 98号) 

この規則は，平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 9月 21日規則第 197号) 

この規則は，平成 28年 9月 21日から施行し，この規則による改正後の広島大学における

研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規則の規定は，平成 28年 7月 26日から適

用する。 

附 則(平成 29年 3月 31日規則第 63号) 

この規則は，平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 4月 1日規則第 80号) 

この規則は，平成 30年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 5月 10日規則第 64号) 

この規則は，平成 30年 5月 10日から施行する。 

附 則(平成 31年 3月 4日規則第 15号) 

この規則は，平成 31年 3月 4日から施行する。 
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○広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則 

(平成 27年 6月 17日理事(研究担当)決裁)

広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則 

(趣旨) 

第 1条 この細則は，広島大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規

則(平成 27年 4月 28日規則第 98号。以下「規則」という。)第 3条第 3項の規定に基づ

き，広島大学(以下「本学」という。)における研究活動に係る研究倫理教育に関し必要な

事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この細則において使用する用語は，規則において使用する用語の例による。 

(教員の研究倫理教育) 

第 3条 研究者等(教員に限る。)は，次の各号のいずれかの研究倫理教育を受講しなければ

ならない。 

(1) 一般財団法人公正研究推進協会「APRIN e-learning」による e-learning プログラム 

(2) 独立行政法人日本学術振興会「研究倫理eラーニングコース」による e-learning プ

ログラム 

(3) 規則第 6条の規定に基づき総括責任者が研究倫理教育として実施する研修会，講習

会等(当該研修会，講習会等の資料を利用して部局等において実施する研修会，講習会

等を含む。以下同じ。) 

2 研究倫理教育責任者は，前項第1号に定める e-learning プログラムの受講範囲を研究者

等(教員に限る。)の専門分野ごとに定め，当該受講範囲を総括責任者に報告する。 

3 総括責任者及び研究倫理教育責任者は，研究者等(教員に限る。)に，第 1項第 3号の研

修会，講習会等以外の研究倫理教育に関する研修会，講習会等(以下「研修会等」とい

う。)を受講させるよう努めるものとする。 

4 総括責任者又は研究倫理教育責任者が研修会等が第 1項各号に定める研究倫理教育の全

部又は一部に相当すると判断する場合は，当該研修会等の受講を研究倫理教育の全部又は

一部の受講とみなすことができる。 

(受講の時期) 

第 4条 研究者等(教員に限る。)は，研究倫理教育を定期的に受講しなければならない。こ

の場合において，次回の受講の時期は，研究倫理教育を受講した日から起算して 5年を経

過した日の属する年度の末日までとする。 

(学生の研究倫理教育) 

第 5条 次の各号に掲げる研究者等は，当該各号に掲げる研究倫理教育の標準プログラムを

受講しなければならない。 

(1) 大学院生 研究倫理教育(大学院生 Basic)及び研究倫理教育(大学院生 Advanced(M))

又は研究倫理教育(大学院生 Advanced(D)) 

(2) 学部生 研究倫理教育(学部生) 
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2 大学院生が，研究倫理教育責任者が研究倫理教育(大学院生 Basic)の内容を含むと認める

大学院教育課程の研究倫理教育に関する授業科目を履修した場合は，当該授業科目の履修

をもって研究倫理教育(大学院生 Basic)の受講に代えることができる。 

(職員の研究倫理教育) 

第 6条 研究者等(教員を除く職員に限る。)が受講する研究倫理教育については第 3条の規

定を，受講の時期については第 4条の規定を準用する。この場合において，第3条第 2項

中「受講範囲を研究者等(教員に限る。)の専門分野ごとに定め」とあるのは，「受講範囲

を定め」と読み替えるものとする。 

(研究者等以外の職員の研究倫理教育) 

第 7条 研究倫理教育責任者が必要と認めた場合は，当該部局等に所属する研究者等以外の

職員に研究倫理教育を受講させることができる。 

2 研究者等以外の職員が受講する研究倫理教育については第 3条の規定を，受講の時期に

ついては第4条の規定を準用する。この場合において，第3条第 2項中「受講範囲を研究

者等(教員に限る。)の専門分野ごとに定め」とあるのは，「受講範囲を定め」と読み替え

るものとする。 

(受講届等の提出) 

第 8条 研究倫理教育又は研修会等を受講した研究者等及び研究者等以外の職員は，受講届

(別記様式第 1号)を研究倫理教育責任者に提出しなければならない。ただし，他の方法に

より受講の確認ができる場合は，この限りでない。 

2 研究者等(学生に限る。)が研究倫理教育(大学院生 Advanced(M))，研究倫理教育(大学院

生 Advanced(D))又は研究倫理教育(学部生)を受講したときは，当該研究者等の指導教員

は，研究倫理教育受講修了証(別記様式第 2号)を作成し，研究倫理教育責任者に提出しな

ければならない。 

(受講手続等) 

第 9条 研究倫理教育責任者は，第 3条第 1項各号に定める研究倫理教育の受講に係る手続

並びに研究者等及び研究者等以外の職員の研究倫理教育又は研修会等の受講状況の管理に

必要な業務を行う。 

(雑則) 

第 10条 この細則に定めるもののほか，研究倫理教育に関し必要な事項は，広島大学研究

不正防止対策推進室において定める。 

附 則 

1 この細則は，平成 27年 6月 17日から施行し，平成 27年 4月 1日から適用する。 

2 この細則の適用の際現に研究者等が受講している研究倫理教育(第 3条第 1項又は第 5条

に相当すると研究倫理教育責任者が認めるものに限る。)は，この細則の規定により受講

しているものとみなす。 

附 則(平成 28年 2月 18日 一部改正) 
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この細則は，平成 28年 2月 18日から施行し，この細則による改正後の広島大学における

研究活動に係る研究倫理教育に関する細則の規定は，平成 27年 4月 1日から適用する。 

附 則(平成 28年 5月 31日 一部改正) 

この細則は，平成 28年 5月 31日から施行する。 

附 則(平成 29年 2月 7日 一部改正) 

この細則は，平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和元年 5月 1日 一部改正) 

この細則は，令和元年5月 1日から施行する。 
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別記様式第1号(第8条第1項関係) 

 

令和  年  月  日 

 

受講届 

 

 

研究倫理教育責任者    殿 

 

 

      配属又は所属 

      職  名 

      氏  名    

       (自署・捺印) 

      (広大ＩＤ)  

      (e-mail) 

 

私は，下記により研究倫理教育を受講し，研究活動に携わる者として身につけておくべき心得

等を理解しました。 

 

 

1．受講した研究倫理教育，研修会，講習会等 

 

 

2．受講年月日：令和  年  月  日 
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別記様式第2号(第8条第2項関係) 

令和  年  月  日 

 

研究倫理教育受講修了証 

 

研究倫理教育責任者 殿 

 

     指導教員 

      部局等名：                

      職名：                  

      氏名（自署）：              

 

以下の者は、下記の研究倫理教育を受講したことを証明します。 

 

研究倫理教育※1の該当（○をする。） 

1.研究倫理教育（大学院生 Advanced（M）） 2．研究倫理教育（大学院生 Advanced（D）） 

3.研究倫理教育（学部生） 

 

受講者 

研究科・専攻 

学部・学科等：          学年：       学生番号：         

氏名：            

 

研究倫理教育 

 実施日：令和  年  月  日 

研究倫理教育の実施者※2：              

内容（原則として以下の手順に従い、全てを実施すること。実施した事項にチェックを

入れる。） 

□ 研究倫理教育の実施者、受講者の双方がテキスト※3を熟読した。 

□ テキストの内容を受講者が要約説明した。 

□ 研究倫理教育の実施者が受講者に対して、要約説明の内容についての質疑を行っ

た。 

□ 当該分野において特に問題となる箇所、当該分野の慣習等について議論し、理解

度の確認を行った。 

 

その他、特に実施したこと：  
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※1 研究倫理教育（大学院生 Advanced（M））、研究倫理教育（大学院生 Advanced（D））及び研究

倫理教育（学部生）は、原則として研究室単位で実施する。 

 

※2 研究倫理教育の実施者は、原則として指導教員とする。教育効果を期待して、ポスドク等を

研究倫理教育の実施者とすることもできるが、その場合は、内容の適切さの確認を指導教員が

行うこと。 

 

※3 テキストは、以下のものを利用する。 

研究倫理教育（大学院生 Advanced（M））及び研究倫理教育（大学院生 Advanced（D）） 

独立行政法人日本学術振興会「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」 

SectionⅣ「研究成果を発表する」 

 研究倫理教育（学部生） 

   本学が作成した「レポート作成上の注意」、「研究倫理案内」 
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２．受講届について（細則第 8 条第 1 項関係） 

 ① 研究倫理教育を受講した者は、研究倫理教育責任者に受講届を提出する。 

ただし、その受講が、e-learning や ID カードリーダーなど機械的に確認できるもの、修了証や

受講証の写しの提出により確認ができるもの、授業科目の履修状況などにより確認ができるもの等、

受講届以外の他の方法により確認できる場合は省略できる。 

② 受講届の記載例は以下のとおり。 

――――――――――――（以下、記載例）――――――――――――― 

 

別記様式第1号(第8条第1項関係) 

 

令和元年4月1日 

 

受講届 

 

 

研究倫理教育責任者    殿 

 

 

       配属又は所属 ○○学研究科○○講座 

       職  名 助教 

       氏  名 ○ ○ ○ ○  

        (自署・捺印) 

       (広大ＩＤ) 87654321 

       (e-mail) abcde@hiroshima-u.ac.jp 

 

私は，下記により研究倫理教育を受講し，研究活動に携わる者として身につけておくべき心得等を理

解しました。 

 

 

1．受講した研究倫理教育，研修会，講習会等 

 

 

例1）○○研究科主催FD「責任あるオーサーシップ研修会」 

 

例2）○○財団法人主催研修会「研究における不正行為防止セミナー 盗用（全3回）」 

 

 

 

2．受講年月日：令和元年4月1日 

 

 

印 

講習会名、講演会の

名称 
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博士の学位論文の提出及び公表に係る確認書（申請書） 

 
 広島大学が博士の学位を授与したときは，学位規則（昭和二十八年四月一日文部省令第九号）の第八

条，第九条及び広島大学学位規則（平成 16 年 4 月 1 日規則第 8 号）の第 13 条及び第 14 条に基づき，広

島大学学術情報リポジトリにおいて「学位論文の内容の要旨」，「学位論文審査の結果の要旨」及び「学

位論文の全文」を公表します。 

 博士の学位論文を提出するにあたり，学位の申請及び広島大学学術情報リポジトリにおける公表につ

いて以下の項目を確認のうえ，必要事項を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学位申請者氏名  

論文提出先研究科  

論文題目  

 
問い合わせ先：  

① リポジトリ・著作権に関すること  

広島大学図書館 図書学術情報企画グループ 学術情報企画主担当 
Tel : 082-424-6228 (内線 東広島 6228)   Fax: 082-424-6211 (内線 東広島 6211) 
E-Mail : tosho-kikaku-jyoho @office.hiroshima-u.ac.jp 
広島大学学術情報リポジトリ（HiR）トップページ   http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/ 

 
② 確認書（申請書）・電子ファイル・学位論文審査に関すること 

各研究科支援室（学生支援グループ） 
 
③ 特許等に関すること 

指導教員 または 広島大学産学・地域連携センター知的財産部門 
Tel:  082-424-5597  Fax: 082-424-6133 
E-Mail: chizai@hiroshima-u.ac.jp 
 
 

※以下の項目は，事務で記入します。 

学位記番号 
甲 

乙 
第        号 学位授与年月日 年   月   日 

  

【広島大学学位規則（平成 16 年 4 月 1 日規則第 8 号）抜粋】 

(学位論文要旨の公表) 

第 13条 本学が博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から 3月以内に，当該博士の学位

の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとす

る。 

(学位論文の公表) 

第 14条 本学において博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から 1年以内に，当該博

士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に既

に公表したときは，この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合には，学長の承認を

受けて，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。

この場合において，学長は，その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

3 博士の学位を授与された者が行う前 2項の規定による公表は，本学の協力を得て，インターネットの利用に

より行うものとする。 

4 前 3項の規定により当該博士の学位の授与に係る論文を公表するときは，「広島大学審査学位論文」と明記

しなければならない。 
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１．学位論文執筆に係る確認事項 

 □ 所定の研究倫理教育プログラムを受講し，研究倫理に関し必要な事項を理解したこと。 

□ 研究上の不正行為（捏造，改ざん，盗用等）を行っていないこと。 
□ 著作権の侵害行為を行っていないこと。（以下のア～エを満たす，適切な方法で引用を行っている。ま

たは，学位論文執筆に関して著作権者の許諾を得ている。） 
ア 既に公表されている著作物であること 
イ 「公正な慣行」に合致すること 
 ・引用を行う「必然性」があること 
 ・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること 
ウ 研究の引用の目的上「正当な範囲内」であること 
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること 
・引用される分量が必要最小限の範囲内であること  

エ 「出所の明示」をすること 
□ プライバシーを保護すべき研究対象者が存在しないこと。または，研究対象者のプライバシーが保護さ

れていること。（対象者が研究対象となることを了解しており，公表方法等にも合意している。） 
２．学位論文申請に係る確認事項 

 □ 共著者がいる場合，共著者が同じ内容で学位論文申請を行うことが無いよう，「あなたの学位論文とす

ることに同意する。」旨の書類を本学に提出していること。または，単著論文であること。 
□ 「学位論文の全文」，「学位論文の要旨」の電子データを提出すること。また，広島大学学位規則第 14

条第 2項における「やむを得ない事由」がある場合には，併せて「学位論文全文の要約」の電子データ

を提出すること。博士論文の電子データ形式は，PDF（PDF/A(ISO 19005)推奨）とする。 
３．広島大学学術情報リポジトリで公表することに係る確認事項 

＜注意事項＞ 
1 本学では広島大学学術情報リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）で論文の全文及び論文の要旨をインターネット公開することとして

いるため，本確認書（申請書）提出の際に，著作権のうち複製権・公衆送信権について許諾したこととなります。 
2 リポジトリではデータの公開にあたり，データの複製（印刷・ダウンロード等）は，調査研究・教育または学習を目的としている場合に

限定されることを明示します。 

3 「学位論文の要旨」及び「論文審査の要旨」は学位授与日から 3 月以内に，「学位論文の全文」又は「学位論文全文の要約」は学
位授与日から 1 年以内にリポジトリにおいて公表し，リポジトリトップページに「お知らせ」を掲載しますので，確認してください。 

 □ 学位論文全文の公表に際し，学位申請者自身が著作権等の権利関係を確認済みであること。 

□ 広島大学学位規則第 14条第 2項における「やむを得ない事由」（以下Ａ～Ｈ）に該当しないこと。 
（該当がある場合はこの欄を空欄とし，以下の項目にチェックを入れること。） 

【広島大学学位規則第 14条第 2項における「やむを得ない事由」に該当する項目】（ない場合はチェック不要） 

 Ａ□ 立体形状による表現を含むなど事実上インターネットでの公表が不可能なものである。 

Ｂ□ 学位論文における文章や図表・写真等について，著作権法第 32 条に定める引用ではなく，同法第

63 条に定める許諾によって利用した場合において，リポジトリでの公表が許諾に係る利用方法及び

条件の範囲内に含まれていない。また，リポジトリでの公表について許諾が得られていない。 

Ｃ□ 共著者のある場合で，リポジトリで公表することについて許諾が得られていない。 

Ｄ□ 著作権を譲渡している場合で，著作権者（出版社や学会）に許諾が得られていない。 

Ｅ□ 投稿・出版した（またはその予定がある）ものであって，掲載誌・出版社の許諾が得られていない。 

Ｆ□ 公表してはいけないような，対象者のプライバシーに関わる情報や秘匿の情報を含んでいる。 

Ｇ□ 投稿・出版の予定があって，全文の公表により申請者自身に明らかな不利益が生じる。 

Ｈ□ 特許・実用新案等の出願の予定があって，全文の公表により申請者自身に明らかな不利益が生じる。 

広島大学長 殿 
上記の理由（詳細：                         ）により，学位の

授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表したいので，申請します。 
なお，上記の理由が解消された場合には，速やかに       研究科学生支援グループへ

改めて本紙を提出し，論文の全文を公表します。 
【公開予定日：２０  年  月  日】 （ □ 公開予定日は定まらない。） 
（事務で記入） 

やむを得ない事由の審議結果 ２０  年  月  日 研究科教授会・代議員会 承認  □ 

４．申請者署名及び指導教員署名 

学位申請者署名（自署）  ２０  年  月  日 

主指導教員署名（自署） 
（論文博士の場合，主査等署名）  ２０  年  月  日 
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平成  年  月  日 

 

 

修士の学位論文の提出に係る確認書 

 

広島大学長 殿 

 

研究科：                     

専攻等：                    

学年：     学生番号：           

氏名（自署）：                  

 

修士の学位論文の提出に当たり，以下の全ての事項を確認しました。 

 

 

論文題目：                                       

 

確認事項（チェックを入れる。） 

□ 所定の研究倫理教育プログラムを受講し，研究倫理に関し必要な事項を理解したこと。 

□ 研究上の不正行為（捏造，改ざん，盗用等）を行っていないこと。 

□ 著作権の侵害行為を行っていないこと。（以下のア～エを満たす，適切な方法で引用を行って

いる。または，学位論文執筆に関して著作権者の許諾を得ている。） 

ア 既に公表されている著作物であること 

イ 「公正な慣行」に合致すること 

・引用を行う「必然性」があること 
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること 

ウ 研究の引用の目的上「正当な範囲内」であること 

・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること 

・引用される分量が必要最小限の範囲内であること 

エ 「出所の明示」をすること 

□ プライバシーを保護すべき研究対象者が存在しないこと。または，研究対象者のプライバシ

ーが保護されていること。（対象者が研究対象となることを了解しており，公表方法等にも合

意している。） 

 

上記記載事項を確認しました。 

指導教員 

      職名：                  

      氏名（自署）：              

      確認年月日：平成   年   月   日 
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■ 学術研究：信頼される知とその公表
学術研究の世界は，新規性や独創性のある情報を他の研究者と共有して将来の新たな発見につなげ

るためにあります。そこでは，研究者の間で信頼されている知見に基づき，信頼される方法を用いて，
信頼される新たな知見を生み出す必要があります。
　そこには伝統的に，研究者コミュニティにおける習慣上の規律や厳しい相互評価の中で培われてき
た「ディシプリン」（規律・学問分野）があります。正確さを求める実験・調査の方法や手続き，文
献を調べたり論文を書いたりするときの厳しい作法，研究成果の「公表」に関する規律が含まれてい
ます。 
　学術誌の始まりは，その領域の学問の発展に寄与する目的で，個々の研究者が集まって研究会をつ
くり，そこへ書簡として送られたものでした。その後，それらの研究会の学術・科学的な信頼性や新
規性，独創性などの権威を守るために，書簡の内容に対して研究者間での評価が加わり，審査制度が
構築され，現代の多くの学術雑誌が運営されています（中には審査制度の無い公表手段を用いている
ものもありますが）。
　大学においても，学術情報に関する様々な公表の形や種類があります。大学紀要などの学術研究論
文の他，教育機関としての大学が責任をもって審査し称号を与えるための博士論文・修士論文・卒業
論文も公表されるものです。さらに，研究成果の口頭発表（特にその際に用いる資料）なども，ある
意味で「公表」に含まれます。
　学術研究上の能力を示す最終的な成果が論文であり，その公表は他の研究者と情報共有するための
重要な手段です。論文作成やその公表は，「信頼される知」に関わる研究者にとって最も注意しなけ
ればならない事柄と言えます。

■ 研究倫理とは
ところが最近，この「信頼される知」と「公表」に関わる体制が，研究者を取り巻く社会環境の変

化とともに揺らぎ始めています。研究ポストや助成金の獲得競争激化を背景に，業績を早く多く作ろ
うとし，実験・調査データを偽ったり，他の研究者の成果を無断で利用したりする行為が増えていま
す。論文数の増加や専門分野の細分化，あるいは研究組織の複雑化などによって，こうした不正行為
や不誠実をチェックすることが困難になってきています。さらに言えば，こうした環境の中で，たと
え不正を意図しなくても，不注意や知識不足などから結果的に規律を破り，不正行為と見なされる危
険性も高まっています。
　このような状況の中，研究者にはより一層適切な対応が求められています。それを考えるのが「研
究倫理」です。研究倫理は，学術研究を推し進める社会に必要な規範・ルールを考えることです。ま
た，論文の公表に関する問題は「発表倫理」という名前で議論されるようになってきました。そこに
は制度的な対策も含まれています。しかし重要なのは，私たち自身が研究上の不正行為や不適切な行

研究倫理案内
　教員・学生を問わず，私たち研究者には，「信頼される知」を正確に処理し，創出
する研究活動を行う上でどのような配慮が求められるのでしょうか。この小冊子では，
研究者の倫理的配慮に関する必要最小限の事柄を説明しています。
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為に関する知識を持ち，不注意によるルール違反を避けるとともに，自覚的な仕方で「誠実な」研究
活動を進めることです。
　特に，現代の ICT 等の機器が自由に使用できる環境では，複製・改変などが容易に行えるように
なりました。こういった状況の中で，論文を含めた学術研究情報の公表に関係する規則上・倫理上の
ルールを再確認することは大切なことです。これは教職員ばかりでなく，大学に籍を置き，博士・修
士・卒業論文を「公表」しなければならない学生さんたちにとっても，非常に重要な事柄です。下記
の内容について，常識として十分理解しておきましょう。

■ 研究上の不正・不適切な行為
研究上の不正行為とは，研究の目的・計画・遂行・成果にかかわるすべての過程において，研究者

が守らなければならない規範や慣用的なルールから，逸脱してしまうことです。典型的には，次の三
つが挙げられます（英単語の頭文字をとって“FFP”と呼ばれています）。

　これら三つは国際的に確立されている不正行為のカテゴリーですが，大きく分けると，実験や調査
データの処理に関係する「捏造・改ざん」と，他の研究者からの「盗用」に関係するものに分類でき
るでしょう。また FFP の他にも，学術研究的に不適切ないし誠実さに欠けた様々な行為があります。
以下では，上記 FFP を含めてどのような不適切な行為があるかを列挙し，何に注意しなければなら
ないのかを簡単に示します。

捏　造
（Fabrication）

存在しないデータ，研究結果等を作成すること

改ざん
（Falsification）

 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い，データ，研究活動によって得られた
結果等を真正でないものに加工すること

盗　用
（Plagiarism）

他の研究者のアイデア，分析・解析方法，データ，研究結果，論文または用語を，
当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。中でも文章をコピーペー
ストしてあたかも自分の文章のようにする事を「剽窃行為」と言う
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◆ 実験・調査データの捏造・改ざん
実験や調査において得られたデータの管理・処理は，研究者が成果を公表する前に行う作業とし

て外部からは見えません。この点で不正が起こり易い場面であり，研究者（ないし研究グループ）
での自覚的な配慮や組織体制づくりが求められます。実験・調査データの取り扱いに関する注意点
は，次のようなものです。

・�都合の悪いデータや画像を捏造・改ざんしてはならない
・�オリジナルのデータ（生データ）や画像を保存する
・�データは，各研究分野で認められている方法で適切に処理・解析する
・�解析のステップ，特に画像処理のステップを記録することが望ましい
・�複数の画像を組み合わせる場合には，その繋ぎ目が分かるように提示する
・�複数の画像を組み合わせる場合には，相互の関係やスケールが分かるように提示する
・�別の実験のデータや画像を転用してはならない

オリジナルデータや実験過程の詳細を記録した実験ノートは，適切な保存・管理が必須であると
考えましょう。研究成果の公表後に，学術研究上の質疑や，また不正の疑義があった場合に答える
ための，重要な「証拠」になります。

　 　実験・調査データの取り扱い方は，研究室単位で詳細な規定を明文化している場合もありますが，
多くは各専門領域や研究室の「習慣上の規律」として守られているものです。自分の研究分野では
何が求められており，何に注意しなければならないのか，常に配慮しておく姿勢が求められます。
また，最近では多くの分野で電子データ画像が用いられていますが，特にこの点に関しても注意が
必要です（→参考資料22）。

◆ 盗用
取り上げる研究テーマにおいて先行する論文や著作（文章・図表・写真など）を参照する場合，

それらを「引用」というかたちで自分の文章と明確に区別し，参照した論文・著作のタイトル・著
者・発表年・出版元・該当箇所（ページなど）を明記しなければなりません。意図的に引用元を明
記しないこと，また区別を曖昧にしたり加工したりすることはもちろん，たとえ不注意で引用し忘
れた・該当箇所を書き忘れたとしても，それは「盗用」の中の「剽窃」に当たります。学術論文で
の引用には，細心の注意を払わなければなりません。その理由は二つあります。

　 　一つは「著作権侵害」という法を犯す可能性があるからです。著作権法は，学術論文だけでなく
文芸・美術・音楽など，人の考えを創作的に表現した著作物一般を対象とするもので，著作者の保
護を目的としています。著作者が「盗用」を訴えた場合，あるいは盗用の疑惑が生じた場合でも，
それ相当の法的処罰の対象となる可能性があります。広島大学では「機関リポジトリと著作権
Q&A 改訂版」（黒澤節男，2013）という冊子を発行し，論文執筆／リポジトリ公開に関係する著
作権について解説しています。

　 　もう一つの理由は「信頼される知」に関わる問題として，不適切な「引用」は不正になるからで
す。他の研究者の知見と自分の知見を「引用」というかたちで区別しなければ，先行するものかオ
リジナルなものかの判別ができず，学術研究的に「信頼される」には値しません。それは，著作権
法を犯すかどうかとは別の，学術研究に固有の「規律」として配慮すべき事柄です。学術論文にお
ける「引用」の方法・例・基準などについては，広島大学発行の「レポート作成上の注意」で解説
しています。論文やレポートを作成する際には，必ず参考にしてください。
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◆ 論文の重複投稿・多重投稿，不適切な著者記載
研究業績を水増しするために，同一の研究成果を複数の雑誌に投稿することは，学術的知見の冗

長な成果公表という意味で不適切です。使用する言語が異なっていても，同じ内容の論文を複数の
雑誌に投稿すると「重複投稿」と見なされます。また，論文の内容を故意に小分けにして投稿する
ことも，不適切な行為と見なされる場合があります。ただし，異なる言語での公表に関しては，英
語以外の母語言語で書いた論文の英訳や，その逆はどうかなど，結論が定まっていないのが現状で
す。特に文系では，母語で公表した論文を英訳することが，一つの重要な業績と見なされる場合も
あります。

　 　また，研究の主導的存在でありながら，その研究者を著者から外すこと，逆に必要以上に著者を
連名にすることは「不適切な著者記載」です。例えば，研究室に所属しているだけで著者に加える
行為も，ここに含まれます。論文の「著者」として資格を持つのは，「その内容に対して公的な責
任を負うところの研究において，十分な関与をなしている」人と定義されます（→参考資料21：
国際医学雑誌編集委員会による定義）。共同研究において複数の著者が名を連ねる場合，筆頭著者・
責任著者はもちろん，それ以外の人でも，著者である限り「公的な責任」が生じると考え，公表前
のチェックなどが必要です。

◆ 論文中に用いる写真やグラフなどの不適切な掲載
論文中に掲載する写真は，作今のデジタル化の発達に伴い，デジタル写真を用いる事ができます

が，その画像を修正する場合にも注意が必要です。共焦点レーザー顕微鏡などは，取り込んだデー
タを重ね合わせてシグナルを強調させることなどができます。このように現在の機器は，多様な修
飾をする事が可能になっています。例えばデータを重ね合わせる場合でも，実験区と対象区でその
重ね合わせの数を変えれば，差の無いデータでも，簡単に差のあるように示すことができます。主
に下記のようなことは行ってはいけません。

・�都合の良いように写真の形態を変えたり，明るさを部分的に変える等の行為
・�異なる実験データや写真を，一つの実験結果のように結合する行為
・�画像の一部分のみに修正を加える（ゴミと言われるものの削除などもこれにあたる）
・�電気泳動のうすいバンドを，明るさを修正することにより消す操作

　 　ただし，全ての操作で修正処理前のデータを保存してあり，かつ，実験区と対象区を同じように
直線的に，いつでも元に戻せる修正を行うことが可能な場合には，そのような操作を行った事を論
文の方法の所で明らかにすれば，許されている場合が多いようです。
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◆ その他の不正・不適切な行為
その他，次のようなことが研究上での不正・不適切な行為の問題として挙げられています。研究

を行う中で，人々の生活への関与や（経済的）利害関係，組織上の人間関係，ヒトや生物との関係
など，様々な関わりが生じます。学術研究が現実の社会の中で営まれている限り，こうした事柄に
対する配慮も研究者に求められます。

・�研究資金の不正使用（→参考資料14）
・�研究資金提供者の圧力による研究方法や成果の変更（いわゆる利益相反）
・�個人情報の不適切な扱い，プライバシーの侵害
・�インフォームドコンセントの欠落，被験者の権利の侵害
・�実験動物の不適切な取り扱い（→参考資料17）
・�研究環境におけるハラスメント（→参考資料19）

　 　このうち，人を対象とした研究や実験動物を扱う研究に関しては，それぞれ固有の倫理規程が設
けられており，研究計画や論文公表の際，倫理委員会の審査を受けなければならないことがありま
す。これらは通常，その研究領域における当然の手続きとなっていますが，あらためて倫理規程等
に目を通し，自分が関係する研究領域の「倫理」についての現状や見識を深めておくべきでしょう。

◆ 特許申請に関連した学術情報の公表
上記のような不正・不適切な行為に加えて，特に特許申請との関連で，配慮すべき「公表」の問

題があります。それは，学術論文の（特に機関リポジトリ上での）公開，学会・研究会での口頭発
表，学内での学位論文審査公聴会や修士論文・卒業論文の場合で起こることがあり，公表する側／
公表情報を見る側の双方が注意しなければならないものです。

　 　公表する側の注意点は，次のようなことです。特許申請は，すでに公開された案件について行う
ことはできませんが，公開後6ヶ月以内であれば申請は可能です。しかし6ヶ月以内にすべての書
類を整えることは難しいので，特許申請の可能性のある場合には，非公開あるいは余裕を持った公
開日の記載が必要です。それは遺伝情報などの公表についても同じです。非公開の扱いにする場合
には下記の条件を満たしておくことが望まれます（これは特許の係争時に重要になります）。

・�発表会を主催する人や団体が，「この公表は非公表扱いにする」との案内を明白に行っていること。
・�非公開発表の場に参加するすべての参加者から，非公開承諾の署名を取っておくこと。（各研究科などの
運用で異なった形態を取ることもできますが，その場合には広島大学の学術・社会産学連携室社会連携
グループ知財部門までお問い合わせ下さい。）

・�学術研究成果を eラーニングポートフォリオのサーバーにアップロードすることは，公開にはあたりま
せん。しかし，eラーニングポートフォリオ上でデータを，主・副の指導教員以外の公の場所に自身のポー
トフォリオとして公開する場合には，指導教員の許可が必要です。

　 　公開情報を見る側としては，公表が特許申請に関わる場合，公表者の利益を侵害する行為を行っ
てはならないという点に注意しなければなりません。学会や研究会の場で，許可無く講演スライド
やポスター発表の内容を写真撮影することは，参加者としてのマナーに反します。会議によっては，
予め撮影禁止の案内が行われている場合があります。撮影禁止の案内が無くとも，運営者側に写真
撮影の許諾を得るよう配慮しなければなりません。無用なトラブルに巻き込まれない様にしましょ
う。
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■ 不正行為の考え方
一般的な社会生活では，不正な行為は法によって処罰され，不誠実な人は道徳的に非難されます。

研究上の不正行為・不誠実な行為は，この両方に関わるものですが，同時に一般的な社会生活とは異
なる特殊な問題でもあります。また，個々の専門領域において不正行為の基準をどう考えるかという
問題もあります。
　法に関しては，すでに「盗用」の箇所で触れました。学術論文における盗用は，先行する著作者の
保護というだけではなく，学術研究の「信頼」に関わる問題です。実験・調査データの偽造・改ざん，
論文の重複／多重投稿や著者記載に関しては，それを規定する法はありません（法は社会生活上の，
もっと一般的な事柄を規定するものです）。しかし，それぞれの専門領域での「信頼される知」に寄
与するという意味で，当然研究者は厳格・誠実でなければならないでしょう。そうでなければ，研究
者コミュニティの一員としても信頼を得られません。
　研究上の不正行為・不誠実な行為があった場合，まず信頼される知見」の流通という観点から，意
図的な行為か不注意によるものかとは関わりなく，まずは論文の速やかな「取り下げ」が求められま
す。さらに，不正行為を行った研究者は，所属する研究機関などから処罰されます。特に不正行為が
意図的であった場合，論文で獲得した研究資金の返還，その後の研究資金の制限，また学位・地位の
剥奪など，厳しい処罰が下されます。
　不正行為の基準に関しては，文系／理系の違いを含め，研究分野によって差があります。その判断
基準や許容範囲は，それぞれの専門領域において習慣的に培われた規律に拠るところが大きいからで
す。また，公正／不正の境界線上には，どちらとも言い切れないグレーゾーンが広がっています。そ
の他，計画的で甚だしい不正でなくとも，ちょっとした時間不足や配慮不足，あるいは業績発表への
プレッシャーから，不正行為の誘惑に駆られることがあるかも知れません。それだけに，個々の専門
領域における習慣や判断基準を身につけるよう努力すること，自覚的な「誠実さ」をもって研究活動
を営むことが，今日の研究者により強く求められていると言えるでしょう。

■ 参考資料
この小冊子は，以下の文献およびホームページを参考にしています。研究倫理に関わる考え方や規
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【テキスト版】

科学の健全な発展のために 

－誠実な科学者の心得－ 

日本学術振興会 

「科学の健全な発展のために」編集委員会 

（抜粋）
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はじめに 

科学研究は，私たちを取り巻くさまざまな事象に関して，その成り立ちや理由について真理をとら

えて解明したいという，知的な好奇心や探究心からもたらされる活動です。科学研究は多くの先人た

ちの積み重ねによって発展してきました。科学の成果は私たちの社会生活に欠かせないものとなって

おり，特に近年では，科学が社会に及ぼす影響は極めて大きなものになっています。このことは科学

者にとって誇らしいことであると同時に，大きな責任と期待を担っているということを意味していま

す。 

一方，科学研究をめぐっては，科学の持つ根源的な価値観である「真理の探究」をおろそかにする

ような事例が残念ながら発生しています。仮にこうした状況が続くようなことがあれば，科学への信

頼は傷つき，科学の健全な発展が脅かされることになるでしょう。 

責任ある科学者は，科学の健全な発展のために，こうした事態に自ら適切に対応していく必要があ

ります。科学研究のあるべき姿や誠実な科学者として身につけておくべき心得についてあらためて認

識するとともに，後進の指導においても十分留意することが大切です。 

本書は，人文・社会科学から自然科学までのすべての分野の研究に関わる者(本書では「科学者」

と称しています)が，どのようにして科学研究を進め，科学者コミュニティや社会に対して成果を発

信していくのかといったことについて，エッセンスになると思われる事柄を整理しまとめたものです。

本書ではそのような趣旨に沿って，第1章の「責任ある研究活動とは」に始まり，「社会の発展のた

めに」までの全8章立ての構成になっています。その中には研究を進めるにあたって知っておかなけ

ればならないことや，倫理綱領や行動規範，成果の発表方法，研究費の適切な使用など，科学者とし

ての心得が示されています。 

科学の発展にとって，科学者の知的好奇心を大切にして，自由な環境で研究をのびのびと行うこと

が大変重要です。本書では，研究に関するさまざまな規制やルール，科学研究の倫理プログラムなど

を科学者が学んでいくにあたって，それらが必要以上に研究上のしがらみとなり，科学者を萎縮させ

ることにならないようにすることが特に重要だと考えています。 
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本書の編集は，科研費の助成機関でもある日本学術振興会が編集委員会を設け，特に日本学術会議

の多岐にわたる協力，さらには，科学技術振興機構や各大学に所属する有識者の協力，文部科学省の

アドバイスなどもいただきながら行いました。科学研究は日々発展し変化しています。本書について

も基本的な部分は今後も大きく変わることはないと思いますが，時代の変化で新たな規則が加わった

り，細部にわたる心得については変わっていくこともあるでしょう。そのときには，必要に応じて本

書の見直しをすることも必要だと思っています。 

本書が全国各地の研究現場で活用され，科学の健全な発展に寄与する一助となることを期待します。 

 

2015年2月 

独立行政法人日本学術振興会 

「科学の健全な発展のために」編集委員会 

 

独立行政法人日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会 

浅島 誠(委員長・日本学術振興会理事)，市川家國(信州大学特任教授)，笠木伸英(科学技術振興機

構上席フェロー)，小林良彰(前日本学術会議副会長・慶應義塾大学教授)，佐藤 学(学習院大学教授)，

中村征樹(大阪大学准教授)，羽田貴史(東北大学教授)，樋口美雄(慶應義塾大学教授)，札野 順(金

沢工業大学教授)，町野 朔(上智大学名誉教授)，松本 剛(名古屋大学特任准教授)，山崎茂明(愛知

淑徳大学教授)，渡邊淳平(日本学術振興会理事)，オブザーバー(文部科学省担当官) 

 

(協 力) 

日本学術会議科学研究における健全性の向上に関する検討委員会研究倫理教育プログラム検討分科

会 

小原雄治(国立遺伝学研究所特任教授)，城所哲夫(東京大学准教授)，横山広美(東京大学准教授)，相

原博昭(東京大学教授)，苅部 直(東京大学教授)，川畑秀明(慶應義塾大学准教授) 
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